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合併による新農協の経営合理化と組織力強化に関する研究
― JA きたみらいを事例に―

河 田 大 輔
(JA きたみらい)

The Study on Management and Organization of Merger Agricultural
cooperatives - a case study of JA KITAMIRAI

Daisuke KAWATA
(JA KITAMIRAI)

I 課題と方法

A．問題意識と課題
北海道の農協合併において，合併推進を根源
的に規定したのは将来における農協の存続を見
越した農協経営基盤の確立であった。その点に
おいては経営合理化型合併といわれるように，
否定的な視点もあったが，現実的に経営合理化
を果たしながらも，その成果や目的として「産
地形成」というものが措定されたというのが，
北海道農協合併のここまでの評価であろう（太
田原[10]）。北海道の産地形成型合併のひとつの
モデルといわれたとうや湖農協においても，小
さな本所，大きな支所体制はその後転換された
ことがそれを端的に物語っている。つまり，農
協合併を議論する際には，経営合理化を無視し
た「産地形成」も現実的ではないし，また，「経
営合理化」のみを追求した合併も，将来的に農
協の意義を見失うことになる。
全国的には合併が遅れているといわれる北海
道においても農協合併の進捗は地域性を有する
ことになったが，基本的には一段落している。
その結果，道内にも複数市町村を範囲とする広
域合併農協が複数存在するようになった。
農業関連事業が中心であり，多くの専業，主
業農家によって組織される北海道農協におい

て，さらに広域合併をした農協にとっては，農
協合併によって獲得した経営基盤と，経営資源
をもとにして，いかに「地域農業」の発展のた
めの事業を展開するのか，そしてそのための組
織体制を広域化された地理的空間を基盤とし
て，どのように組み立てていくのか，という点
が課題となっている。組合員という基盤は，地
理的な広がりのみではなく，年齢構成，地区ご
とのそれまでの産地形成の歴史などの条件が異
なることから，未合併農協と比較しても，より
多様な特徴を持っている。
北海道の広域合併農協は，その根本論理とし
て「経営合理化」に拠りながら，それと同時進
行で「産地形成」を図るという目標を与えられ
たといえよう。そこで本研究の目的は，北海道
の広域合併農協を事例として，具体的な「経営
合理化」と「産地形成」そのための組織力（組
合員間のつながり）の再編の展開論理について
の実態分析をおこなうことである。
本論の分析視角として，「合併農協」はどのよ
うにして「合併」という枕詞が取れた「農協」
に展開するのか，という視点をもつ。合併直後
から数年間は旧単位農協がもっていた「組織力」
があり，合併直後はそうした組織力を急速に変
更すること自体には，大きな反発が想定される
ことから，そうした組織力を保持することにな
る。いわば激変緩和措置である。しかしいずれ
かの段階で「旧農協の集まりとしての合併農協」
というものから，合併した農協による「新たな
農協」に意識的に舵を切らなければならない。
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B．既存研究の整理
a．農協合併に関する議論
北海道内の農協における農業関連事業に焦点
を当てた研究として，とうや湖農協の合併前後
の組織展開過程を追跡した小野他[13]がある。
そこでは，農協合併による広域化，農政の変化
に伴う流通環境の変化によって，営農指導や販
売事業の体制が変化を迫られ，対応してきたこ
とがわかる。八重樫[51]は，90 年代の水田地帯
いわみざわ農協を事例に，広域合併後の生産部
会の再編過程に着目し，作物の管内高位平準化
のための再編を指導する立場としての農協営農
指導体制を明らかにしている。しかし，研究が
なされたのが 90 年代であるため，分析対象が
広域産地形成期に限定されており，産地形成型
の合併メリットと，事業の効率化という両面の
課題への対応という今日的課題については明ら
かにされていない。
b．農協の組織力に関する研究
農協における組織力について，農協の規模と
の関係から分析をしたものに藤谷[43]がある。
藤谷は，規模が拡大するに従って経営効率は増
加するが，ある規模を越えるとそれが低下する
として，その低下を補うために農協には組織力
があるとしている。
近年の協同組合をめぐる研究動向は，小
林[20]，林[40]で整理されているが，その中で広
域合併農協の基本課題を整理したものに高
田[31]がある。この中では農協合併効果とその
発揮の条件，課題について経済理論をベースに
整理されている。合併農協においては，事業規
模が拡大したことによる「規模の経済性」によ
るコストの低減が目指される。その一方で，藤
谷前掲書の研究成果を引用しながら，協同組合
特有の「組織力効果」といわれる「計画・調整
の経済効果」，「参画の経済効果」の効果は，「農
協と組合員の結びつきの強化」，「組合員組織の
活性化」が合併農協において実現できなければ
低下するとされている。
こうした合併農協の二つの経済効果を如何に
実現するのか。前掲小林[20]で整理されている
ように，近年の研究動向では，地域の実践を掘
り起こしそれをもとに事業論，組織論からの貢

献を行う研究はあまり見られていない。
農協の組織力として，その源泉を組合員組織
にもとめた研究に石田・小林[5]がある。生産部
会，青年部，女性部などの既存の組合員組織に
加えて，直売所や農協出資法人，さらには准組
合員の組織や「小さな協同」などを取り上げて
いる。
c．系統組織における「組織力強化」の取り
組み

農協は 1990 年代から，単協の合併，系統組織
の中抜き二段階化という方向で再編を進めてき
た。その結果として，全国で農協数は 700 を切
り，系統組織も一部経済連が存置されているが，
多くは二段階化がすすんだ。そうしたなかで，
農協と組合員との距離の拡大に対応すべく，農
協全体としては組合員との接点を創る取り組み
がみられている。全農による出向く営農事業
や，全中が活動方針として提起した「支店拠点
化」などがそれである（尾高[11]）。農協合併が
進んだ全国からみると，すでに合併を議論の前
提として組合員との接点を創る取り組みが行わ
れているが，本研究が事例とする北海道におい
ては，合併は現在進行形で進んでいる。そうし
た中で，本研究のように，農協経営の合理化と
組織力強化に関する実証研究を行うことは，今
後の系統組織の再編方向についても示唆を与え
ることができると考えられる。
d．農協における職員・人材育成について
組合員との物理的な距離が拡大する合併農協
において，組合員とのつながりを維持し，組織
力を強化するための重要な要素として，職員の
質の向上がある。前述したように，出向く営農
指導や支店拠点化等の取り組みは，農協と組合
員との接点を多様な形で作り出そうという取り
組みであり，その成否において職員の能力が重
要な要素となっている。
農協における人材育成についての研究はそれ
ほど多くない。農協経営者や中央会などの担当
部署の職員向けに，実用書としてはいくつか出
版されているが，学術書としては青柳[1]があ
る。ここでは，職員の人材形成過程を労務管理
論的視点をもちいて，職員の「調達・配置」「教
育」「評価」「分配」の諸過程として捉えている。
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こうした「労務管理論」的把握の仕方は，本研
究においても参考になる。本研究では，そうし
た視点を踏まえながら，農協経営，業務との関
係，具体的には合併農協における経営合理化と
組織力強化という課題と人材育成との関係につ
いて分析を行う。
人材育成の中でも，農協営農指導員の育成方
策について扱った研究として西井[38]がある。
府県の農協を対象としたもので，北海道におけ
る産地形成型合併農協とは条件を異にするもの
であるが，営農指導員のキャリア形成と人材育
成について実態調査を行ったものとして注目さ
れる。そこでは，営農指導員のキャリア形成に
おいて，特定業務を長期間担当し，その間にチャ
レンジングな仕事が少ないなど，起伏が少なく
単調化していることを明らかにし，その対応と
して，長期的な視点に立って大きな成長を遂げ
られるような「キャリアの節目」を⚓段階に分
けて設置することを提案している。
このような視点に加えて，農協の「組織力効
果」を発揮する上では，「農協と組合員の結びつ
きの強化」が必要となるため，組合員の立場か
ら営農指導に求める点について経済的な面のみ
ならず非経済的な面も含めて組合員満足度から
営農指導事業にアプローチする必要がある。
C．課題の設定と分析視角
今日の合併農協における焦点は，「合併農協」
がどのようにして「合併」という枠から離れ新

しい「農協」となるのかという点である。
本研究は，既存研究によりながら農協の組織
力効果を前掲藤谷[43]に依拠して「計画・調整の
経済効果」と「参画の経済効果」とする。本研
究では，そうした組織力効果を発揮するための
条件となる「農協と組合員との結びつき」に注
目をして，旧農協時代から新しい農協への変化
について明らかにする。組織力に関する研究と
しては，組合員組織をその対象とするものがあ
るが，本研究では農協と組合員との接点である
営農・経済事業の事業体制とそこで実際に組合
員との接点となる職員に注目をして分析を行
う。
これらの視点を踏まえ，本論文では合併農協
における経営合理化および合理化による経営力
（資本力及び人材）と組織力の維持，強化とい
う課題の解決方策について明らかにすることを
課題とする。図⚑を分析視角として仮説的に措
定する。合併農協においては，合併直後の「激
変緩和」期には，旧農協の組織力を維持するた
めの組織・業務体制を整備する。その一方で合
併に伴う経営合理化のメリットを追求しながら
組合員へ直接的な合併効果を還元する。しか
し，こうした経営合理化のみでは徐々に農協の
経営基盤が縮小するため，どこかの時点で，新
たな農協として組織力効果を発揮できるような
体制に舵を切る必要がある。
以上の分析視角に基づいて課題に応えるた
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図 1 合併農協における経営合理化と組織力の変化
資料）筆者作成。

合併直後 将来

旧JAから引き続いた
組織力効果

経営合理化
（規模効果）

組織再編
（支所統合）

新たな組織力
（組合員・職員）

（合併コスト）

（経営合理化の限界）



め，以下の構成をとる。第⚑章では，JA きた
みらいの成立の背景・経過を当時の内部資料な
どから明らかにする。それによって，JA きた
みらいが金融事業の論理による経営合理化型合
併や，産地形成型合併というものではなく，将
来を見据えた上での合併であったことを明らか
にする。そして合併直後の JAきたみらいの姿
について，事業，組織，経営の面から明らかに
する。喫緊の課題ではなく，将来のためという
「大義」を出発点とした農協であったからこそ，
「激変緩和措置」として合併したメリットを直
接的・短期的に組合員に還元すること，組織的
混乱を避けるために支所を存置した業務機構体
制を取った理由を明らかにする。
第⚒章では，「激変緩和」期から，新たな農協
としての事業体制の本格的な整備の端緒となっ
た「出向く営農指導事業」について，合併によ
る経営資源の再配分による営農指導事業強化，
組合員との個別のつながりの強化という取り組
みのもつ意義について明らかにする。
第⚓章では，「出向く営農指導」体制の再編の
要因と狙いについて営農指導に求められる事業
内容とその実現に向けた業務再編，人材育成の
あり方から明らかにする。「出向く営農指導事
業」の高位平準化によって，旧農協の枠組みを
超え出た農協事業の取り組みがみられているこ
とを明らかにする。
第⚔章では，旧農協の枠組みを超え出た事業
展開のもう一つの事例として，生産資材事業の
センター方式化について分析を行う。資材店舗
の統合と資材センターの設置という，旧農協の
枠組みを超えた事業が可能となった背景と，事
業の成果について分析を行う。
第⚕章では，新たな組織力形成にむけた農協
の業務体制の整備とガバナンスのあり方につい
て分析を行う。その際に，広い意味での営農指
導（出向く営農指導，購買，販売事業，部会対
応など）による組合員とのつながりを強化し，
その結果としての組合員の農業経営とそれに規
定される農協経営という一連の関係性を「人的
資源を核とした業務経営体制」と規定して分析
を行う。旧農協がそれぞれ独自に行ってきた業
務を，合併農協としてどのように統合していっ

たのか。各種規制への対応や，農協外のステー
クホルダーとの取引に関する業務についての統
合から開始するとともに，組合員と直接的に関
わる部分については，個別対応（出向く営農指
導，出向く購買事業）という形で農協との信頼
関係を形成してきたことを明らかにする。
そして終章では，各章の要約をした上で，合
併農協における新たな組織力形成の論理を明ら
かにし，今後の経営上の課題とその協同組合と
しての意義について考察を加える。

II JA きたみらいの設立経過にみる独自性と
経営合理化による合併メリットの還元

A．本章の課題
北海道は，37 農協合併構想を掲げて農協合併
を推進してきたが，現在でも構想実現は準じる
ものを含めて 18 農協にとどまり，現在でも 108
農協がある。しかし，全道を概観すると，市町
村単位の農協が主体を占めている十勝を除く
と，多くの地域で広域的な合併農協が展開して
いるというのが実態である。
つまり，北海道においても広域合併はある程
度の到達点を迎えたといってよい。また，北海
道は府県の農協とその組織基盤，事業構造，経
営構造が大きく異なる。府県の農協合併が信用
事業の拡大に対応した財務基盤を構築するため
という論理で進められたのに対して，北海道に
おいて，農協合併は多くの場合，同程度の規模
を持った農協同士による対等合併という形態を
取る。農協を単位として産地形成がおこなわ
れ，独自の歴史を築いてきた農協同士が協議を
進めていくという点が，北海道の農協合併の特
徴である。いわば北海道の農協合併は，救済合
併，金融論理の合併よりも，将来にむけた備え
という直接的な動機となりにくいものを動機と
して進められた場合が多い。
本章の課題は，広域合併農協として JAきた
みらいの設立の過程を分析することにより JA
きたみらいの独自性について明らかにする。そ
の上で，北海道における大規模合併農協の形成
における論点の整理とその解決方向を明らかに
する。
農協合併に関しては，すでにいくつかの論点
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が整理されている。それは，財務（自己資本，
債務，出資金，固定資産），農協組織（本所，支
所），組合員組織（生産部会等），事業方式，経
営（各種手数料，人材育成，職員給与体系）で
ある。
吸収合併の場合は，主体となる農協が主導権
を発揮して各種取り決めを進めていくことにな
るが，対等合併の場合には，各農協の持ってき
た歴史（経営，組織，企業文化も）をすりあわ
せながら，あらたな組織を作っていくことにな
る。その新たな農協が旧農協から乖離する度合
いが大きいほど，合併への協議は困難を伴う。
その一方で，既存の組織を温存したのでは，農
協合併の意義はなくなる。
実際には，そうした既存組織からの継続とあ
らたなものとの折り合いをつけながら，組織の
スタート地点を模索するということになる。
本章では上記の各課題について，解決までの
過程とその際に重視された点について，合併農
協の経過を辿りながら実証的に明らかにする。
そして，「将来を見据えた合併」としてスタート
した JAきたみらいの合併直後における組合員
へのメリット還元の実態について明らかにす
る。
B．北海道における農協合併構想と現段階
全国の総合 JA数の推移を見ると，合併によ
りここ 10 年間で 200 を超える JA が減少して
おり，合併が急速に進んでいる（表⚑）。奈良県，
香川県，沖縄県，島根県が⚑県 1 JAである。
北海道では，平成元年以降合併件数は 76 ケー
ス（233 JA 参加）で 157 JA が減少している（前
掲表⚑）。北海道の農協合併推進については，
1994 年開催の第 21 回 JA 北海道大会におい
て，「新・JA合併構想」（全道 37 JA構想）を設
定した（表⚒）。2005 年には，目標基準を設定
し，経営のリスク耐久力の向上のため財務基盤
を強化する事に主眼がおかれた。
この時点において，北海道の農協合併は経営
合理化か産地形成化という二者択一ではなく，
組織・事業・経営の基盤確立を行い，組合員所
得向上に繋げるということ基軸に推進されてき
た。
そうしたなかで，広域的な大規模合併農協が，

37 構想を実現したのが⚘農協，それに準ずるも
のとして 10 農協が設立されている。
C．合併合意の経過
JA きたみらいは，なぜ合併に取り組んだの
か。第 21 回 JA 北海道大会の決議があったか
らといって，自動的に農協合併が進むというも
のではないことはいうまでもない。
地域的な条件として，北見広域連という玉ね
ぎの共同販売組織があったことなども考えられ
るが，いずれにしても，府県の農協合併のよう
な自己資本の増強のためという「金融の論理」
とは異なる論理で，地域農業振興を担う合併に
向けた議論がなされた。
本節では，合併までの組織討議の経過を当時
の内部資料，会議議事録などを元にして明らか
にすることで，JA きたみらいの誕生前夜にお
ける関係者の意識，合併農協の原型を描き出し
てみたいと思う。そうすることは，その後の機
構改革，あらたな組織力形成にも規定的な影響
を与えると考えられるからである。
a．組織討議の経過
JA きたみらいの合併までの経過を整理した
ものが表⚓である。以下では，この表をベース
にしながらも，そこからは読み取ることのでき
ない合併に至るまでにプロセスを当時の担当職
員の議事録メモ，関係者からの聞き取り調査に
よって明らかにしてみよう。
JA きたみらいの合併に向けた協議の直接的
な始まりは，1996 年の常呂ブロック農協経営研
究会であるが，それ以前にも北見市内⚓農協（北
見市，相内，上常呂）の合併失敗の事実（研究
会発足前）があった。また，1972 年には⚘農協
の北見広域連による事業協同（ばれいしょ，玉
ねぎ，選果場）の存在があった。広域連の設立
趣旨は，稲作転換により，玉ねぎが急増し，貯
蔵施設及び選果施設の導入について農協地域を
超えた広域営農団地として造成するためであっ
た。このように一部事業においてすでに広域的
な対応を取っていたため，積極的な農協合併へ
の取り組みはみられなかった。
大きな財務欠陥がない⚘農協であったため，
救済する農協がなく，合併協議の取り進めは困
難であった。
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こうした状況の中で，1996 年⚘月の合併研究
会では議論は行ったが合併には至らなかったと
いう失敗経験があった。それをふまえて，1999
年⚕月の検討委員会を組織した際には，タイミ
ングが大事だという認識を持っていた。当初の
予定では，⚒年間検討委員会で議論し 2001 年
⚕月には「推進委員会」をたちあげ，2003 年に

合併農協の設立という青写真を描いていた。し
かし，⚑年間検討委員会で議論をしたが合併に
関する温度差があることが明確となった。そし
て 2000 年⚕月の検討委員会幹事会（8 JA の参
事）の議論の中で，当初の予定を⚑年間先延ば
しして，14 年⚔月までに推進委員会を立ち上げ
る（議論期間を⚓年間にする）という話となっ
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表 1 全国・全道の JA数の推移（平成 27 年⚓月 31 日現在)
（単位：JA)

年次
北海道動向

全国 JA数
合併ケース 参加 JA数 減少 JA数 総合 JA数

1955 年 316 12,835
1960 年 1 2 1 316 12,050
1965 年 3 7 4 316 7,320
1970 年 0 0 0 303 6,049
1975 年 2 7 5 280 4,803
1980 年 1 2 1 271 4,528
1985 年 1 2 1 273 4,267
1989 年 3 6 3 269 3,592
1990 年 5 11 6 253 3,561
1991 年 3 7 4 248 3,394
1992 年 2 7 5 243 3,105
1993 年 3 6 3 239 2,836
1994 年 1 2 1 237 2,625
1995 年 0 0 0 237 2,389
1996 年 3 12 9 229 2,177
1997 年 7 21 14 216 1,937
1998 年 3 11 8 208 1,714
1999 年 6 21 15 193 1,520
2000 年 12 40 28 167 1,264
2001 年 5 25 20 148 1,108
2002 年 4 15 11 137 981
2003 年 7 19 12 125 911
2004 年 1 3 2 123 887
2005 年 1 2 1 123 865
2006 年 2 7 5 118 832
2007 年 2 4 2 116 807
2008 年 3 6 3 113 750
2009 年 1 4 3 110 724
2010 年 0 0 0 110 715
2011 年 1 2 1 109 711
2012 年 0 0 0 109 708
2013 年 0 0 0 109 701
2014 年 1 2 1 108 681
1989 年
以後合計 76 233 157 － －

資料) 北海道農業協同組合中央会「北海道「新・JA合併構想」実現への取り組
み」より作成。



た。
この幹事会を踏まえて翌週の委員会（8 JA
組合長）にて⚑年間先延ばしするということに
ついて議論がなされた。その中で訓子府町農協
の髙橋組合長からは，合併に向けて議論するた
めの各農協の財務状況の資料について「この資
料は本来ならば今年の⚑～⚒月に出来ているも
のだったはず。合併はさけて通れない問題」な
ので，各組合長の本気度合いを確かめるような
発言がなされた。
それに対して，「組合長会での決議（2002 年
に推進委員会を組織）よりもおくれてしまう」，

「温度差があるなかで，このままでは堂々巡り。
合併の必要性についてはすでに解っているが，
組合員の末端まで下ろしてまた同じこと（議論）
をするのか。それをやっていたら 2003 年でも
無理じゃないのか」という組合長からの発言も
あった。
また，合併は 8 JAの中で規模も大きな北見，
端野，訓子府の判断次第という見方もあった中
で，北見の組合長からは「他の農協も組合員と
しっかりと検討しているのか（人の判断待ちで
はなく，自分の所はどうなんだ，という問いか
け）」もみられた。
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表 2 北海道における農協合併構想の変遷

年度 推進内容

1961 年 ・農協合併助成法
規模基準の最小単位 地町村区域 ⚑町村⚑組合を目標とする

1962 年
・体質改善運動
広域大規模合併組合の組織化構想
経済事業合理化……釧路地区管内一円農協構想

1966 年

・北海道農協合併推進事業補助規則
・系統農業協同組合合併推進助成要領の設定
「合併を推進し，農業構造の改善など農業近代化に対応する組織の強化，経営の合理化を目
指す」

1970 年

・全国総合審議会答申
小規模農協を解消する（500 戸未満 職員数 20 人未満の農協は原則自主合併を行うこと）。
・合併規模は同一経済圏・生活圏 行政区域⚑市町村か数町村の範囲とする。農村地帯では営
農団地造成規模を目途とする。

1972 年
・広域農協の区域構想を確立
43 地域，半径 30 kmの社会・経済圏を基礎とする
正組合員 2,000 戸 販売高 50 億円 貯金高 60 億円

1985 年

・系統農協の組織経営強化方策
指標を設定して広域合併 JAを強力に推進する
（水田）1,000 戸 販売 100 億円 （畑）1,000 戸 販売 160 億円
（酪農）500 戸 販売 100 億円

1988 年 以降の構想は，各地区の組合長会の意向により推進ケースを設定
・北海道 76 広域合併推進構想の樹立（1997 年度まで）

1994 年 ・北海道 37 広域合併推進構想の樹立（新・JA合併構想）

2005 年

・ケースの見直し 16 ケース 47 JA（合併推進重点ケース）
・JA合併推進のための目標基準を設定
①規模基準…出資金⚕億円以上もしくは出資金＋内部留保 10 億円以上の条件をクリアーで

きない小規模 JA
②財務基準…JA全中要改善指定の JA
③事業利益基準…事業利益が⚕期平均で 2,000 万円未満の JA
④経営体制基準…内部監査機能確保（専任者を含む複数体制）ができない JA

資料）北海道農業協同組合中央会資料等より作成。
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表 3 JA きたみらい発足に向けた経過

時期 事項 概要 位置づけ

1996年⚘月 常呂ブロック
農協経営研究会

組織論議の土台として「21 世紀に
向けてのブロック農業の新たな挑
戦」，「常呂ブロック JA の経営環
境は今，このように変化していま
す」，「21 世紀に向けた後世のため
の JA づくりを考えませんか」を
資料化。

農協合併という言葉は使わずに，
客観的に常呂ブロックという広域
的な地域農業の将来を考えるとい
うスタンス。

1999年⚕月 常呂ブロック
農協合併検討委員会発足

農協合併に対する組合員の認識の
深まりをふまえて，合併の際の課
題とその調整方法まで踏み込んだ
議論をするために研究会組織を
「検討委員会」に発展的解消。

委員長に高橋氏（訓子府農協組合
長），副委員長に長尾氏（温根湯農
協組合長）。会長・副会長の指名
により幹事長に端野農協参事，副
幹事長に訓子府農協参事が就任。

2000年⚕月 検討委員会幹事会
(⚘農協参事）の開催

合併協議期間の一年間延長を提
案。

2000年⚕月 検討委員会実施 合併に向けて各農協の「本気度」
の確認。

2000年⚖月 検討委員会実施 各農協の財務資料の開示。⚘月に
再協議の提案。

2000年12月 8 JA地区懇談会の
一斉開催

「新 JA 合併構想計画（案）」およ
び「21 世紀に向けブロック農業の
さらなる発展のため広域 JA づく
りをめざしませんか」という資料
作成。それをもとに組合員で議
論。

組合員の意識変化があるという判
断を元にして，2003 年を目途に作
業開始。

2001年11月 検討委員会実施
合併検討委員会の委員長挨拶にて
合併の必要性を強く主張し，2003
年の合併を目標としたい旨の挨拶。

2001年12月 常呂ブロック
農協合併基本構想（案）策定

合併の方法，日程，設立委員の構
成，新 JA の名称，などの基本事
項，運営方針を提示。8 JA 地区
別懇談会を開催。

2002年⚒月 常呂ブロック
農協合併拡大検討委員会発足

8 JA 非常勤理事を含めた「拡大
検討委員会」を発足。合併手続き
の検討とともに「推進委員会」へ
の移行を各 JA の総会で提案する
ことを決定。

2002年⚔月 8 JA通常総会開催 各 JA の事業基本方針にて「合併
推進委員会」の発足が承認。

2002年⚔月 常呂ブロック
農協合併推進委員会発足

新 JA を 2003 年⚒月に設立を目
標に協議検討開始。

2002年⚙月 8 JA地区懇談会の
一斉開催

推進委員会で決定した新 JA 経営
計画書・合併予備契約（案）の内
容を示し組合員の理解を得る。

2002年10月 常呂ブロック
8 JA合併予備契約調印式

2002年10月 8 JA合併に関わる臨時総会開催
2002年10月 新 JAの名称が決定
2002年11月 JAきたみらい設立委員会発足
2003年⚒月 JAきたみらい発足

2003年⚔月 第一回臨時総会・北見
広域連臨時総会を開催

北見広域連の権利義務包括継承す
る。

資料）JAきたみらい資料及び聞き取り調査より作成。



髙橋組合長（委員長）は，組合長の判断でや
るしかない，それをしっかりと自分の農協の中
で議論するという「本気度」を確認したいと考
えており，「幹事会の提案である 2002 年ではな
く 2001 年でもやるぞ」という覚悟であった。
⚕月の会議は「⚖月の委員会までに各組合長は
組合員を説得する，という覚悟を持ってきて欲
しい」ということで閉じられた。
翌月の委員会では前述した各農協の財務の数
値を持ってくることになっていた。しかし提出
された資料は，農協毎に項目の細かさなどがバ
ラバラで統一的に議論できるものとなっていな
かった。それを農協毎の本気度の差（温度差）
の表れと受け取った髙橋組合長は財務につい
て，単に数値を出すのではなく，その中味（融
資の仕方，自己査定，営農指導との関係なども）
に踏み込んで，第三者がはいって数値を横並び
で議論できるように作成し直すように迫った。
これは各農協がこの時点では未だに腹の探り合
いをしている状況から，合併に向けて本気で取
り組みことを迫るものであった。
⚗月までに地元農協に戻り組織討議（非常勤
役員も含めて討議）をし，⚘月にもう一度協議
するということが決められた。
しかし，その後の「基本構想原案」提示（2000
年 12 月）までにいわば「空白」の期間がある。
この空白の期間を経てその後の合併の土台とな
る「基本構想原案」が提示されて，一気に合併
の動きが具体化することになる。この期間につ
いて，関係者からの聞き取りによると，検討委
員会の正副幹事長において，次のような基本方
針の下で具体的な「原案作成」の検討がなされ
た。①合併しなくても良いとならないように，
②組合長（旧 JA）の統一の考え方，視点のベク
トルを合わすために，③幹事会（旧 JA 参事）
間で誤解のないようにすれば組合長にしっかり
伝わる，④幹事会をまとめるために正副幹事長
（事務局として，中央会，北見広域連含む）で，
まず原案を固めて幹事会に提案し，委員会に提
出していくことなど戦略的協議を重ねた。
このため，2000 年 12 月の地区別懇談会まで
には，委員会としての会合はなかったのである。
このことから，表⚓にある「2000 年 12 月の 8

JA 地区別懇談会の開催により組合員の意識変
化があると判断する」という見解は表向きであ
り，この時期から正副委員長，正副幹事長の合
併に向けた決断がみてとれる。
幹事会をリード（的確な判断材料）しないと，
組合長方をリード（間違いない判断と決断）で
きない。結果的には，まず決断し，組合員への
情報伝達は同時性を確保し，かつ誤解を招かな
いようにするというやり方を取った。
いずれにしてもその後各農協の本気度が試さ
れ，そしてその年の 12 月の 8 JA地区懇談会が
一斉開催されるまでにこぎ着けることになっ
た。この際の「合併構想計画」は具体的内容ま
で詰められたものではなく，いわば 8 JA が合
併に向けて本気度を表明したという性格のもの
であった。それを契機としてその後，約⚑年間
をかけて合併の具体的な検討がされ，財務，経
営，組織の基本的な考え方が整理されて 2001
年 12 月の「基本構想」へと一気に動いていくこ
とになったのである。
2001 年 11 月開催の合併検討委員会の委員長
挨拶には，「1996 年に各組合長の判断で，今後
の JA 運営をどうするか等研究会を発足し，
1999 年に検討委員会を設立し，幹事会も発足さ
せたが，1996 年に想像していた以上の厳しい環
境下となっている。その中で，大同団結が必要
であり，合併が最良の方法である。それぞれ 50
年の歴史の中で⚑つのものにするのは難しい
が，組合員の負託に応える理念は変わらない。
様々な課題は出てくるが，8 JA の協力をもっ
てとり進めるためにも，2002 年の各 JAの総会
で合併推進委員会発足の決議をとりつけ，2003
年に合併にもっていきたい。」という言葉がみ
られている。
b．合併協議における議論のスタンス
このように「将来を見据えた合併」として取
り組まれた JAきたみらいであるが，その議論
の過程で重要視していたいくつかのスタンスが
あった。関係者からの聞き取りをもとにそれに
ついて整理してみよう。まずは，時間をかけ過
ぎないという点であった。前述したように，合
併が実現する以前にも「研究会」が設置された
ことがあったが，その際には議論を慎重に進め
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すぎたため，熱が冷めたという経験があった。
そこで，議論は慎重を期すとともに，スピード
感を重視した。また，合併に際して「大義」を
明確にしたという点である。経営危機など直接
的な合併の契機がなかった JAきたみらいにお
いては，各農協毎に開拓，入植の歴史をベース
とする「国民性」の違いがある。そうした中で
合併を進めるためには，将来を見据えた「大義」
が必要となったのである。
次に，合併の討議に際して，組合員への情報
伝達のタイミングなどの統一性の確保対策に特
に留意した。説明の仕方やタイミングのずれに
よって誤解が生じることを排除するためであ
る。
また，他の農協でみられる場合もあるが，合
併に伴う職員早期退職，肩たたきをしないこと
を議論の中で約束し，さらには合併を見据えて
各農協における人員採用の約束事の設定をおこ
なった。
賦課金のありかたについては，各農協で大き
な違いがあった。賦課金の統一に向けて，単な
る金額の統一ではなく，新しい農協として営農
指導事業をどの程度行うのか，という農協事業
の根幹に関わる点の議論を深めたのである。そ
こで，新しい農協においては，営農を第一義と
するという点を改めて確認し，さらには，新し
い農協では，営農指導（販売・購買）を根幹と
した業務体制とすることも確認している。この
点がまさに前述した農協合併の大義ともなった
のである。つまり，経営合理化のための農協合
併ではなく，農家戸数が減少する中で，組合員
により高度な営農指導と経済事業を提供できる
体制を構築する，ということを合併の大義とし
て掲げたのである。
さらには，合併協議においては，各連合会へ
の事務協議への参加依頼をおこなった。これ
は，合併農協において必ず論点となる連合会と
の関係の整理について，合併段階から想定しな
がら進めるためであり，そのことによって，後
述するように合併直後から経済的メリットを組
合員に還元することができた一つの要因とも
なった。

D．合併に向けた検討課題別対応
a．財務
当時議論していた関係者の間には，農協合併
のポイントは，財務調整（農協のプライドにか
かわる），役員人事問題（人数含む），本所の所
在地（吸収等のイメージと力関係と捉える組合
員）という認識があった。財務調整は最終的に
は各農協のプライドの問題である。そのプライ
ドを傷つけることなくどのように意見集約する
のかという点に掛かっていると考えていた。表
⚔～⚙では合併前の各 JAの経営財務概要を整
理した。
財務調整に関わる考え方を一致させるため
に，土地評価，分類債権，保証人，自己査定，
各種引当金，内部留保等について議論を重ねた
が，大きな財務欠陥がない農協同士の合併協議
の取り進めは困難であった。
組合長をはじめ JA間の温度差をなくすとい
う点を主に論議した。そして，特に合併協議に
向けて新 JAの理念について整理と設定を行う
ことに注力した。このように合併協議の際に農
協の理念まで設定しているケースは，当時とし
てはあまりみられなかった。逆説的にいえば，
将来に向けた「大義」を設定すること以外に，
合併の推進力が無かったということもできる。
そうした中で，合併の準備段階として，固定
資産調査，自己査定及び農家経済調査をおこ
なった。農家経済調査をしている合併協議ケー
スはめずらしく，そこには農家経済調査があっ
てから，農協財務調整があるとの認識であった。
これは，一事象だけ捉えずに全体を見るとい
う考え方であった。例えば，倉庫がボロボロと
いうことは，投資していないということであり，
調査日現在では財務負担が少なく見えるが，近
い将来投資しなければならないことになる。
また，土地の再評価となれば，利益は発生し，
合併特例勘定に計上しても処分時には税金がか
かる。また，現時点では発生は想定されないが，
将来的に含み損の発生も考慮すべきであるとの
認識にたち，取得原価主義で引き継いだ。
ここでは，財務調整の基本的考え方として，
細かいところはあまり気にせず，大義をもって
合併成功に導く事が優先されたのである。
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また，財務調整と各 JAのプライドについて
は，合併構想の財務引継ぎにおいて，温根湯農
協は引継ぎ財務はなく，他の農協は，繰越金を
引き継ぐこととした。それでも，合併前には
やったことのない出資配当などで資産を流出さ
せるのが通例であり，実際 JAきたみらいの場
合もそうした事態が一部農協でみられた。
農協によっては自己査定をしないで貸し付け
をしていたところがあり，そうした農協がいる
中で，要支援農家，再建対策農家などの内実に
ついて調査を行った。
財務引継ぎ基準の協議の結果，財務調整で剰
余が出ると配当で組合員に戻す傾向にあるた
め，外部流出させない財務調整と，各農協のプ
ライドを刺激させない手法を模索した。
また，JA きたみらいとして特徴的な点とし
て，主要作物である玉ねぎのコンテナの財務処
理がある。コンテナ引当金は訓子府対策であっ
た。幹事長，副幹事長，中央会で打ち合わせを
行い，財務調整，手数料の設定，合併時のコン
テナ引当金取り崩しにおける合併後の財務回復
の視点からも協議が開始され，合併しても同一
料金とし組合員に負担をかけないための手法で
あった。コンテナ利用料⚑基 1,500 円～3,000
円まで差があったが，そのなかで，合併財務調

整の内，内部留保より 537,456 千円を用いてコ
ンテナの資産の圧縮をすることで，組合員から
の利用料徴収（農協収益）とコンテナ費用（減
価償却費）の差を解消（費用ゼロ）した。
財務調整金については，温根湯はゼロで，そ
れ以外でも数千万円を積む（資産を再評価した
際に足りなくなる部分について，各農協が積み
増しをして合併農協に持ってくるという）こと
になった。
実際にはその持参金以外については，各農協
が出資配当などを行って組合員に還元するとい
うことも行われた（表⚗）。
b．農協組織
業務機構体制については，機構上は本所集中
方式を採用したが，実際には，旧農協を支所と
して存知し，支所にも権限を持たせるというい
わゆる「小さな本所大きな支所」体制を採用し
た。その一方で，発足当時の本所は旧農協の事
務所には設置せず，対等合併であることを表現
するために，北見農業管理センター（北見市）
に新しく設置している。業務機構体制について
は第⚒章であらためて詳述する。
JA きたみらいは「小さな本所大きな支所」
体制を構築した後に，しばらくの期間を経てか
ら「大きな本所体制」へと大きく舵を取ってい
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表 6 きたみらい農協への参加農協の合併直前の概要（分析指標） （単位：％)

年度 農協 資本固定
比率

資金運用
比率

支払い
準備比率

利回り 事業管理費
比率 人件費率 労働分配率

貸出金 貯金 借入金

2001 年

端 野 町 152.8 28.2 384.0 2.2 0.2 6.4 89.7 53.7 48.4
訓子府町 177.1 51.7 338.5 3.1 0.1 1.6 88.1 70.9 62.4
置 戸 町 147.9 17.1 358.7 3.0 0.2 2.4 94.5 70.6 66.7
留辺蘂町 196.4 －5.7 377.5 2.6 0.2 2.3 107.8 70.1 75.6
温 根 湯 250.6 －4.7 413.4 1.8 0.2 1.4 87.2 60.2 52.5
北 見 市 113.9 41.6 385.7 2.2 0.3 1.5 94.1 63.1 59.4
上 常 呂 110.2 29.3 335.0 2.4 0.2 2.8 90.5 67.8 61.4
相 内 179.8 37.8 355.8 2.8 0.2 1.6 100.7 70.5 71.0

2002 年

端 野 町 145.0 8.8 377.5 2.7 0.1 5.7 96.2 59.5 57.2
訓子府町 164.6 47.2 341.9 2.8 0.1 1.5 94.1 72.2 67.9
置 戸 町 146.2 －20.0 377.3 2.7 0.1 2.3 107.8 69.6 75.1
留辺蘂町 118.1 14.8 370.5 2.5 0.1 2.3 122.7 63.5 77.9
温 根 湯 233.0 －4.3 432.6 1.6 0.1 1.4 106.2 55.7 59.2
北 見 市 110.7 39.9 380.9 2.0 0.2 1.5 101.1 59.0 59.6
上 常 呂 110.6 54.0 345.6 3.6 0.1 3.5 132.5 51.2 67.8
相 内 204.3 30.0 364.1 2.7 0.1 1.2 114.2 68.0 77.7

資料）北海道農政部「農業協同組合要覧」より作成。
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表
7
き
た
み
ら
い
農
協
へ
の
参
加
農
協
の
合
併
直
前
の
概
要
（
事
業
損
益
）

（
単
位
：
千
円
)

年
度

農
協
名

事
業
総
利
益

事
業
管
理
費

事
業
利
益
事
業
外
収
益
事
業
外
費
用
経
常
利
益

税
引
き
前

当
期
利
益

当
期
未
処

分
剰
余
金

出
資
配
当

次
期

繰
り
越
し

人
件
費

合
計

20
01
年

端
野
町
1,
14
5,
07
9

55
3,
86
7
1,
02
7,
60
4

11
7,
47
5

47
,8
03

13
,8
17

15
1,
46
1

15
1,
30
1

11
2,
61
8

0
5,
54
6

訓
子
府
町
1,
01
3,
18
1

63
2,
70
0

89
2,
88
5

12
0,
29
6

34
,8
55

57
,6
86

97
,4
65

84
,6
26

75
,6
60

0
3,
67
3

置
戸
町

53
0,
35
7

35
3,
98
3

50
1,
34
5

29
,0
12

35
,0
28

10
,1
41

53
,8
99

53
,9
30

51
,9
30

0
5,
00
0

留
辺
蘂
町

29
9,
85
7

22
6,
71
0

32
3,
24
9
－
23
,3
92

58
,8
22

5,
48
7

29
,9
43

29
,7
09

25
,9
75

3,
10
4

3,
47
5

温
根
湯

37
5,
73
1

19
7,
14
1

32
7,
63
8

48
,0
93

24
,8
92

6,
33
5

66
,6
50

70
,4
26

69
,7
72

9,
08
9

11
,0
58

北
見
市

74
3,
09
7

44
1,
12
0

69
9,
53
0

43
,5
67

38
,8
37

33
,5
97

48
,8
07

66
,3
06

62
,3
27

21
,4
56

4,
14
3

上
常
呂

27
8,
59
2

17
0,
93
8

25
2,
13
2

26
,4
60

16
,6
9 9

20
,0
47

23
,1
12

26
,1
39

27
,1
63

92
6

1,
35
8

相
内

37
6,
00
7

26
6,
82
7

37
8,
70
3

－
2,
69
6

68
,1
13

8,
29
0

57
,1
27

55
,2
67

47
,5
54

5,
05
0

2,
12
5

20
02
年

端
野
町

95
8,
62
1

54
8,
79
0

92
2,
26
5

36
,3
56

54
,1
90

12
,0
40

69
,7
60

55
,5
91

33
,2
96

0
33
,2
96

訓
子
府
町

93
6,
28
9

63
6,
13
5

88
0,
61
1

55
,6
78

72
,1
96

3,
32
5

31
,9
16

16
,1
62

18
,7
99

0
18
,7
99

置
戸
町

47
3,
04
8

35
5,
02
9

51
0,
17
2
－
37
,1
24

58
,5
28

41
2

12
,0
79

12
,4
55

11
,0
03

7,
49
0

3,
51
3

留
辺
蘂
町

26
3,
36
2

20
5,
23
0

32
3,
23
6
－
59
,8
74

90
,5
47

4,
14
6

25
,6
42

10
,5
92

12
,2
67

4,
40
8

7,
85
9

温
根
湯

32
0,
71
3

18
9,
71
7

34
0,
55
4
－
19
,8
41

39
,1
15

4,
46
4

11
,8
92

13
,8
46

20
,7
03

20
,6
17

86
北
見
市

74
5,
94
7

44
4,
43
9

75
3,
88
1

－
7,
93
4

71
,1
78

⚒
41
,5
36

48
,2
75

31
,4
18

0
31
,4
18

上
常
呂

27
6,
61
3

18
7,
58
7

36
6,
37
8
－
89
,7
65

11
7,
54
3

47
7,
44
0

18
,1
49

19
,5
08

6,
85
5

12
,6
53

相
内

32
1,
36
6

24
9,
72
0

36
7,
07
0
－
45
,7
04

96
,5
67

0
37
,6
74

36
,3
68

32
,4
93

5,
16
9

15
,3
24

資
料
）
北
海
道
農
政
部
「
農
業
協
同
組
合
要
覧
」
よ
り
作
成
。
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表
8
き
た
み
ら
い
農
協
へ
の
参
加
農
協
の
合
併
直
前
の
概
要
（
系
統
利
用
率
・
粗
利
益
率
）

（
単
位
：
％
)

年
度

農
協
名

系
統
利
用
率

粗
利
益
率

購
買
事
業

販
売
事
業

購
買
事
業

販
売
事
業

生
産
資
材
生
活
物
資

計
米

農
産
物

畜
産
物

計
生
産
資
材
生
活
物
資

計
米

農
産
物

畜
産
物

計

20
01
年

端
野
町

64
.9

3.
8

54
.3

10
0.
0

77
.8

63
.3

77
.4

6.
5

19
.1

8.
7

2.
8

2.
4

1.
5

2.
4

訓
子
府
町

81
.8

62
.6

78
.1

10
0.
0

91
.8

99
.2

94
.1

5.
0

20
.2

7.
9

2.
1

2.
2

1.
9

2.
1

置
戸
町

72
.2

61
.0

69
.8

67
.3

91
.5

80
.2

6.
7

18
.8

9.
3

2.
6

2.
4

1.
6

2.
0

留
辺
蘂
町

68
.4

49
.8

60
.6

10
0.
0

10
0.
0

10
0.
0

9.
8

17
.5

13
.1

3.
6

1.
5

3.
1

温
根
湯

53
.7

54
.9

54
.0

87
.9

91
.9

89
.0

7.
9

17
.2

10
.0

3.
2

1.
7

2.
8

北
見
市

62
.4

15
.0

61
.4

99
.7

96
.5

97
.7

7.
6

34
.3

8.
1

2.
7

2.
3

1.
8

2.
2

上
常
呂

55
.4

55
.4

10
0.
0

97
.7

10
0.
0

98
.2

6.
5

6.
5

3.
4

1.
7

1.
0

1.
8

相
内

73
.8

44
.8

66
.6

10
0.
0

96
.6

10
0 .
0

98
.0

5.
7

19
.8

9.
2

2.
9

3.
4

1.
6

2.
9

20
02
年

端
野
町

76
.8

86
.6

77
.7

10
0.
0

98
.6

67
.6

95
.3

5.
7

19
.4

7.
1

1.
3

1.
3

0.
7

1.
2

訓
子
府
町

79
.3

63
.6

76
.9

99
.9

97
.8

10
0.
0

98
.5

4.
6

19
.9

6.
8

2.
7

2.
4

1.
9

2.
3

置
戸
町

59
.6

53
.4

58
.6

66
.3

90
.9

80
.5

6.
4

17
.4

8.
2

2.
8

1.
6

2.
1

留
辺
蘂
町

69
.5

49
.4

62
.7

10
0.
0

10
0.
0

10
0.
0

7.
8

17
.9

11
.3

5.
1

1.
5

4.
0

温
根
湯

59
.5

61
.3

59
.7

87
.5

88
.8

87
.9

5.
9

14
.7

7.
3

3.
0

1.
7

2.
6

北
見
市

60
.1

14
.2

5 9
.1

10
0.
0

84
.2

98
.6

86
.8

6.
6

34
.1

7.
2

4.
4

2.
3

2.
0

2.
3

上
常
呂

57
.8

7.
6

5 7
.2

10
0.
0

99
.9

10
0.
0

97
.9

6.
5

7.
2

6.
6

6.
2

2.
3

1.
0

2.
4

相
内

73
.6

45
.9

6 8
.1

10
0.
0

96
.5

10
0.
0

97
.7

6.
0

21
.9

9.
3

4.
4

2.
9

1.
6

2.
7

資
料
）
北
海
道
農
政
部
「
農
業
協
同
組
合
要
覧
」
よ
り
作
成
。



くことになるのであるが，ここでは北海道内に
おける広域合併農協の組織機構体制について，
合併直後と現時点での組織再編の特徴について
整理したい。
対象としたのは JA北海道中央会が提示して
いる北海道の農協合併構想実現（またはそれに
準する）農協である。表 10，表 11 には機構再
編について整理をしているが，これをみると，
多くの農協において合併直後には旧農協を存置
した「大きな支所体制」を採用していることが
わかる。また，多くの農協において「営農セン
ター」に準ずるものを機構内に位置づけている。
一方で，その後については，多くの農協が
JA きたみらいのように大きな本所体制に舵を
切っている。しかし，実際に大きな本所に連動
させて営農指導事業の再編などにも取り組んだ
農協は JA いわみざわ以外にはみられていな
い。その意味で JAきたみらいは道内において
も先駆事例といえる。
c．事業方式
農協合併に伴って，いくつかの業務方式を変
更している。灯油配送については，JAOCに移
管した。生活購買事業については，Aコープは
子会社として，そこに関わっていた職員も A

コープ部門に転籍した。A コープを所有して
いなかった農協（北見市，上常呂）からのAコー
プの赤字を合併に持ち込むことに対する強い反
対意見に配慮した結果である。
E．合併による経営合理化と合併メリットの発
現・還元
合併農協においては，合併直後は目に見える
様々なメリットを組合員の還元することで，新
たに誕生をした農協への理解を増進し，組織の
力の維持につながるための取り組みを行う。そ
の方法は，手数料・利用率を低い農協に合わせ
る，など直接的な方法をとることが多い。一方
で事業・組織体制については，管理部門などは
本所へ集中する一方で，営農販売事業に関して
は，旧農協単位での事業体制を維持する場合が
多く，経営における経費削減が進まない中で，
合併メリットの還元を行うことになる。
JA きたみらいは前述したように，合併が喫
緊に必要な状況ではなく，将来を見据えた合併
であった。その意味から合併メリットの目に見
える還元は，組合員の合併への理解をもたらす
上で必要不可欠な対応戦略であった。
以下では，合併メリットの見える化にむけた
対応策とそのための経営合理化の実態について
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表 9 きたみらい農協への参加農協の合併直前の概要(貯貸率・貯借率)

年度 農協 貯貸率 貯借率 預貸率
正組合員⚑戸あたり
出資金 固定資産

2001 年

端 野 町 24.4 0.4 31.9 4,264 9,179
訓子府町 35.3 5.4 55.3 2,046 3,496
置 戸 町 41.5 17.3 55.2 5,136 6,189
留辺蘂町 31.6 4.3 42.5 5,249 8,892
温 根 湯 22.6 2.0 27.4 4,615 6,984
北 見 市 18.7 3.1 23.8 3,856 5,011
上 常 呂 27.6 0.1 41.4 3,691 5,428
相 内 24.0 3.9 32.1 3,008 3,042

2002 年

端 野 町 17.6 0.2 24.6 3,616 8,547
訓子府町 31.8 5.1 49.9 1,993 3,641
置 戸 町 45.7 15.9 66.4 5,312 6,374
留辺蘂町 28.9 4.3 39.1 5,193 14,295
温 根 湯 23.3 1.4 29.2 4,821 7,885
北 見 市 18.3 2.7 24.0 4,165 5,554
上 常 呂 18.8 0.0 27.2 3,683 5,534
相 内 24.0 3.9 32.1 3,288 2,959

資料）北海道農政部「農業協同組合要覧」より作成。
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表
10
北
海
道
JA
合
併
構
想
を
実
現
し
た
合
併
直
後
と
合
併
経
過
後
の
機
構
体
制
の
変
化

JA
名

合
併

JA
数

合
併
年
度

類
型

本
所

支
所

備
考

廃
止

新
設

廃
止

新
設

と
う
や
湖

⚕
19
87
年

大
き
な
本
所

－
資
材
部

生
活
部

管
理
金
融
課

営
農
課

資
材
課

A
コ
ー
プ
店

生
産
課

➡
－

支
所
の
課
は
全
て
本
所
の
係
的
位

置
づ
け

金
融
部

➡
金
融
共
済
部
店
舗
課

信
用
部

管
理
部

➡
総
務
部

営
農
部

➡
営
農
販
売
部

ひ
だ
か
東

⚓
19
91
年

大
き
な
本
所

－
農
家
経
済
対
策
室

営
農
生
産
課

資
材
店
舗
課

➡
－

よ
う
て
い

⚘
19
97
年

大
き
な
本
所

生
活
部

➡
－

管
理
課

金
融
課

共
済
課

資
材
課

➡
－

事
業
本
部
制
導
入
（
事
業
本
部
か

ら
各
支
店
の
担
当
課
に
直
接
指
示

命
令
が
あ
る
た
め
支
所
長
の
役
目

が
不
明
確
？
）

営
農
部
及
び
資
材
部
，
燃
料
部
→

営
農
経
済
事
業
本
部

販
売
部
→
販
売
事
業
本
部

－
➡

金
融
共
済
事
業
本
部
支
店

札
幌

⚕
19
98
年

－

総
務
部
広
報
課

総
務
部
経
理
電
算
課

経
済
部
購
買
課

共
済
部
資
産
管
理
課

人
事
部

営
農
販
売
部

➡
経
済
部
営
農
販
売
課

金
融
部

➡
融
資
審
査
部
貯
金
融
資
課

融
資
審
査
部
ロ
ー
ン
プ
ラ
ザ

融
資
審
査
部
金
融
共
済
課

融
資
審
査
部
資
金
運
用
課

相
談
部

➡
共
済
部
相
談
課

ピ
ン
ネ

⚓
19
98
年

大
き
な
本
所

資
材
部

生
活
部

➡
経
済
部

営
農
販
売
課

資
材
課

➡
－

営
農
部
及
び
農
産
部
を
営
農
事
業

本
部
制

－
➡

経
営
相
談
課

新
す
な
が
わ

⚒
19
98
年

大
き
な
本
所

金
融
共
済
部
融
資
課

➡
管
理
部
融
資
審
査
課

奈
井
江
支
所
長
は
存
在
す
る
支
所

各
課
を
本
所
の
課
・
係
で
管
理

伊
達

⚒
19
98
年

営
農
相
談
業
務
を
信
用

部
の
下
部
か
ら
部
に
独

立
（
本
所
営
農
権
限
強

化
）

業
務
部

室
蘭
事
業
所

➡
－

信
用
部
営
農
相
談
課

営
農
生
産
部
農
業
振
興
課

➡
営
農
相
談
部
営
農
相
談
課

－
➡

登
別
支
所

生
活
部
販
売
促
進
企
画
課

生
活
部
店
舗
課

➡
購
買
部
店
舗
課

北
い
し
か
り

⚔
19
99
年

内
部
管
理
体
制
を
本
所

中
心
（
大
き
な
本
所
）

購
買
部
燃
料
課

－

管
理
部

生
産
販
売
部

購
買
部

浜
益
支
所

➡ ➡ ➡ ➡

管
理
金
融
課

営
農
販
売
課

購
買
課

厚
田
支
所
浜
益
事
業
所

－
内
部
監
査
室

生
産
販
売
部
検
査
課

支
所
管
理
部

企
画
室

➡
企
画
管
理
部
企
画
管
理
課

農
業
振
興
部
組
合
員
課

農
業
振
興
部
土
地
改
良
課
➡

営
農
振
興
部
営
農
振
興
課

き
た
そ
ら
ち

⚘
20
00
年

管
理
，
金
融
共
済
部
門

の
大
き
な
本
所

農
業
振
興
部
組
合
員
課

青
果
部
花
き
課

－
資
材
課

➡
－

支
所
営
農
課
は
存
置

総
務
部
総
務
課

総
務
部
経
理
課

➡
総
務
部
総
務
経
理
課

金
融
部

共
済
部

➡
金
融
共
済
部

－
➡

深
川
支
所
組
合
員
総
合
課

資
材
部
配
送
物
流
課

➡
資
材
部
資
材
推
進
課

資
料
）
各
農
協
の
機
構
図
よ
り
作
成
。
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表
11
北
海
道
JA
合
併
構
想
を
実
現
し
た
合
併
直
後
と
合
併
経
過
後
の
機
構
体
制
の
変
化

JA
名

合
併

JA
数

合
併
年
度

類
型

本
所

支
所

備
考

廃
止

新
設

廃
止

新
設

道
央

⚕
20
01
年

支
所
に
あ
っ
た
営
農
セ

ン
タ
ー
を
支
所
と
同
格

に
（
支
所
営
農
権
限
強

化
）

総
務
部
企
画
広
報
課

総
務
部
経
理
電
算
課

共
済
部
旅
行
セ
ン
タ
ー

経
済
部
生
活
課

営
農
生
産
部
経
営
指
導
課

－

野
幌
営
農
セ
ン
タ
ー

東
千
歳
営
農
セ
ン
タ
ー
➡

－
金
融
部
地
域
開
発
課

➡
金
融
部
資
産
相
談
セ
ン
タ
ー

営
農
生
産
部
営
農
企
画
課
➡

農
業
振
興
部
農
業
振
興
課

営
農
生
産
部
農
畜
産
課

営
農
生
産
部
青
果
園
芸
課
➡

農
業
振
興
部
農
産
課

農
業
振
興
部
畜
産
課

農
業
振
興
部
青
果
園
芸
課

経
済
部
燃
料
課

➡
経
済
部
農
機
・
自
動
車
課

と
ま
こ
ま
い
広
域

⚖
20
01
年

－
畜
産
部

管
理
金
融
課

➡
金
融
共
済
課
管
理
課

総
合
渉
外
課

金
融
共
済
部

➡
金
融
部

共
済
部

ふ
ら
の

⚖
20
01
年

事
業
本
部
制
取
り
や
め

は
な
ま
す

⚔
20
01
年

大
き
な
本
所

営
農
部

販
売
部

➡
営
農
販
売
部

総
務
課

営
農
課

生
産
資
材
課

➡
－

営
農
課
は
，
本
所
営
農
相
談
課
の

下
部
に
旧
支
所
単
位
で
の
担
当
制

い
わ
み
ざ
わ

⚒
20
01
年

大
き
な
本
所
か
ら
営
農

権
限
強
化
，
及
び
本
所

内
連
携
強
化
，
更
に
は

事
業
本
部
制
に
よ
る
営

農
セ
ン
タ
ー
機
能
の
意

識
付
け

－

監
査
室

総
合
企
画
室

金
融
部
ロ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
課

金
融
部
融
資
審
査
課

営
農
相
談
部
門

施
設
管
理
部
門

生
産
課

➡
－

事
業
本
部
制
の
導
入

※
営
農
相
談
部
門
の
導
入

農
業
振
興
部

➡
農
業
振
興
部
門

青
果
部

米
穀
部

➡
販
売
促
進
部
門

資
材
部

➡
資
材
部
門

た
き
か
わ

⚒
20
01
年

大
き
な
本
所

金
融
部
渉
外
課

金
融
部
推
進
課

営
農
振
興
部
営
農
振
興
課

－
赤
平
支
店
営
農
課

江
部
乙
支
店
管
理
金
融
課

芦
別
支
店
営
農
課

芦
別
支
店
農
畜
産
課

➡
－

－

総
務
部
審
査
課

金
融
部
江
部
乙
支
店

営
農
部
農
業
経
営
課

営
農
部
営
農
渉
外
課

販
売
部
販
売
促
進
課

販
売
部
特
産
販
売
課

農
産
部
米
麦
課

農
産
部
農
産
園
芸
課

➡
販
売
部
農
産
販
売
課

－
➡

芦
別
支
店
芦
別
中
央
支
店

施
設
部
施
設
課

➡
販
売
部
販
売
施
設
課

北
ひ
び
き

⚕
20
04
年

営
農
関
係
は
，
本
支
所

の
構
造
は
基
本
的
に
変

化
な
い
。

総
務
部
経
理
電
算
課

購
買
部
生
活
課

－

組
合
員
相
談
員

➡
金
融
共
済
課

－
内
部
監
査
室

総
務
部
総
合
企
画
課

販
売
部
米
穀
施
設
課

農
業
機
械
部
農
業
機
械
課

金
融
部
貯
金
課

金
融
部
融
資
課

➡
金
融
部
金
融
課

資
料
）
各
農
協
の
機
構
図
よ
り
作
成
。



明らかにしよう。
a．経営合理化の推移
合併メリットを組合員に見える形で還元する
ためには，その原資としての経営の合理化が必
要となる。合併後において，農協の各種事業の
事業ボリュームとしてはほぼ横ばいに推移して
きている（表 12～表 16）。そうしたなかで，合
併によるメリット還元に必要な原資の確保とし
て，事業管理費の削減を行ってきた。その内訳
を表 17 に示しているが，合併後人件費，業務費

などを削減してきている。また，固定比率・自
己資本比率等の推移を表 18 に示した。
一方で，合併直後は後述するように手数料は
低い旧農協の水準に合わせるなどするため，経
営としては我慢をしながらメリットの還元を組
合員に行う。実際に図⚒で農協経営の成果とし
ての事業総利益，事業利益，当期剰余金の推移
を見ると，合併後は減少傾向を示していること
がわかる。そして 2011 年頃から当期利益金が
上昇する局面を迎えている。つまり新農協誕生
後，経営合理化には一定の時間が掛かりながら
も，組合員には目に見える形でのメリットの還
元をするため，経営としては我慢の時期を過ご
すことになったのである。経営としては，後述
するようにそうした我慢の時期（移行期）にお
いて，組合員の間での「新たな組織力」の醸成，
農協としての経営，組織力の強化に向けた取り
組みを行うことができるかどうか，という点が
重要な課題となる。
b．合併メリットの還元
⚑）料金・料率等組合員負担の軽減
合併メリットの還元として多くの農協でまず
行われるのが各種利用料の低減である。JA き
たみらいでは表 19，表 20 にみるように賦課金
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表 12 組合員数及び出資金の推移
（単位：人，千円)

年度 正組合員数 准組合員数 出資金
2007 年 2,034 6,424 5,436,671
2008 年 1,998 6,370 5,336,718
2009 年 1,956 6,286 5,198,195
2010 年 1,918 6,209 5,103,169
2011 年 1,875 6,138 5,064,351
2012 年 1,835 6,033 5,081,933
2013 年 1,832 5,969 5,090,433
2014 年 1,798 5,656 5,040,866
2015 年 1,768 5,814 5,018,926
2016 年 1,744 6,000 4,975,685

資料）JAきたみらいの資料より作成。

表 13 部門別・事務所別職員数の推移 （単位：人)
区 分 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年

部 門 別

営 農 63 61 61 60 57 55 97 86 77 78 78 75
販 売 95 97 99 100 97 95 61 60 62 61 59 59
購 買 63 61 61 61 61 58 52 51 51 48 50 52
金 融 59 68 67 64 63 61 53 54 55 56 55 55
総 務 40 17 18 17 17 17 15 15 15 15 14 14
支 所 長 8 11 11 11 11 8
参 事 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0
合 計 330 317 319 315 308 296 279 267 261 259 256 255

事務所別

温 根 湯 23 22 23 23 22 21 16 15 14 13 11 10
留 辺 蘂 18 16 15 15 14 14 12 10 10 10 9 8
置 戸 35 32 32 31 29 25 19 16 14 15 14 14
訓 子 府 53 48 46 43 43 41 45 51 48 49 49 45
相 内 19 18 18 18 19 18 18 18 17 16 18 18
上 常 呂 22 21 19 19 18 19 18 17 14 15 13 13
端 野 50 46 47 44 41 39 38 32 30 29 26 24
北 見 48 41 37 37 37 33 27 25
本 所 60 71 80 83 83 84 85 82 113 112 116 105
資材センター 18
参 事 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0
合 計 330 317 319 315 308 296 279 267 261 259 256 255

資料）JAきたみらいの資料より作成



及び手数料率の統一を行った。賦課金はほぼ高
いところに合わせ，手数料率は概ね低いところ
に合わせている。そうすることで，組合員負担
の面では，支所単位で差はあるが総体的に軽減
された。
施設利用料については，旧農協毎に施設投資
に伴う負担の考え方が異なっていたため，統一
することは簡単ではなかった。そこで，農協は
施設整備の再編計画を樹立しながら，中期的に
利用率を統一するという方針で対応してきてい
る。例えば，合併⚒年目の 2004 年には施設償
却費を利用料に入れる等は統一したが，一部施
設利用料は統一していない。
以上のような各種利用料率の低減によって，
組合員の負担軽減という視点からの合併効果と
して，経済部門だけの試算で約⚘億円となって

いる（表 21）。
この金額は次のような考え方で試算されてい
る。2003 年度取扱計画，または取扱数量等に対
して合併前の旧 8 JA の料金・料率と合併後の
新たな料金・料率ならびに奨励措置をもって組
合員負担の比較をおこなった。
これらの負担軽減の要因としては，つぎの要
因がある。一つは内的要因であり新 JAとして
の経営の合理化，効率化等の内部努力により実
現を図ったものである。手数料，保管料，利用
料等の料金料率の軽減ならびに施設費，人件費
などの負担軽減をおこなった。もう一つは外的
要因によるものである。合併によるスケールメ
リットをホクレンならびに取引企業等に求めた
ことによって実現を図ったものであり，各種奨
励措置の増額，選果料，各種運賃などの料金改
定である。
以下，事業毎にみてみよう。
農産事業についてである。合併後において，
最も軽減が見られるのが，玉ねぎ・ばれいしょ
であり，米麦では広域施設の再編整備が課題と
なっており，ビートでは負担増になっている。
これらは取り扱いに対する JAのかかわる範囲
の違いによるものと考えられる。
合併メリットのうち 65％は，選果料と輸送運
賃などの引き下げによる外的なものであるが，
これは合併による量的な拡大を背景に取引先に
改定を求めた結果であり，スケールメリットと
いえる。JA の経営努力による軽減は，手数料
と施設費負担などがあるが，これは合併による
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表 14 信用事業の実績 （単位：千円，％)

年度 預金 貸付金 借入金 貯金 貯貸率
2005 年 68,794,540 13,121,927 1,514,291 83,169,783 15.8
2006 年 67,535,638 14,899,196 1,312,052 83,737,639 17.8
2007 年 65,124,546 14,671,528 1,144,148 86,834,506 16.9
2008 年 68,804,399 14,336,585 996,227 91,212,660 15.7
2009 年 75,317,901 15,475,740 1,341,008 96,440,065 16.0
2010 年 78,654,191 16,907,541 1,272,467 98,251,322 17.2
2011 年 80,068,884 17,450,122 1,089,668 102,473,879 17.0
2012 年 76,154,445 17,260,227 929,083 101,361,573 17.0
2013 年 78,647,258 17,413,327 774,456 101,567,497 17.1
2014 年 80,301,557 16,381,923 608,726 102,600,291 16.0

資料）JAきたみらいの資料より作成。

表 15 販売・購買取扱高の推移
（単位：千円)

年度 販売取扱高 生産資材
2005 年 44,416,120 17,175,140
2006 年 43,331,815 17,085,677
2007 年 35,584,617 17,283,289
2008 年 36,661,779 17,772,470
2009 年 39,611,773 16,352,589
2010 年 43,173,364 17,199,589
2011 年 39,786,114 17,377,820
2012 年 43,403,912 17,588,878
2013 年 37,328,700 17,668,880
2014 年 39,391,951 18,183,854

資料）JAきたみらいの資料より作成。
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表
16
部
門
別
事
業
総
利
益
の
推
移

（
単
位
：
千
円
)

項
目

20
05
年

20
06
年

20
07
年

20
08
年

20
09
年

20
10
年

20
11
年

20
12
年

20
13
年

20
14
年

20
15
年

信
用

59
5,
96
2

53
5,
93
5

52
9,
13
8

46
6,
45
1

46
7,
08
1

45
7,
08
9

46
6,
25
4

51
6,
51
7

55
4,
41
5

56
3,
02
4

56
3,
39
8

共
済

55
1,
64
9

52
0,
92
3

50
2,
02
0

47
4,
70
5

45
1,
02
4

44
0,
50
5

44
3,
66
6

45
9,
11
3

46
6,
27
5

44
6,
09
3

43
7,
92
5

購
買

1,
03
3,
11
5
1,
00
0,
91
4

97
3,
31
0

97
5,
28
0
1,
11
6,
60
3

99
7,
98
7

97
3,
28
9
1,
00
6,
30
0
1,
01
0,
63
4
1,
01
8,
82
0
1,
00
3,
93
2

販
売

82
2,
36
1

81
2,
19
2

78
3,
84
3

71
5,
37
3

72
1,
09
2

76
2,
18
5

79
3,
03
5

74
8,
46
3

72
7,
40
1

71
9,
77
4

72
9,
56
8

倉
庫

58
1,
64
7

53
4,
10
0

53
6,
69
4

59
6,
98
8

60
1,
71
7

51
6,
27
2

47
5,
76
1

47
2,
12
1

54
0,
57
9

46
8,
10
7

49
6,
08
8

生
産
施
設

69
6,
14
8

72
9,
31
8

62
8,
09
8

74
1,
71
3

71
4,
3 5
8

69
7,
55
1

49
4,
13
3

50
0,
00
0

61
2,
96
8

52
4,
39
6

57
5,
35
0

宅
建

1,
18
6

2,
42
9

1,
98
5

4,
22
9

2,
40
5

1,
07
1

－
67

－
22
2

－
78

－
14
8

－
12
0

営
農

－
9,
74
3
－
13
,1
84

－
43
,4
16

18
,2
12

－
21
,6
97

3,
95
9
－
21
,5
61

－
49
,4
67

－
22
,5
98

3,
70
2
－
21
,3
99

事
業
管
理

3,
66
3,
84
8
3,
51
5,
93
3
3,
47
4,
46
5
3,
47
2,
01
3
3,
53
1,
68
9
3,
41
2,
35
7
3,
30
4,
10
1
3,
25
9,
32
5
3,
29
5,
42
6
3,
25
0,
25
4
3,
16
8,
80
5

事
業
利
益

4,
27
2,
32
5
4,
12
2,
62
7
3,
91
1,
67
2
3,
99
2,
95
1
4,
05
2,
58
3
3,
87
6,
61
9
3,
62
4,
51
0
3,
65
2,
82
5
3,
88
9,
59
6
3,
74
3,
76
8
3,
78
4,
74
2

経
常
利
益

63
3,
50
4

65
0,
57
7

45
9,
01
2

56
5,
58
6

56
6,
65
2

50
3,
69
1

41
8,
06
4

47
5,
30
1

67
4,
69
0

54
6,
22
7

68
5,
03
1

税
引
前
当
期
利
益

64
3,
58
2

61
5,
08
4

40
9,
83
0

52
6,
13
4

56
8,
39
1

27
5,
67
3

40
2,
23
2

57
2,
44
5

63
9,
26
8

54
0,
26
2

67
0,
13
5

資
料
）
JA
き
た
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ら
い
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料
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り
作
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表
17

事
業
管
理
費
内
訳
の
推
移

（
単
位
：
千
円
)

区
分

20
03
年

20
04
年

20
05
年

20
06
年

20
07
年

20
08
年

20
09
年

20
10
年

20
11
年

20
12
年

20
13
年

20
14
年

人
件
費

2,
37
7,
81
7
2,
31
5,
96
9
2,
25
7,
54
5
2,
27
3,
52
4
2,
17
1,
64
6
2,
12
7,
23
9
2,
10
3,
91
5
2,
04
5,
98
7
2,
04
9,
34
3
2,
06
2,
75
6
2,
03
7,
20
8
2,
01
5,
12
8

指
数

10
0.
0

97
.4

94
.9

95
.6

91
.3

89
.5

88
.5

86
.0

86
.2

86
.7

85
.7

84
.7

業
務
費

21
3,
76
3

19
6,
55
0

20
1,
62
6

20
6,
06
3

20
9,
24
8

19
5,
2 2
9

19
1,
08
6

17
1,
50
1

16
4,
69
2

16
7,
14
9

15
9,
40
5

16
3,
02
5

租
税
負
担
金

18
4,
53
6

17
2,
10
7

17
3,
21
6

14
6,
20
1

13
6,
68
2

15
9,
72
0

14
6,
18
1

14
6,
17
3

15
4,
37
0

14
1,
02
6

14
6,
41
8

14
7,
72
7

施
設
費

1,
04
0,
53
6

93
6,
39
3

84
0,
68
0

80
5,
17
2

91
1,
91
5
1,
00
6,
29
8

92
7,
07
7

90
4,
69
7

84
9,
09
5

87
9,
73
1

86
8,
91
6

80
8,
64
4

雑
費

43
,1
53

42
,8
29

42
,8
66

43
,5
05

42
,5
22

43
,2
03

44
,0
98

35
,7
43

41
,8
25

44
,7
64

38
,3
07

34
,2
81

事
業
管
理
費
計
3,
85
9,
80
5
3,
66
3,
84
8
3,
51
5,
93
3
3,
47
4,
46
5
3,
47
2,
01
3
3,
53
1,
68
9
3,
41
2,
35
7
3,
30
4,
10
1
3,
25
9,
32
5
3,
29
5,
42
6
3,
25
0,
25
4
3,
16
8,
80
5

指
数

10
0.
0

94
.9

91
.1

90
. 0

90
.0

91
.5

88
.4

85
.6

84
.4

85
.4

84
.2

82
.1

資
料
）
JA
き
ら
み
ら
い
の
資
料
よ
り
作
成
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事業管理費の削減などの合理化メリットの実現
結果によるものといえる。また，コンテナ利用
料金の引き下げは，合併により自己資金力によ
る財務的手法により政策的に図られたものであ
る。
次いで畜産事業である。畜産での効果は，全
体としてはウエイトが小さく，全体的にはあま
り効果が見られていない。この要因には，旧
JA における負担が，畜産事業収支から見て妥
当であったのかという課題があった。その点で
は，畜産事業の効果は，生産組織ならびに相談
指導対応強化などソフト的な面も含めた中であ
らためて築いていく事が必要といえる。
生産資材事業については，メリット実現の
77％は量的な拡大を背景とした系統などの奨励
対策の強化により実現できたものである。その
ため，その反映も支所間の系統利用率の違いに
より差が生じている。
JA の独自対策では，手数料の引き下げを
行ったが，これには限度もあり逆に負担の増加
となった支所もある。購買全体としていえる事
であるが，生産資材供給の合理化によるメリッ
トの実現は，JAとして取り組める範囲は狭く，
系統利用率を高め，系統一体の中での役割分担
の見直しなどによる供給体制の改善などを通し
て生み出していく事が必要といえる。
最後に農業機械・自動車・燃料事業である。
農業機械事業も資材と同様，JA 自らが行う事
業でなく，取引企業との一体の中で推進してい
る事から，その効果は大きなものではない。燃
料事業については，合併以前から，商社と競合
した事業展開の中で価格見直しなど必要な対策
を行ってきたため，合併後の新たな取り組みに
は限界がある。ただし，営農用の軽油について
は，ホクレンの支援も得て，還元対策を全てに
支所で共通して取り組んだ。また，JAOC体制
の実現により，配送コストの軽減（全体で
17,648 千円）を図ったが，この財源も組合員へ
の還元対策の一部財源となっている。
⚒）地域支援策
複数の自治体にまたがる農協合併において重
要な論点が自治体農政との関係である。⚑市町
村⚑農協の場合は，自治体農政と農協が一体と
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表
18
固
定
比
率
・
自
己
資
本
比
率
等
の
推
移

（
単
位
：
千
円
，
％
)

区
分

20
05
年

20
06
年

20
07
年

20
08
年

20
09
年

20
10
年

20
11
年

20
12
年

20
13
年

20
14
年

自
己
資
本

（
A
）

出
資
金

5,
43
6,
67
1
5,
33
6,
71
8
5,
19
8,
19
5
5,
10
3,
16
9
5,
06
4,
35
1
5,
08
1,
93
3
5,
09
0,
43
3
5,
04
0,
86
6
5,
01
8,
92
6
4,
97
5,
68
5

利益
準備

金等
6,
34
4,
76
0
6,
41
6,
50
4
6,
69
6,
05
2
6,
96
2,
67
3
7,
09
1,
67
1
7,
25
4,
81
9
7,
54
5,
50
4
7,
89
5,
58
6
8,
21
0,
97
9
8,
59
4,
66
8

計
11
,7
81
,4
31
11
,7
53
,2
22
11
,8
94
,2
47
12
,0
65
,8
42
12
,1
56
,0
22
12
,3
36
,7
52
12
,6
35
,9
37
12
,9
36
,4
52
13
,2
29
,9
05
13
,5
70
,3
53

固
定
資
産
（
B）

8,
18
9,
89
7
7,
85
8,
97
1
10
,5
98
,3
36

9,
90
7,
87
1
9,
62
4,
06
9
9,
71
4,
23
7
9,
31
6,
04
1
9,
60
6,
43
7
9,
19
8,
24
0
9,
01
5,
57
0

外
部
出
資
（
C）

3,
14
2,
43
2
3,
14
7,
45
7
3,
14
5,
43
7
3,
05
2 ,
42
0
3,
53
5,
06
9
3,
54
8,
07
0
3,
75
2,
58
2
4,
55
6,
92
4
4,
75
7,
23
7
5,
38
8,
96
6

固
定
比
率
A/
(B
＋
C)
％

10
4.
0

10
6.
8

86
.5

93
.1

92
.4

93
.0

96
.7

91
.3

94
.8

94
.2

自
己
資
本
比
率
％

29
.5

29
.8

22
.3

22
.2

23
.3

24
.8

24
.5

23
.9

24
.8

25
.0

資
料
）
JA
き
た
み
ら
い
資
料
よ
り
作
成
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6年
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事業総利益 事業管理費 当期利益（右軸）

図 2 事業総利益・事業管理費・当期利益の推移
資料）JAきたみらいの資料より作成。

表 19 きたみらい農協における賦課金の合併前後の比較

区分
合併前 合併後

戸数割り 面積割り 戸数割り 面積割り

温 根 湯
戸数割
家族組合割
団体割

10 千円
3千円/人
10 千円/団体

450 円/反

38 千円 一般田畑 420 円/反
飼料畑 290 円/反

留辺蘂町
正組合員割
家族組合員割
団体割

15 千円/人
2千円/人
10 千円/団体

田畑
緑肥

450 円/反
420 円/反

置 戸 町 51.5 千円
反別割

経済割（田畑)
経済割（飼料)

100.81 円/反
125.25 円/反
86.10 円/反

訓子府町 51 千円 一般田畑
飼料畑

430 円/反
385 円/反

相 内
戸数割
組合員割

23 千円
5.5 千円

水田
畑Ａ
畑Ｂ
畑Ｃ

800 円
800 円
600 円
300 円

上 常 呂
戸数割
団体割

7千円
3千円/団体 田畑 300 円/反

北 見
戸数割
利用組合

5千円
10 千円

田畑
牧草地

250 円/反
150 円/反

端 野 町 40 千円 田畑
飼料畑

500 円/反
350 円/反

資料）JAきたみらい資料より作成。
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表
20
き
た
み
ら
い
農
協
に
お
け
る
手
数
料
率
の
合
併
前
後
の
比
較

区
分

温
根
湯

留
辺
蘂

置
戸

訓
子
府

相
内

上
常
呂

北
見

端
野

水
稲
合
併
前

－
－

－
2.
0％

1.
0％

43
2
円
/俵

40
2
円
/俵

3.
0％

合
併
後

2.
0％

小
麦
合
併
前

－
1.
0％

－
29
0
円
/俵

1.
0％

30
5.
8 1
円
/俵

95
円
/俵

3.
0％

合
併
後

28
2.
12
円
/俵

て
ん

菜
合
併
前

－
1.
3％

1.
0％

1.
0％

1.
4％

1.
0％

1.
0％

1.
5％

合
併
後

14
10
円
/産
糖
量
t

玉
ね

ぎ
合
併
前

2.
5％

3.
0％

3.
0％

2.
5％

2.
56
％

2.
5％

2.
3％

生
食
2.
5％

加
工
・
規
格
外
3.
0％

合
併
後

2.
0％

馬
鈴
し
ょ
合
併
前

2.
5％

3.
0％

3.
0％

2.
5％

2.
49
％

2.
5％

2.
3％

生
食
2.
5％

加
工
・
規
格
外
3.
0％

合
併
後

2.
0％

そ
の
他
農
産
物
合
併
前

2.
5％

－
3.
0％

3.
0％

5.
0％

3.
0％

8.
0％

3.
0％

合
併
後

2.
0％

そ
の
他
青
果
物
合
併
前

2.
5％

4.
0％

3.
0％

3.
0％

2.
38
％

2.
5％

2.
8％

2.
5％
～
3.
0％

合
併
後

2.
2％

生
乳
合
併
前
⚑
頭
1,
00
0円
以
内

1.
5％

1.
5％

2.
0％

1.
5％

1.
0％

2.
0％

1.
2％

合
併
後

1.
5％

固
体
販
売
合
併
前
⚑
頭
1,
00
0円
以
内

2.
0％

2.
0％
～
3.
0％

1.
4％
～
2.
5％

2.
0％

1.
0％

3.
0％

2.
0％

合
併
後

2.
2％

資
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なった施策の展開が可能となるが，広域合併に
よって，地域から農協また支所がなくなると地
域独自の農業振興施策を実施することが困難に
なる場合が多い。そうした事態に対応するため
に，JA きたみらいでは 5,000 万円を各支所に
賦課金割合で配分している。各支所はこれをも
とに地域の振興策に使用している。
現在，自治体財政もきびしい中で，農業関連
の助成金も削減せざるを得ない状況にある。一
方で，農協としても広域合併したことにより，
各支所の公平感を保つことを基本としているた
め，一部の地域の組合員だけに助成することは
出来ない。広域合併農協としての地域振興策の
あり方は今後の課題となっている。
c．職員の労務管理
職員の給与格差はそのまま持ち込んでいる。
この点については，第⚕章で詳述する。新規採
用抑制と退職者が予想以上に出たことから，職
員数は計画を上回って減少している。
F．小 括
JA きたみらいは，緊急性のない合併だった

からこそ合併の「大義」を真剣に議論し，同時
に「熱」を維持するというむずかしい舵取りを
しながら，道内有数の大規模合併として誕生し
た。
誕生の要因は，合併推進委員会における委員
長，副委員長の意識と意志の共有とリーダー
シップ，決断力，先見性であった。また，事務
方として幹事長，副幹事長の幹事会でのリー
ダーシップと実務経験の豊富さと強烈な委員
長，副委員長に対するバックアップが他の従来
の合併ケースに比べて強固であったことにつき
る。
周到な事前準備と強烈な勢いが合併を実現し
た要因であった。さらに具体的な成立要因とし
ては，「大義」をかかげたことで，将来にむけた
議論が可能となったため，営農指導を中心とし
た農協としての将来ビジョンを提示しながら，
常にそこを議論の土台とすることが出来た。こ
うした合併に際した農協のスタンス（将来ビ
ジョンの提示とそこに向けた具体的提案）は，
その後の農協経営に影響を与えている。
JA きたみらいのような，将来を見据えた合
併農協においては，組合員間に合併をしなけれ
ばならないという直接的な契機がない。そのた
め，合併においては，当面の混乱を防ぐために，
既存の組織力を維持するための「大きな支所体
制」の維持とともに，目に見える合併効果を還
元することで，組合員に対して合併農協への理
解をもってもらおうという，取り組みを行った。
経営コストの削減によって，そうした対応の
ための原資を確保してきた。それとともに，直
接的短期的な対応だけではなく「人的資源管理」
という労務管理の考え方を導入することで，中
期的効果を視野に入れた対応もおこなった（後
述）。
いわば，大規模合併農協への転換に際する「激
変緩和」の対応を取りながら，次の対応に向け
た準備段階がこの時期であったとみることがで
きよう。

III 支所の廃止と出向く営農指導体制の構築

A．本章の課題
JA きたみらいは，「激変緩和」措置の時期を
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表 21 きたみらい農協における合併直後の
経済的メリット （単位：千円)

事業区分 内的要因 外的要因 合計
販売事業 －198,677 －373,311 －571,988
①農産事業 188,678 364,412 553,090
②畜産事業 9,999 8,899 18,898
購買事業 －79,308 －205,163 －284,471
①生産資材 60,775 205,163 265,938
②燃料・農機 18,533 0 18,533
合計 277,985 578,474 856,459

資料）JAきたみらい資料より作成。
注⚑) 経済的メリットの算出は，2003 年度の取扱
計画，または取扱数量等に対して合併前の旧 8
JA の料金・料率と合併後の新たな料金・料率
ならびに奨励措置をもって組合員負担の比較
を行った結果である。

注⚒) 内的要因とは，新 JA としての経営の合理
化，効率化等（手数料，保管料，利用料等の料
金料率の軽減ならびに施設費，人件費などの負
担軽減）による成果である。

注⚓) 外的要因とは，合併によるスケールメリット
をホクレンならびに取引企業等に求めたもの
で，各種奨励措置の増額，選果料，各種運賃な
どの料金改定による効果である。



経て，その後「合併農協」からの転換をはかり，
新設された「JAきたみらい」としての事業・組
織・経営体制を整備してきている。本章では，
こうした転換が可能となった背景を整理すると
ともに，出向く営農指導体制の構築を鍵とした
新たな農協事業体制について明らかにする。
農協が本所集中という事業再編に取り組んだ
背景を整理した上で，組織再編の方向として議
論の中から提起された「出向く営農指導体制」
に期待する機能と，その北海道としての独自性
について検討し，北海道の広域合併農協におけ
る営農指導体制の課題と意義について考察す
る。
ここで，本論文で用いる用語について説明す
る。「出向く営農指導」とは，正組合員に直接的
に出向くことによって，組合員の営農指導に対
するニーズの把握およびサービスの提供を現場
で行うという営農指導のあり方である。「出向
く営農指導体制」とは，そうした営農指導を実
施するために必要な農協の組織，業務体制，お
よび人材育成のあり方を指す。
B．広域合併農協における営農指導体制強化の
方向
a．営農指導事業に関する研究
営農指導事業の定義および位置づけは時代や
地域によって異なっており，農協関係者や研究
者の間でも必ずしも一致していない。その要因
は，第一に時代の違い，第二に立場の違い，第
三に地域の違いである。
農業に関する技術が平準化されていなかった
営農指導の初期（1940 年代～60 年代）は戦前の
農会と同様に技術指導を中心としていたが，
1955 年～1974 年頃には各農協で産地形成によ
る農業振興が行われ，営農指導が重要な役割を
示すようになる。木原[19]によると，農業構造
再編のための地域農業再編指導が 1975 年頃か
ら，担い手育成および営農企画による地域農業
振興が行われるようになるのは 1995 年頃から
としている。
この年代区分はあくまで目安であり，各地域
の地域農業が産業に占める割合によっても変化
すると考えられる。例えば，農業が地域の主産
業として営まれている北海道においては，早く

から兼業化と地域農業の縮小が進んだ都府県と
同様な時代区分はできないと考えられる。しか
し，農家戸数減少と高齢化に伴う地域農業の縮
小が北海道においても進展しており，農協の主
目的が産地形成指導から地域農業再編指導へと
変わっていくという方向性は同様であると考え
られる(注1)。また，90 年代以降の大幅な米価下
落のもとで水田における土地利用の高度化が求
められる中，土地利用調整の誘導等，農協によ
る「地域営農マネージメント」が重要になって
きているということも全国的に共通する点であ
る。
増田[49]は，立場の違いによる営農指導事業
の位置づけの違いについて論じている。営農指
導事業をどのように位置づけるかは各々の立場
によって異なっており，それは費用負担の在り
方に表れるとしている。しかし，准組合員の増
加とともに信用・共済事業と営農指導の受益者
の分化が進んでおり，『「基礎事業論」は根拠を
失いつつある』としている。
農協が存立する地域によって営農に係る事業
の比重は異なることから，営農指導の位置づけ
においては地域性による違いも考慮する必要が
ある。坂下[25]は，農業基盤が都府県と異なる
北海道における営農指導の位置づけの特殊性に
ついて，「農協が組合員の経営発展あるいは維
持を多様な側面から支援する支援システム」を
地域農業支援システムとして類型化している。
地域全体の方向性を踏まえたうえで積極的に農
家の生産過程に介入する，北海道独自の営農指
導の発展形態として位置付けている。
以上のように，⚓つの立場から営農指導事業
を整理したが，その対象となる農協組合員から
の視点も加える必要がある。農協の営農指導事
業論について甲斐[14]は，「営農指導サービス論」
と「技術指導決定論」とに整理している。「営農
指導サービス論」とは，営農指導事業を経済事
業に従属的に位置づけ，経済事業の外務活動を
本務とするものである。整備促進の過程で構築
された無条件委託方式のもとでは，売買は全国
連が担い，単協，県連は集荷及び配給機能のみ
となる。そこで単協は効率化された分をサービ
スとしての営農指導に振り向け，経済事業の外
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務活動に特化させようとするものであった。そ
して，営農指導員を「セールス・エンジニア」
とみなそうというものであり，営農指導は経済
事業に従属するものというもので，いわば「農
協経営至上主義」的なものである。一方の「技
術指導決定論」とは，営農指導事業は経済事業
等他の事業と直接関係なく，あくまで技術指導
だけ行えばよいとするもので，農業改良普及事
業と本質的な違いはないという，いわば「技術
至上主義」というものである。
b．北海道における「出向く営農指導体制」
の特殊性

合併農協の抱える「組織力効果」の発揮とい
う課題に対して，その具体的な方策として提起
されているのが「出向く営農指導体制」である。
いち早く農協の広域合併が進んだ府県では，
合併によって拡大した組合員との距離感を如何
に縮めるのか，という議論の中で，全農によっ
て「出向く営農指導体制」が一つの方向として
提起されている。都府県における出向く営農指
導体制(注2)整備のねらいは地域農業の担い手を
絞り込み，その担い手に戸別訪問と情報収集を
行い，要望を反映した個別提案により，担い手
取引を拡大する事である。農協をあまり利用し
ない認定農業者，農業生産法人になどに出向く
ことで，農協利用を促進しようとするものであ
る。表 22 には府県の「出向く営農指導体制」を

整備している農協の組織規模を示しているが，
府県ではある特定の担い手をターゲットとした
取り組みとなっており，そこにむけた少数の職
員がとのターゲットに集中した業務を行うとい
う体制となっている。
一方，北海道では組合員のほとんどが専業農
業者であり，規模，経営形態からみても多様性
がある。合併農協においては，小さな本所・大
きな支所体制の維持が経営的に厳しさを増す中
で，組合員との接点の確保，結集力の確保をい
かなる体制で進めるのか，ということが重要な
課題となっている。「出向く営農指導体制」を
その解決方向として捉えた場合，組合員の一部
を対象とした体制ではなく，組合員全般を範囲
とした体制整備が必要となり，そこでの機能，
役割についても独自なものが想定される。
c．広域合併農協における営農体制強化の方
向

北海道における広域合併農協と産地形成との
関係を見ると，作物，営農類型等が概ね同様で
あることから，合併前の農協（支所)＝産地とし
て位置づけられたまま合併を実現してきた。
広域合併農協の組織は，経営規模，作物の体
系の違いなどから一様ではないが，それぞれの
旧農協が支所として位置づけられ，新たに企画
や調整を行う機能として本所を設置する形態を
とるのが一般的である(注3)。これは，それぞれ
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表 22 府県における「出向く営農」の事例
（単位：戸，人，億円)

府県 山形県 栃木県 福島県
Ｊ Ａ 名 JA庄内たがわ JAはが野 JA伊達みらい
正組合員戸数 9,797 14,410 9,928
役 員 数 31 42 42
正 職 員 数 374 419 378
準 職 員 数 101 114 192
販 売 取 扱 高 181 231 109
購 買 供 給 高 98 61 73
出向く営農職員 3 12 44

出 向 く 対 象
組 合 員

専業農家
387 戸

園芸部会員
大型米麦農家
全農登録担い手
1,937 戸

園芸部会員

資料）各農協資料より作成。



培ってきた地域性を尊重し，地域の枠組みを残
す事で組合員への混乱を最小限に留め，事業と
してのスケールメリットや，専門性を図るため
の合併効果を発揮するものであるが，最初の合
併時点での支所機能のあり方が，その後の本支
所機能を曖昧にしている事も否めない。
図⚓は広域合併農協が営農指導事業強化のス
タンスを整理したものである。そこでは，機構
自体の大幅な変更はせず人件費，管理費の削減
によって事業を強化するといういわゆる「負の
リストラクチャリング」（左下のまま留る）と，
機構自体にも大幅な変更を加え，事業の効率化
による余剰人員を営農指導事業に再配分すると
いう右に向かう積極的なリストラクチャリング
によって強化を図るという方向が考えられ
る(注4)。
また，営農指導事業自体の方法として，本所
等に営農センターなどの高度な機能を目的とし
た部署を設置して組合員に農協へ来てもらう手
法と，「出向く営農指導体制」のように組合員へ
出向くことで「組合員との結びつき」の強化を
行うという方向がある。組合員へ来てもらうと
いう方向は，組合員との結びつきの強さが成立
条件となる。合併農協によって「組織力が低下」
すれば，組合員の農協利用も低下すると考えら
れ，そのことがさらに「組織力低下」に結びつ
くという負の連鎖が考えられる。
一方で出向く体制は，経営の合理化が前提と
なる合併農協において，出向くための営農指導

員の配置，人材の育成といったコストがかかる。
しかし，出向くことによって「組織力」の強化
に結びつき，それが農協事業への利用へとつな
がれば，そこでさらなる体制の強化という正の
連鎖が生じる可能性もある。
それぞれの方向性については農協がおかれて
いる条件によって異なると考えられるが，一般
的に前掲図⚓の右上の方向は，既存の組織機構
を大きく変更するという意味でコストがかかる
と考えられる。既存の組織機構を大きく変更
し，広域な農協の範囲を出向く体制によってカ
バーしなければならないからである。
以下では，右上の方向を目指して機構改革を
実施している JAきたみらいの取り組みを事例
に，機構改革の背景と目的，その成果と課題に
ついて整理を行う。
C．JA きたみらいにおける組織再編以前の営
農指導体制
a．組織の合理化と大きな支所による合併メ
リットの発揮

合併当初の農協は，管理部門，金融・共済部
門の統合による「規模の経済性」の発揮と，営
農・販売事業においては支所重視による「組織
力効果」の維持という戦略を採用した。
直接組合員に接さない経営管理部門は本所に
統合し，事業管理費を⚑ヶ所に集約することに
より人員を削減した。また，金融・共済部門に
ついても，JA バンクシステムや共済システム
など，事務システムが統一されているため，事
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図 3 合併農協における営農指導事業強化に向けたスタンス
資料）筆者作成。

組合員へ
出向く体制

組合員へ
来てもらう

体制
旧農協の組織維持

小さい本所・大きい支所
新農協の組織再編

大きい本所・小さい支所



業の効率化により，専門性の向上や資金運用力
の強化をしてきた。賦課金は参加農協の中間値
に設定し，手数料率は低いところにあわせてき
た。
一方営農販売事業については支所機能を重視
した。農協管内では合併以前から北見広域連と
して共同販売体制を構築してきたため，支所体
制のままでも効率的な事業運営がある程度は実
現されていたためである。合併後には本所・支
所にも営農専門職員を配置し，営農技術指導及
び経営相談などは支所で対応し，農協全体とし
ての課題，新たな課題については本所で対応す
る体制を採用した。手数料は支所部会組織を基
盤として生産者の主体性により販売事業と連携
した事業形態を展開し，支所を中心に作目ごと
の部会組織が維持され，各生産者と農協との結
びつきを維持してきたのである。
図⚔のように後述する機構改革前（2009 年以
前）の組織機構は，大きな支所・小さな本所を
採用しており，そこでの本所機能は農協事業全
体の企画調整であった。
一方支所機能としては，組合員対応の窓口，
事業の具体的実施を担う機能，行政や地域の各
種団体との連携であった。支所には基本的に，
金融共済課，営農販売課，生産資材課の⚓課が
設置された(注5)。
しかし，支所毎の機能に違いが見られたのも
事実であった。業務内容が異なる場合があり，
販売物の精算方法は統一されていたが，精算書
やコンテナの荷札といったような具体的な様式
の統一までにはいたっていなかった。また，⚑
組合員戸数当たりの支所職員数にも格差が見ら
れたため，組合員への対応にも違いがみられて
いた。組合員にとっては，事業成果に対して一
定の評価をしながらも，合併によるスケールメ
リットをより明確に示すと同時に，集約化・効
率化を進めることに対する不安感も一部では現
れていたのである。
b．さらなる組織統合の背景
以上のように，農協合併後には，支所毎の独
自性を重視しながらも，管理部門の合理化など
によって合併メリットを実現してきたが，農協
を取り巻く環境は変化した。

図⚕，図⚖にみるように，JA の経営環境は
年々厳しさを増し，信用事業における利鞘の減
少，貸出金の減少，共済事業における保有高の
減少による付加収入の減少等，販売事業におけ
る経営所得安定対策の実施による取扱高の減少
などがその要因であった。
農協としては事業総利益が減少する中で退職
人員に対し採用人員を抑えることで，人件費を
中心に事業管理費の抑制を図ってきた。しか
し，今後の施設投資や限られた人員では職員教
育の機会が減少する等，依然厳しい経営環境が
予測された。また，集出荷施設や選果場の更
新・集約にも取り組まざるを得ない状況となっ
ていた。営農・販売部門についても，従来から
「北見広域連」として産地形成を行ってきたが，
「JA きたみらい」としての産地づくりに対す
る要望も高まっていった。
D．新たな組織再編のねらいと出向く営農指導
体制の意義
a．プロジェクトチームによる組織再編方向
の検討

以上のような状況を踏まえ，JA きたみらい
は組織再編に向けたプロジェクトを立ち上げ
た。プロジェクトは 2007 年に立ち上げられ，
将来あるべき姿を描くために，部門に捉われな
い 30～40 才代前半の職員によって組織された。
このプロジェクトの課題設定にあたり，合併
後の事業運営構造上の課題，業務オペレーショ
ンの課題，職員の能力開発人材活用の課題を整
理し，それぞれ①組織再編，②現場力強化，③
ブランド育成，という三つのプロジェクトチー
ムを編成して議論を行った(注6)。
そこでの議論の結果，組織再編プロジェクト
から，営農指導体制のあり方について「高いレ
ベルの技術指導・経営指導を組合員から相談さ
れた後や，事務所に来た時に対応するのではな
く，組合員の圃場を熟知し，現場に近いところ
で情報の発信を積極的に行い，迅速な対応によ
り，組合員満足度を高めることが重要」という
提言がなされた。
また，営農指導事業以外においては，「効率・
効果的な事業運営体制を構築することで，組織
体制における重層構造の解消により，専門性の
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ある迅速的な対応が図られ，余剰人員を営農指
導事業に再配分することが可能」であるとされ
た。
このように各プロジェクトチームでの議論を
踏まえて，これからの JAきたみらいの目指す

べき方向として，合併後農協が遠くなったとい
われる組合員と農協との距離感を解消するため
の，「出向く営農指導体制」が提起され，経営戦
略の中に位置づけられたのである。
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事

企 画 人 事 課

総 務 課

審 査 課

貯 金 課

融 資 課

共 済 課

営 農 企 画 課

生 産 振 興 課

販 売 企 画 課

玉 葱 販 売 課

馬 鈴 薯 販 売 課

農 産 課

畜 産 課

生 産 資 材 課

農 機 燃 自 課

経営再建指導専任 経営再建指導班

支所　営農販売課

支 所

金 融 共 済 課

営 農 販 売 課

生 産 資 材 課

図 4 2009 年の機構改革以前の業務機構図
資料）JAきたみらい資料より作成。
注）簡略化のため，一部組織機構を省略している。



b．組合員アンケート調査からみる組織再編
の課題

第⚓次農業振興方策並びに中期経営計画を策
定していく過程で，組合員の意向アンケートを
実施した（表 23）。その結果から組織再編に対
する組合員の要望について整理したものが表
24，表 25 である。表 24 にみるように，経営主
を対象としたアンケートでは営農指導に期待す
るものとして，個別経営相談と個別技術相談が
トップとなり，ついで土地基盤，FAX による
技術情報，安定供給体制となっており，営農技
術・経営相談・土地基盤整備が大きく占めてい
る。表 25 は，青果物の振興に必要なものの結

果を示しているが，販売価格の向上がトップで
あり，続いて品質・収量の向上である。この⚒
つで⚕割以上を占めており，農業所得向上のた
め品質や収量を向上する意欲を伺える。しか
し，近年の生産資材の高騰や費用の削減に限界
を感じるなかで，販売価格の安定向上の期待に
繋がっていると考えられる。
c．支所再編に向けた議論の経過
支所は，合併時においては，規模や体制に関
わらず，旧 JAの機能を支所として残してきた
が，組合員戸数や取扱事業量に差がある中，組
合員戸数あたりの職員数や組合員対応にも差が
生じており，合併の目的を達成するためには，
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図 6 JA きたみらいにおける販売取扱高の推移
資料）JAきたみらい資料より作成。
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図 5 JA きたみらいにおける事業利益の推移
資料）JAきたみらい資料より作成。
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①旧 JA の枠を超えた新しい協同活動の見直
し，②経営の合理化，効率化とスケールメリッ
トを発揮するため広域的な視点から事業の再

編，③組合員への対応の広域的平準化という点
について組合員論議を開始した。
その結果，支所（事務所）を維持する，とい
うことに対して，組合員懇談会等での意見集約
及び理事会等での協議を含めて，方向性を示し
て経過を明確にするということになった。
支所再編検討にあたっては，第⚒中期経営計
画（2006 年～2008 年）において，基本課題に支
所組織の再編検討と位置づけ，その実施方策と
して旧 JAエリア毎の支所体制から，新たな再
編に向けた検討を進め，合意を得たところから
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表 23 組合員意向アンケートの回収状況 （単位：戸，％)

支所区分
組合員 青年部 女性・フレミズ 全 体

戸数 回収 比率 戸数 回収 比率 戸数 回収 比率 戸数 回収 比率
温 根 湯 83 82 98.8 38 35 92.1 68 55 80.9 189 172 91.0
留 辺 蘂 43 43 100.0 17 17 100.0 35 35 100.0 95 95 100.0
置 戸 126 126 100.0 40 40 100.0 62 62 100.0 228 228 100.0
訓 子 府 336 336 100.0 99 71 71.7 189 189 100.0 624 596 95.5
相 内 124 124 100.0 23 22 95.7 39 39 100.0 186 185 99.5
上 常 呂 141 141 100.0 30 28 93.3 78 78 100.0 249 247 99.2
北 見 256 256 100.0 50 40 80.0 101 101 100.0 407 397 97.5
端 野 235 224 95.3 48 43 89.6 69 69 100.0 352 336 95.5
計 1,344 1,332 99.1 345 296 85.8 641 628 98.0 2,330 2,256 96.8

資料）2008 年⚖月に実施したアンケート結果より作成。

表 24 営農指導に必要なもの

回答項目 回答数

担
い
手
の
育
成

後継者育成 316
新規参入 125
認定農業者 95
農業法人 92
コントラ組織 141
他 8

土
地
基
盤
整
備

基盤整備事業（暗渠，客土等） 378
土づくり（有機質，堆肥） 372
農地流動化対策 271
他 6

営
農
技
術
相
談

定期FAX情報 359
品目別現地集団指導 328
個別技術相談 419
他 4

経
営
相
談

経営情報 298
個別経営相談 428
他 7

環
境
整
備
推
進

減肥減農薬推進 301
農業廃棄物処理 326
畜産環境整備 122
他 3

作
物
振
興

安全・安心確保 299
安定供給体制推進 362
他 6

その他 55

資料) 2008 年⚖月に実施したアンケート結果より
作成。

表 25 青果物の振興に必要なもの
（単位：件，％)

回答項目 回答数 割合
品質・収量向上対策 431 20.9
技術相談員の設置 122 5.9
販売価格の安定向上 759 36.9
産地ブランドの強化 239 11.6
集出荷体制の強化 49 2.4
関連施設の再編及び集約 35 1.7
土づくり・輪作の確立 159 7.7
クリーン農業の推進 48 2.3
共選体制の充実 36 1.7
労働力の支援体制 126 6.1
生産者組織（部会）体制の強化 30 1.5
その他 25 1.2

合 計 2,059 100.0

資料) 2008 年⚖月に実施したアンケート結果より
作成。

注) 回答は経営主によるもののみを集計した数値
である。



見直しを図る事となっていた。
これを受け，2006 年⚗月開催の地区別懇談会
において，その取り組み自体については異論も
なく，事務作業レベルで取り進めが開始された。
このときの検討課題には，本支所業務体制の見
直しとともに，後述する「営農資材・拠点セン
ター構想の検討」もなされている。そして地区
懇談会の資料には課題を検討する際の考え方と
して，「組合員の利便性確保の観点」，「経済事業
の効率性の観点」，「経営合理化の観点」という
三つの観点が提示されている。
2007 年⚒月開催の地区別懇談会においては，
具体的な支所再編の構想を示し，結果的には，
事業所（具体的にはどことは示していないが，
組合員は何となく自分の支所が事業所となるで
あろうと想像できる）となる事が想定される組
合員からの猛反発があり，2007 年⚔月開催の総
代会（議案には支所再編は無いが，懇談会から
の延長戦）においても同様であった。
旧来の JAで構成される支所がどのようにな
るかが議論の対象となり，本来，将来を見据え，
JA きたみらいとしてのあるべき姿をイメージ
させられなかった反省点を振り返り，経営戦略
構想として，支所再編の議論から，合併効果の
さらなる発揮により，農家所得の向上にどのよ
うにつながるのか，将来のあるべき姿を検討す
る体制構築を，2007 年⚗月開催の地区別懇談会
で説明し，組合員に直接，どのような統合や再
編が望ましいか意見を聴取した。

d．経営資源の再配分による農協組織再編の
取組

以上のような組合員の営農指導に対するニー
ズ，およびプロジェクトチームによる検討を踏
まえて，農協は 2009 年⚖月に大規模な組織再
編に取り組んだ。組織再編のねらいは，本所集
中による経営の効率化と同時に組合員との距離
も縮めるという，いわば相反するような課題の
解決にあり，そのための経営資源の再配分によ
る「出向く営農指導体制」の整備である。
図⚗に改革後の機構図を示している。支所が
廃止され，組合員ふれあい室，担い手育成グルー
プ，組織振興グループはセンター直轄の指揮命
令系統となっている。
これにより，職員が⚑地区事務所で仕事する
のではなく，複数の地区事務所やセンターを行
き来することで，これまでの地域にあった目に
見えない境界線を業務でまたごうとするもので
ある。全域を意識した業務体制となっている。
また，表 26 に見るように営農部門へ大幅に
人員を配置し，そうした課題に答える体制を整
備している。
以下では組織再編について整理をする。
E．出向く営農指導体制の業務体制
a．出向く営農指導員と本所センターによる
機能分担

営農指導体制については，これまで分散させ
ていた職員を集中させることで業務の効率化と
人材育成を行うための体制に再編している。組
織機構上は，営農に関する「営農振興部」，「販
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表 26 機構改革前後における部署別職員数の変化
（単位：人)

事業区分
改革前 改革後 増 減

正職 準職 合計 正職 準職 合計 正職 準職 合計
営 農 59 14 73 87 ⚗ 94 28 －7 21
販 売 87 19 106 73 24 97 －14 5 －9
購 買 53 48 101 54 51 105 1 3 4
金 融 57 26 83 53 25 78 －4 －1 －5
総 務 25 2 27 14 2 16 －11 0 －11
監 査 2 0 2 2 2 0 0 0
合 計 283 109 392 283 109 392 0 0 0

資料）JAきたみらい資料より作成。



売企画部」，「購買部」，「組合員ふれあい室」を
本所に集中させて「営農センター機能」として，
効率化，専門化した。それとともに「組合員ふ
れあい室」のもとにある「ふれあい相談グルー
プ」が旧支所である地区事務所から担当地区の
組合員に出向き，個別経営毎の総合的な営農指
導・相談機能を発揮するという体制である（表
27，表 28）。

営農指導の内容とそれぞれの地区事務所，営
農センターとの関係について整理をしたものが
表 28 である。支所については，事務所が無く
なったのではなく，支所としての機能を廃止し，
センター直轄の指揮命令系統としつつ，これま
での支所の事務所を地区事務所と位置づけ，そ
れぞれ事業や規模に応じ通年若しくは期間でセ
ンター事務所から地区事務所へ常駐する形を
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図 7 2009 年の機構改革後における組織機構図
資料）JAきたみらい資料より作成。
注）簡略化のため，機構の一部を省略している。

参 事

営農センター機能 管理センター機能

営 農 振 興 部 組 合 員 ふ れ あ い 室 総 務 企 画 部

金 融 共 済 部

購 買 部

販 売 企 画 部

企 画 振 興 グ ル ー プ

担 い 手 育 成 グ ル ー プ

技 術 開 発 グ ル ー プ

企 画 開 発 グ ル ー プ

玉 ね ぎ グ ル ー プ

馬 鈴 し ょ グ ル ー プ

野 菜 果 実 グ ル ー プ

組 織 振 興 西 グ ル ー プ

組 織 振 興 南 グ ル ー プ

組 織 振 興 東 グ ル ー プ

農 産 グ ル ー プ

畜 産 グ ル ー プ

ふ れ あ い 相 談 1 グ ル ー プ 総 務 グ ル ー プ

企 画 人 事 グ ル ー プ

貯 金 課

融 資 課

審 査 課

共 済 課

北 見 支 店

温 根 湯 支 店

留 辺 蘂 支 店

置 戸 支 店

訓 子 府 支 店

相 内 支 店

上 常 呂 支 店

端 野 支 店

ふ れ あ い 相 談 2 グ ル ー プ

ふ れ あ い 相 談 3 グ ル ー プ

ふ れ あ い 相 談 4 グ ル ー プ

ふ れ あ い 相 談 5 グ ル ー プ

ふ れ あ い 相 談 6 グ ル ー プ

ふ れ あ い 相 談 7 グ ル ー プ

ふ れ あ い 相 談 8 グ ル ー プ

ふれあい相談畜産グループ

地 域 振 興 グ ル ー プ

生 産 資 材 グ ル ー プ

資 材 西 エ リ ア

資 材 南 エ リ ア

資 材 東 エ リ ア

燃 料 自 動 車 グ ル ー プ

燃 自 西 エ リ ア

燃 自 南 エ リ ア

燃 自 東 エ リ ア



とっている。
出向く営農は，組合員ふれあい室により対応
している。組合員⚑戸に対し，職員⚑人当たり
⚑週間に⚑回訪問する事を前提とした場合 40
人が必要となる。耕種農家に対しては，⚑グ
ループ当り，マネージャー⚑名と出向く営農担
当⚔名，後方支援⚑名による⚖名で構成し，約
130 戸の組合員を担当している。耕種全体では
⚘グループにより対応している。畜産・酪農に
対しては，マネージャー⚑名と出向く営農担当
⚘名，後方支援⚒名で構成し，酪農・畜産全域
約 220 戸を担当している。これにより，⚑グ
ループの活動範囲を割りあてることで，支所の
地域にこだわらないエリア組としている。
現在，このチームには，経営相談や技術相談
がある程度できる職員，また育成する職員，更
には，組合員から要望あった地域を知っている

職員を組み合わせた配置となっている。
なぜ，JA きたみらいのように集荷率約⚙割
の農協が「出向く営農指導体制」の整備を図ろ
うとしたのであろうか。上述した組織再編は，
府県にみられる「出向く営農指導体制」による
組合員利用率の向上を目指したものではなく，
広域農協が更なる合併効果を発揮するため，事
業の効率化と組合員を基軸に経営相談・営農技
術指導体制の高位平準化を目指した取組と理解
できる。
b．販売事業に関する指揮系統の効率化
機構改革と産地形成との関係を販売事業部門
の機構からみてみよう。機構改革前までは，地
域性を尊重して，部会，施設，独自な品目の販
売についても支所単位で業務を行っていた。し
かし，組合員アンケートでもっとも期待されて
いた「販売の強化」を実現するために，生産物
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表 27 営農指導事業の主体と主要業務

主体 主要業務

普及センター ・北海道及びオホーツク地域管内の技術指導
・講習会への講師派遣

販売企画部
組織振興グループ ・作目部会別の圃場講習会を実施

組合員
ふれあい室

技術開発
グループ

・JAきたみらいの技術指導に係る実証試験
・ふれあい相談グループ職員の技術相談力向上のための指導
・各種講習会に講師派遣

ふれあい相談
グループ

・組合員個別技術相談
・土壌診断に基づく施肥指導

資料）JAきたみらい資料より作成

表 28 営農指導体制の機能分担

区分 組合員 地区事務所 センター

専門的内容

購買とりまとめ・技術相
談・種苗管理・栽培管理・
収量調査・肥料設計・経
営相談

部門
横断的内容

営農計画・年度末収支
見込み・税務相談

地区運営委員
会・生産者組
織会議等

生産部会等

資料）JAきたみらい「第⚓次地域農業振興方策並びに中期経営計画」より作成。



が農協の倉庫に入ってからユーザーに届くまで
の業務を担い販売に特化することを目的に，本
所の「販売企画部」のもと品目別のグループを
設置した。
一方，ユーザーからのニーズを組合員に繋げ，
生産物を農協に集荷するまでの業務（部会事務
局など）については，「組織振興グループ」とし
て管内を三つのエリアに分けて担当するグルー
プを地区事務所（旧支所）に設置した。
こうした機構改革は，これまで支所を通して
形成された産地をなくすということではなく，
部会を通じた組合員との結びつきを，支所長を
経由せずに直接販売部門に接続し，販売と生産
がより密接に連携するための組織整備である
（図⚘）。このことによって，これまで産地と
して形成してきた支所という地域性を維持しつ
つ，本所による統一的な販売戦略のもとで，一
般品とこだわり品を結合させたセット販売や，
各支所が確立してきた販売チャネルの有効活用
が可能となる体制へと再編した。

c．部会体制
表 29 より玉ねぎ振興会を事例として，産地
作りとしての部会の体制をみてみよう。それぞ
れ支所単位において会員数は異なっているが，
活動内容としては，品目別講習会や視察研修等
同様な活動を実施している。しかし，地区毎に
事務局を配置しているので，職員一人あたりの
会員数が大きく異なっており，効率化や組合員
サービスの公平化から見ても課題が残る。
また，玉ねぎ振興会の下部組織として，こだ
わり部会をもっている地区もある。表 30 では，
訓子府を事例として取り上げているが，こだわ
りの内容が直接ユーザーと繋がり，産地として
形成されているため，部会を統合するのではな
く維持する方向である(注7)。
そうした部会の他にも，青年部・女性部・フ
レミズといった生産者組織でも地区毎に事務局
体制がことなるために活動が制限されることも
あり，今後の取り込むべき課題として提起され
ている。農協としても効率化と協同活動（部会
組織等）の拠点の活性化という視点から，事務
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図 8 業務機構前後における販売部門の業務フロー
資料）JAきたみらい資料より作成。
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支所長 営農販売課

青果部長 玉葱販売課

組織振興G
（地区事務所）

玉ねぎG
（センター）

販売企画部長

ユーザーと組合員の繋がり

販売強化に特化

支所部会事務局
集荷・保管・選果・出荷
支所独自品目販売

全体部会事務局
保管・選果・出荷
全品目販売

全体部会事務局
レギュラー品販売

地区部会事務局
集荷



局における重複業務の廃止や，さらには旧支所
範囲の統合による活動範囲の拡大などの方向性
を示している。
しかし，特に特別栽培部会などの「こだわり
部会」は事務局との関りが大きいため，当該地
区を担当するグループには他のグループより職
員を多く配置しているという実態があり，組織
の合理化を図るのみでは，これまでの地域独自
の活動を制限してしまう危険性がある。
農協としては，当面は早急に地域が⚑つにな
るのではなく，組合員の協議と合意を図りなが
ら，組合員の活動拠点としての生産者組織の適
正規模，事務局体制について整備を進めていく
方向である。
F．新しい営農指導体制と旧支所間の影響・評
価
以上のような JAきたみらいの機構改革の中
で，特に「出向く営農指導体制」は合併農協に
おいて「組織力効果」を維持，発揮していくた
めの核として位置づけられている。以下では，
「出向く体制」による組織力の発揮のねらいを

整理した上で，取り組み開始間もない段階では
あるが，機構改革後⚑ヶ月の時点で実施された
農協の「地区別懇談会」で寄せられた意見をも
とにして，その影響・評価について整理を行う。
a．現場力強化と組合員との絆の再構築
前述したように JAきたみらいは大幅な機構
改革を実施したが，それは単なる経営の合理化
が目的ではなく，支所間の重複業務，非効率的
な業務体系を見直し，信用・共済・購買事業及
び経営管理部門の効率化をすることで，出向く
営農指導体制の整備に必要とされる人材を確保
するためのものでもあった。
それと同時に「出向く職員」の資質を高める
ことで営農技術指導全体の高位平準化を目指し
ている。職員が複数の地区事務所やセンターで
業務を行うことを通じて旧支所単位にあった見
えない境界線を乗り越え，最終的には組合員，
職員共に旧支所ではなく「きたみらい全域」が
農協の範囲であるという意識を生み出そうとい
うねらいである。組合員にとっては，営農担当
の職員が地域に配置されつつ出向き，個別の経
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表 29 JA きたみらいにおける玉ねぎ振興会組織（2009 年）

名 称 JAきたみらい玉ねぎ振興会
事 務 局 販売企画部玉ねぎグループ
地 区 温根湯 留辺蘂 相 内 置 戸 訓子府 上常呂 北 見 端 野
会 員 数 30 20 37 21 146 65 103 126
事務局 G 販売企画部組織振興西G 販売企画部組織振興南G 販売企画部組織振興東G
担 当 者 ⚑名 ⚑名 ⚑名 ⚑名 ⚑名 ⚑名 ⚑名 ⚑名

資料）JAきたみらい資料より作成。

表 30 訓子府地区における玉ねぎ振興会組織（2009 年）

名 称 JAきたみらい訓子府地区玉ねぎ振興会
事 務 局 販売企画部組織振興南グループ（担当者⚑名）
部 会 減農薬研究会 フードプランの会 昔がえりの会 IYグループ 有機栽培の会
会 員 数 35 22 22 25 ⚕

こだわり等 化成⚖割減
農薬⚕割減

有機質肥料 10 割
農薬⚕割減

昔がえり鶏糞
魚粉，化成⚙割減
農薬⚕割減

化成⚖割減
農薬⚕割減

有機質肥料 10 割
無農薬

取 引 先 生協等 コープこうべ イズミヤ，
マルモ盛岡等

イトーヨーカドー
「顔が見える野菜」

コープさっぽろ
ワタミファーム等

資料）JAきたみらい資料より作成。



営・技術相談にも対応することを通じて，農協
との距離を縮小し，組織力効果の発揮を果たす
ことを目的とした事業構造である。
特に，営農技術指導についてみると，玉ねぎ，
馬鈴しょ，小麦，てん菜などの基幹作物は主と
して生産部会を通じた集団指導により対応し，
一方で振興作物や特別栽培作物などについて
は，個別指導を主とした対応が可能となる。つ
まり「出向く営農指導体制」により，組合員の
要求の多様化・高度化へ対応することで，現場
力強化に繋がり，組合員と農協の絆の再構築を
図ろうとするものである。
「出向く営農指導体制」が高収量・高品質な
農産物の生産につながれば，産地評価が高まる
ことで，新たな取引先・販売方法・物流手段・
生産物の情報提供などが期待される。そのため
にも営農指導事業体制や販売事業体制は，生産
者が主体となった部会組織を積極的に支援する
必要がある。
b．「組合員地区別懇談会」における組合員
の評価

農協は，機構改革⚑ヶ月後の時点で開催され
た「組合員地区別懇談会」において，組織改革
に対する意見を組合員より収集した。そこでの
意見は以下の⚓点に分類できる。
第⚑に機構改革の課題がある。経営相談と営
農技術相談部署が⚑つになったことで，専門性
が低くなる不安があげられたが，販売担当経験
と生産資材経験がある職員が出向いた時，多様
な角度からの情報提供が良かったという意見も
みられた。
また従来の機構では，組合員は多岐の農協事
業にわたる内容については，支所長に相談して
いた。支所長は組合員の相談窓口として機能
し，その内容は各支所課長にブレークダウンさ
れるという利便性の高い組織体制となってい
た。しかし機構改革後はその役職が不在となっ
たことから，組合員にとっては，担当職員⚑人
⚑人に相談しなければならないと感じ，素早い
課題解決への不安という意見が多く見られた。
組織的には「相談グループ」が窓口となること
が目指されているが，この時点ではそうした機
能分担は組合員には十分認識されていないよう

であった。
第⚒に行政区との関係があげられた。現在，
きたみらい地域の行政区は，⚑市⚒町となって
いるが，従来，置戸町，訓子府町，端野町に各
⚑農協，留辺蘂町に⚒農協，北見市に⚓農協の，
⚑市⚔町⚘農協であった。特に，旧農協単位で
は，規模や事業内容が一様でなかったため，地
域性に違いがある。しかし，旧北見市に隣接し
ている農協は，地域性が薄れていく傾向にある。
これは北見市の行政合併により，経済圏や職員
の居住が北見市に移っていることによる影響も
ある。
第⚓に事業の課題として，販売力強化に傾注
して欲しいという意見や購買事業における低価
格の実現に向けて資材店舗の統廃合を求める意
見も出されている。これは，メリットや専門性
を発揮する事にも繋がるが，連合会との役割分
担も明確にしなければならない。
一方，地区事務所を拠点としている営農指導
事業，販売事業，購買事業の各マネージャーの
意見は，販売業務事務処理（様式含む）の統一，
センター機能と地区事務所単位での連携調整，
営農技術指導を担うふれあい相談グループと組
織振興グループの業務を再整理する必要性，地
区事務所内でのグループを跨ぐ業務の連携が充
分でないことがあげられた。
また，現在の⚘地区事務所を存続させるので
はなく，ある程度地区をまとめた地区事務所機
能とするのか，センター⚑本とするのか等，規
模等を勘案しながら協議を進めるべきとの意見
も役員から出てきている。
G．小 括
JA きたみらいは，合併後⚖年を経て，大幅
な組織機構改革に取り組んだ。農協利用率も高
く，「農協離れ」といわれる自体が進展している
事例でもない農協においても，農協経営は厳し
さを増しており，合併農協による規模の経済性
の発揮と共に，さらなる「組織力効果の発揮」
が必要となった。
そうした「組織力効果」を発揮するために，
単なる人員削減という負のリストラクチャリン
グではなく，人員の再配分による事業の高度化，
効率化というリストラクチャリングに取り組ん
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でいるのである。
北海道の合併農協における「出向く営農指導
体制」の目的は，図⚙のように整理できよう。
農協合併によって，経営の合理化，スケールメ
リットを発揮し，そこで確保された人員，資源
を地域や個別に応じた技術・経営相談の行える
「出向く営農指導体制」に配置する。専門的，
高度な指導内容については，本所に設置された
センターによって対応するが，「出向く営農指
導体制」の目的は，組合員の個別に対応した総
合的な営農指導が求められることになる。それ
を担当する職員には，経営・技術にわたる幅広
い知識，コミュニケーション能力が求められる。
「出向く営農指導体制」は，そうした職員とと
もに営農センター機能等による専門的な営農体
制によるサポートが同時に必要になる。
しかし，北海道の農協において「出向く営農
指導体制」に取り組む際の課題については以下
のように指摘できよう。「出向く営農指導体制」
の整備は，それと同時に合理化による組合員負
担減やスケールメリットを活かした有利販売に
よる所得向上，組織及び人材育成を通じて，新
たな職場風土の構築といった総合的な経営戦略
のもとで初めてその効果が発揮されることにな

ろう。正組合員の個別に応じた高度な営農技術
指導と経営相談を担える職員を多く育成し，課
題に対応できうる体制を構築する事が必要であ
る。
このように，農協事業・組織全体の改革を同
時に実現する必要があるという点が，北海道に
おける「出向く営農指導体制」を核とした農協
組織改革の課題である。

注

⚑) 北海道における広域合併農協研究の端緒は
小野他[2]であり，そのなかでとうや湖農協
を事例として「小さな本所，大きな支所」
という考え方が提起された。

⚒) 出向く営農の目的は，農家数の減少，高齢
化が進む一方で，経営規模を拡大する農家
層は着実に増加する傾向にあり，既存の農
家層に対する個別事業対応を早急に確立す
る必要があるため，地域ごとの専業大口農
家・農業生産法人等の農家層に出向く部署
を設置し，JA営農経済事業の強化を図る。
なお，全農が地域域農業の担い手に出向く
JA担当者（愛称TAC）として提案されて
いる。
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図 9 北海道における出向く営農の目的と特質
資料）筆者作成。

スケールメリットの発揮

組合員の課題解決と
信頼関係の再構築

高品質・高収量・
安定経営

地域や個別に応じた
技術・経営相談

専門性の発揮 経営資源の再配分

組合員所得と満足度の向上

合併後の経営資源の再配分
等，効率化を進める一方，
多種多様な組合員に総合事
業を通じて，正組合員の個
別課題に対応するため出向
く部署を設置し，組合員所
得と満足度を向上させる



⚓) 近年急速に進んだ北海道における広域合併
農協の実態については「ニューカントリー」
（北海道協同組合通信社）において「合併
農協の挑戦」というタイトルで連載された。

⚔)「負のリストラクチャリング」という用語
については高田[30] pp.218 を参照のこと。

⚕) 訓子府支所と置戸支所については，酪農家
戸数を考慮し畜産課を設置した。

⚖) プロジェクトチームおよび経営戦略策定の
手法については日本協同組合学会第 29 回
大会にて個別報告を行った（河田他[16]）。

⚗) JA きたみらいのおける「こだわり部会」
の意義と展開方向については坂爪他[26]で
詳しく報告されている。

IV 組合員の営農指導ニーズに対応した
出向く営農の変遷と機能変化

A．本章の課題
営農・農業関連事業が事業，経営において重
要な位置を占める北海道の農協において，営農
指導事業は組合員と農協をつなぐ重要な事業で
ある。北海道においても広域農協合併が進展し
ているが，広域合併農協における正組合員との
接点として，特定の組合員に直接出向くことで
事業ニーズをくみ上げてその期待に応える活動
が注目されている(注1)。
筆者らは，北海道において出向く営農指導に
よって組合員とのつながり強化に取り組んでい
る事例として JAきたみらいの出向く営農指導
の意義と課題について明らかにした（河田・小
林[15]）が，当農協は 2012 年に出向く営農指導
の業務を再編した。本章は，北海道において出
向く営農指導に先駆的に取り組んでいる JAき
たみらいの事業再編の背景と目的を整理した上
で，再編効果の実現に向けた職員育成のあり方
を明らかにする。北海道内の広域合併農協にお
いて専業・主業的な多数の正組合員を対象とし
た効率的な営農指導体制の構築が課題となって
いるが，本研究はそうした農協へも重要な示唆
を得ることが出来ると考えられる。
B．営農指導に対するニーズと出向く営農指導
のあり方
JA きたみらいの正組合員戸数は合併当初の

1,532 戸から減少して 2014 年には 1,125 戸と
なり，正組合員のほとんどが専業・主業的農業
者である。農協の職員数は合併当初の 330 人か
ら，その後徐々に減少して 2014 年現在 255 人
となっている。合併当初においては直接組合員
に接さない経営管理部門および信用・共済事業
の一部を本所に配置し，一方，営農・販売事業
については支所機能を重視し，本所・支所双方
に営農専門職員を配置した。日常的な営農技術
指導及び経営相談等は支所で対応し，組織全体
や新たな課題については本所で対応する体制を
構築した。こうした対応は北海道内の多くの広
域合併農協に共通の方策であった。しかし，前
章でみたように 2009 年には機構改革をして支
所を廃止して全ての事業機能を本所に集中させ
た。支所は地区事務所としては存続し職員も配
属されてはいるが，支所としての事業機能はな
く本所に集中している。それと同時に，支所の
廃止に伴って想定される組合員との距離の拡大
に対応するために「組合員ふれあい室」を新設
して「出向く営農指導」の体制を整備した(注2)。
表 31 から改めて組織機構の変化をみると，
営農に関する「営農振興部」，「販売企画部」，「購
買部」，「組合員ふれあい室」を本所に集中させ
て「営農センター」機能を果たすこととした。
それと同時に「組合員ふれあい室」の下にある
「ふれあい相談グループ」が旧支所である地区
事務所から担当地区の組合員に出向き，個別経
営毎の総合的な営農指導・相談をおこなうこと
で組合員とのつながりをもつという体制であ
る。地区によってばらつきはあるが職員一人あ
たり 20～40 戸の正組合員を担当している。表
32 は 2012 年時点でのふれあい相談グループの
相談内容，相談件数を整理したものである。⚑
回の訪問で複数の相談内容が話される場合も多
いが，その内容は「技術相談」や「その他」が
中心となっている。
2009 年に整備をした出向く営農指導事業の
体制であるが，農協は 2012 年に業務体制を再
編した（前掲表 31）。その目的は出向く営農指
導をより組合員ニーズに適合したものにするた
めであった。農協は出向く営農指導に対する組
合員の評価を地区懇談会や総代会等で組合員か
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ら聞いてきた中で，必ずしも組合員のニーズに
応えられていないと考えていた。そこで，農協
は組合員へのアンケート調査も実施しながら出
向く営農指導体制の再編を行ったのである(注3)。
アンケート調査で営農指導全般および出向く営

農指導に関する組合員の評価を行い，さらに抽
出にて聞き取り調査を実施した。
営農指導の強化については組合員全体から高
いニーズがあったが，その具体的中味について
は，組合員の経営形態および経営主年齢によっ
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表 31 機構改革による農協業務機構の変化

区分 2003 年(農協合併)～ 2009 年～ 2012 年～

目的
経営の効率化
出向く営農指導体制の整備

出向く営農指導体制への技術指導
業務付与，旧農協エリア意識の払
拭

体制

本所
営農部
青果農産部
購買部

営農振興部
・企画振興G
・担い手育成G
・技術開発G
販売企画部
購買部
組合員ふれあい室（新設）
・ふれあい相談G（耕種 8 G，畜産
1 G）
・地域振興G

営農振興部
・企画振興G
販売企画部
購買部
組合員ふれあい室
・ふれあい相談G（耕種 3 G，畜産
1 G）
・技術開発G

支所
金融共済課
営農販売課
生産資材課

地区事務所(⚘事務所)に名称変更
・金融共済課（機構変更なし）
・営農販売課（本所に一本化）
・生産資材課（本所に一本化）

資料）JAきたみらい資料より作成。

表 32 2012 年度におけるふれあい相談活動の実績 （単位：件)

区分
相談回数 対象組合員⚑戸あたり 担当職員⚑人あたり

耕種 畜産 耕種 畜産 耕種 畜産
経 営 相 談 6,623 1,493 6.4 7.1 221 115
技 術 相 談 14,836 516 14.4 2.5 495 40
販 売 業 務 10,867 10,493 10.6 50.2 362 807
各種事業関連業務 1,263 650 1.2 3.1 42 50
そ の 他 19,485 1,019 18.9 4.9 650 78

計 53,074 14,171 52 68 1,769 1,090

資料）JAきたみらい資料より作成。
注⚑) 対象組合員戸数は耕種 1,029 戸，畜産 209 戸，担当職員数は耕種 30 名，畜産 13
名である。

注⚒) 相談活動の内容としては下記のようになっている。経営相談（営農計画，投資相
談，融資相談，債権対策），技術相談（営農技術，災害対策，栽培履歴，土壌診断，
粗飼料分析，指導購買），販売業務（集荷，個体販売，生産組織関連），各種事業関
連業務（所得補償関連事業，土地改良事業，コントラ関連，生産費調査），その他（公
報配布，出資金増口，生活関連相談，報告書配布）



て求める点が異なっていることが明らかとなっ
た。表 33 から経営主の年齢との関係を見てみ
ると，34 才以下において「出向く営農」の強化
が求められていることがわかる。また，35～44
才においては，出向く営農とならんで土壌診断
や簿記，技術相談といったより踏み込んだ内容
を求める傾向が見られる。表 34 から経営面積
との関係を見ると，小規模経営（10 ha 以下）で
出向く営農指導と技術相談を重要と考えている
経営が多い。また，10～20 ha 層において出向
く営農に対する期待は低いが，面積が大きくな
るにつれて再び出向く営農に対する期待が高ま
る傾向にあり，それと同時に技術相談は低下す
る。このことから，経営面積と営農指導に求め
る内容について，次のような仮説が考えられる。
小規模の経営においては経営の個別的な判断に
直接的に関係する営農指導が求められているの
に対して，経営面積が大きくなるにつれて個別
的判断というよりも，経営においては自らの経

営判断をサポートするような営農指導がもとめ
られているのではないか。出向く営農指導にお
いても，こうした組合員のニーズの違いへの対
応が求められる。
こうした経営主年齢や経営面積で営農指導に
対するニーズが異なることは組合員への聞き取
り調査の結果からも明らかとなった。農協は前
述のアンケートとともに組合員への聞き取り調
査を実施して営農指導のニーズの把握を行った
が，その結果から出向く営農指導に求める内容
について次の様に整理した(注4)。それは「職員
との人的交流」，「経営主とともに成長する職
員」，「他事業との窓口，コーディネーターの役
割」，「経営判断の後押し（セカンドオピニオン）
とそのための詳細な農家情報の把握」，「専門的
な技術情報，商品知識」である。
こうしたニーズは，営農指導員の業務内容で
ある「技術指導」，「経営指導」，「生産部会運営
事務」，「施設運営事務」，「集出荷・販売業務」，
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表 33 営農指導事業の強化すべき点（経営主年齢別) （単位：人，％)

区分 ～34 才 35～44 才 45～54 才 55～65 才 65～74 才 75 才以上 合計
出 向 く 17 46 102 129 29 14 337
簿 記 12 54 82 88 16 2 254
試 験 0 20 43 53 6 2 124
土壌診断 7 46 73 100 25 4 255
法 人 化 2 16 19 16 11 2 67
農 政 6 35 40 36 8 3 128
新 作 物 4 45 72 68 10 6 205
技術相談 12 76 130 157 34 10 419
そ の 他 0 1 4 9 1 0 15
合 計 61 339 565 656 140 43 1,804
回答者数 26 133 247 325 81 23 835
出 向 く 65.4 34.6 41.3 39.7 35.8 60.9 40.4
簿 記 46.2 40.6 33.2 27.1 19.8 8.7 30.4
試 験 0.0 15.0 17.4 16.3 7.4 8.7 14.9
土壌診断 26.9 34.6 29.6 30.8 30.9 17.4 30.5
法 人 化 11.5 12.0 7.7 4.9 13.6 8.7 8.0
農 政 23.1 26.3 16.2 11.1 9.9 13.0 15.3
新 作 物 15.4 33.8 29.1 20.9 12.3 26.1 24.6
技術相談 46.2 57.1 52.6 48.3 42.0 43.5 50.2
そ の 他 0.0 0.8 1.6 2.8 1.2 0.0 1.8
合 計 234.6 254.9 228.7 201.8 172.8 187.0 216.0
回答者数 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

資料）2012 年 11 月実施アンケート結果より。



「行政対応」という枠組みを超え出た内容とい
えよう(注5)。「職員との人的交流」，「経営主とと
もに成長する職員」，「経営判断の後押しとその
ための詳細な農家情報の把握」等は，農協から
組合員への一方的な情報提供ではない。その成
立条件には，農協が一方向でサービスを提供す
るのではなく組合員と職員との人的つながりが
必要となる。また，「他業務との窓口，コーディ
ネーターの役割」は，農協組織が大型化するこ
とで組合員の視線からみると事業間の連携が見
えにくくなる中で，出向く営農指導を窓口とし
て組合員を起点に各種事業をコーディネートし
て欲しいというニーズである。
前掲表 33，表 34 のように，それまでのふれ
あい相談業務の中心は技術相談やその他の内容
であったが，前述したように組合員が営農指導
に求める内容は経営主年齢や経営規模によって
異なっていた。多様な営農指導のニーズに応え

ていくための前提として，農協は組合員と職員
との人的つながりが重要であるという認識を
もった。そして，組合員との人的つながりを形
成するための要因を「技術の裏付けをもった営
農指導」にあるとしてそれを可能とするために
「出向く営農指導体制」を再編したのである。
その他アンケート結果の中から農協と組合員
のとつながりに関するものを整理したのが表
35～39 である。
C．技術相談を核とした出向く営農指導の業務
拡大と人材育成
2012 年に実施した営農指導体制再編の目的
は，組合員と職員との人的なつながりの強化を
図ることである。そのため出向く営農指導の担
当職員に，ジェネラリストとしての機能と高
度・専門的なスペシャリストとしての役割を担
わせるとこととした。前掲表 31 に 2012 年の機
構再編が整理されている。また機構上には現れ
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表 34 営農指導事業の強化すべき点（経営規模別・ha)
（単位：人，％)

区分 ～10 10～20 20～30 30～40 40～50 50～60 60～ 合計
出 向 く 57 88 101 33 20 11 13 323
簿 記 25 92 75 27 16 3 10 248
試 験 12 33 35 17 14 4 4 119
土壌診断 37 73 80 26 15 11 3 245
法 人 化 8 11 27 3 6 6 3 64
農 政 14 48 36 12 8 4 5 127
新 作 物 34 75 62 19 5 5 5 205
技術相談 69 145 128 38 15 11 4 410
そ の 他 2 4 4 2 1 0 1 14
合 計 258 569 548 177 100 55 48 1,755
回答者数 108 232 253 90 42 24 24 773
出 向 く 52.8 37.9 39.9 36.7 47.6 45.8 54.2 41.8
簿 記 23.1 39.7 29.6 30.0 38.1 12.5 41.7 32.1
試 験 11.1 14.2 13.8 18.9 33.3 16.7 16.7 15.4
土壌診断 34.3 31.5 31.6 28.9 35.7 45.8 12.5 31.7
法 人 化 7.4 4.7 10.7 3.3 14.3 25.0 12.5 8.3
農 政 13.0 20.7 14.2 13.3 19.0 16.7 20.8 16.4
新 作 物 31.5 32.3 24.5 21.1 11.9 20.8 20.8 26.5
技術相談 63.9 62.5 50.6 42.2 35.7 45.8 16.7 53.0
そ の 他 1.9 1.7 1.6 2.2 2.4 0.0 4.2 1.8
合 計 238.9 245.3 216.6 196.7 238.1 229.2 200.0 227.0
回答者数 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

資料）2012 年 11 月実施アンケート結果より。



ないが，ふれあい相談グループの職員の業務内
容として「技術相談」が明確化された。それま
でも業務内容に技術相談はあったが，担当が明
確になっていなかった。職員のなかで技術知識
があるものは個別に技術指導を実施していた。
しかし，前述したように職員が組合員へ出向き
組合員とのつながりをつくるためには技術が重
要である。投資計画等の経営相談を行ったとし
ても，それを裏付けるためには目標となる収量

を上げるための栽培技術指導が必要になる。技
術の裏付けを持ちながら様々な相談業務を行う
ことで組合員とのつながりも強くなるとの認識
から，ふれあい相談グループの業務の技術相談
業務の強化を図ったのである。
ふれあい相談グループの業務についてみてみ
よう（表 40，表 41）。ふれあい相談グループの
業務には「相談業務」と「作物別技術担当」が
ある。「相談業務」は出向く営農指導の中心業
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表 35 評価のギャップが大きい事業のアンケート票の記載項目

部署 実施項目 業務活動

組合員ふれあい室 出向く営農体制の確立による
「絆」の強化

総合アドバイザーとして営農サイクルに合わせた相談
活動の実践について

営 農 振 興 部

農業振興 農業振興計画（ありたい姿，農業所得 1,100 万円の実
現による「潤い」の確保）の着実な実践について

担い手の確保 後継者およびパートナー（配偶者）確保対策について

地域社会への貢献 各種催事・情報発信，食育，地産地消等への取り組み
について

クリーン農業の拡大 環境負荷低減に向けた減肥料，減農薬の提案について

販 売 企 画 部 多様な販売戦略の構築 差別化，インショップ，地場消費，契約取引等の取り
組みについて

購 買 部

コスト低減 指導購買および予約購買等による営農コストの拡大に
ついて

業務運営体制の効率化 配送・資材供給の効率化について
合理化による仕入コスト（燃
料・整備）

安価仕入先業者の選定等，提携先との取り組み強化に
よる仕入れコストの低減について

金 融 共 済 部 窓口サービス機能の強化（金
融） 大口利用者への相続・税務等の相談機能について

監 査 室 コンプライアンス経営の確立 内部監査の徹底による不祥事の未然防止と組合員（地
域住民）との信頼性確保への取り組みについて

資料）2012 年 11 月に実施したアンケート結果より作成。
注）評価のギャップとは「事業重要度・満足度調査」において，各業務に対して重要度が高く，満足度が低
く評価されたものである。

表 36 地区別懇談会の出席状況と出席率を上げる取り組み （単位：人，％)
区分 毎回出席 年に⚑度 あまりない 出席なし 合計 毎回出席 年に⚑度 あまりない 出席なし 合計

時期変更 24 26 65 21 136 7.9 6.9 13.5 16.2 10.5
意見反映 82 130 125 25 362 27.0 34.4 26.0 19.2 28.0
広い意見 86 90 103 21 300 28.3 23.8 21.5 16.2 23.2
説 明 41 48 60 14 163 13.5 12.7 12.5 10.8 12.6
内容工夫 64 76 119 44 303 21.1 20.1 24.8 33.8 23.5
そ の 他 7 8 8 5 28 2.3 2.1 1.7 3.8 2.2
合 計 304 378 480 130 1,292 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

資料）2012 年 11 月に実施したアンケート結果より作成。



務であり，経営相談，技術相談，販売業務，各
種事業関連業務，その他からなる(注6)。「作物別
技術担当」業務は，担当地区における特定作物
の技術面での相談業務であり，地区（旧農協単
位）ごとに組織された作物別生産者組織への技
術面を担当する。
ふれあい相談グループだけが直接的に組合員
に対応しているわけではない。具体的な営農指
導の体制について，2014 年度から JA管内でと
りくんだ広域的プロジェクトである「馬鈴しょ
生産向上対策プロジェクト」の実施枠組みから
そのことをみてみよう（図 10）。プロジェクト

は十勝や後志などの他産地と比較して反収が低
いという事実を改善するために，生産者組織で
ある馬鈴しょ振興会を中心にふれあい相談グ
ループや技術開発グループがサポートしながら
対応するというものである。
生産者組織である「馬鈴しょ振興会」の中か
ら，役員を中心にテーマ毎に三つのワークグ
ループを組織し，そのグループにふれあい相談
グループおよび組織振興グループの職員が配置
されている。グループは「輪作体系」，「基本技
術」，「収穫体系」に分けられている。グループ
毎にテーマに基づいて試験研究や研修を行いな
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表 37 経営主年齢別に見た地区別懇談会の出席状況 （単位：件，％)

区分
毎回出席 年に⚑度 あまりない 出席なし 無回答 合計

回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合
34 歳以下 6 3.5 7 3.5 6 1.8 6 5.9 4 4.0 29 3.2
35 歳～39 歳 16 9.3 14 6.9 24 7.3 6 5.9 5 5.0 65 7.2
40 歳～44 歳 13 7.6 23 11.4 26 8.0 12 11.8 7 6.9 81 9.0
45 歳～49 歳 21 12.2 26 12.9 46 14.1 16 15.7 7 6.9 116 12.8
50 歳～54 歳 33 19.2 41 20.3 50 15.3 12 11.8 15 14.9 151 16.7
55 歳～59 歳 50 29.1 35 17.3 65 19.9 11 10.8 26 25.7 187 20.7
60 歳～64 歳 24 14.0 40 19.8 67 20.5 17 16.7 21 20.8 169 18.7
65 歳～69 歳 6 3.5 10 5.0 20 6.1 12 11.8 6 5.9 54 6.0
70 歳～74 歳 0 0.0 4 2.0 13 4.0 7 6.9 5 5.0 29 3.2
75 歳以上 3 1.7 2 1.0 10 3.1 3 2.9 5 5.0 23 2.5
合計 172 100.0 202 100.0 327 100.0 102 100.0 101 100.0 904 100.0

資料）2012 年 11 月に実施したアンケート結果より作成。

表 38 組合員の意思を JA事業に反映させるために必要な機会 （単位：件，％)

区分
地元役員との
交流の機会 地区懇回数 職員との交流 組織活動 その他 合計

回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合
～34 歳 7 4.0 0 0.0 6 2.2 12 5.4 0 0.0 25 3.4
35 歳～39 歳 13 7.3 0 0.0 27 9.9 15 6.8 3 9.4 58 8.0
40 歳～44 歳 12 6.8 4 16.0 34 12.5 18 8.1 2 6.3 70 9.6
45 歳～49 歳 19 10.7 2 8.0 40 14.7 31 14.0 7 21.9 99 13.6
50 歳～54 歳 33 18.6 6 24.0 43 15.8 43 19.4 8 25.0 133 18.2
55 歳～59 歳 40 22.6 3 12.0 50 18.3 45 20.3 6 18.8 144 19.8
60 歳～64 歳 33 18.6 8 32.0 41 15.0 41 18.5 4 12.5 127 17.4
65 歳～69 歳 11 6.2 2 8.0 12 4.4 10 4.5 2 6.3 37 5.1
70 歳～74 歳 5 2.8 0 0.0 11 4.0 3 1.4 0 0.0 19 2.6
75 歳～ 4 2.3 0 0.0 9 3.3 4 1.8 0 0.0 17 2.3
合計 177 100.0 25 100.0 273 100.0 222 100.0 32 100.0 729 100.0

資料）2012 年 11 月に実施したアンケート結果より作成。
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表 39 青年部における営農上困ったときの相談先について （単位：人，％)

区分 JA役員 JA職員 普及
センター 地域 家族 友人 その他 合計

⚔年以下 3 19 22 29 47 29 6 155
⚕～⚙年 2 27 25 36 42 38 2 172
10～14 年 4 29 15 33 32 31 4 148
15～19 年 3 17 7 14 19 15 0 75
20 年以上 0 3 0 3 2 3 0 11
合計 12 95 69 115 142 116 12 561
⚔年以下 1.9 12.3 14.2 18.7 30.3 18.7 3.9 100.0
⚕～⚙年 1.2 15.7 14.5 20.9 24.4 22.1 1.2 100.0
10～14 年 2.7 19.6 10.1 22.3 21.6 20.9 2.7 100.0
15～19 年 4.0 22.7 9.3 18.7 25.3 20.0 0.0 100.0
20 年以上 0.0 27.3 0.0 27.3 18.2 27.3 0.0 100.0
合計 2.1 16.9 12.3 20.5 25.3 20.7 2.1 100.0

資料）2012 年 11 月に実施したアンケート結果より作成。

表 40 ふれあい室の主要業務（2015 年⚔月以降)

業務分類 主要業務

営農計画
営農計画書作成
貸越極度・供給限度・家計費現金の一括稟議

資金対応 制度資金，プロパー資金
クミカン 組合員経営管理システム
再建対策 再建対策委員会

技術相談

病害虫防除，技術講習会，技術指導，土壌分析，試験
農産技術部会
気象変動確立 PJ，馬鈴薯生産向上 PJ
技セン補完業務（各種作業日程調整・当番集約）

税務相談
税務申告相談，パソコン簿記
経営分析調査関連

法人関係 個人・共同法人化関係，農業法人関連
経営相談 年金関係，認定農業者，農業共済

生産振興

作付集約管理
新営農支援システム PJ，地図システム連携
生産向上営農技術情報
栽培履歴

災害対策 災害対策マニュアル改正，災害調査・集約
総務関連 労務・人事，庶務，計画・決算
農地関係 農地流動化対策，農地中間管理事業，農業委員会調整
畜産関係 生乳生産，個体販売，畜産事業関連，生産組織

販売関連
組織（本部）副事務局
集荷，組織（支部）副事務局

購買関連 出向く購買連携（H 26 に限って）
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がら，課題の解決に向けた取り組みを行うが，
その際には農協の営農指導技術の専門部署であ
る技術開発グループの支援を受けながら進めら
れる。また，生産者段階での現時点での栽培体
系や技術的課題についてはふれあい相談グルー
プがアンケート調査などを行いながら情報収集
を指定している。
具体的な実施内容については表 42 に整理を

している。
D．業務拡大に対応する人材育成
2012 年の再編では，これら業務内容の規定自
体は変化していないが，業務を実質的に担いう
るために具体的な業務の仕方を変化させた。さ
らにそれに対応した“On the Job Training”（以
下 OJT と略記）による職員の技術相談能力の
向上を主な内容としている。JA きたみらいで
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図 10 きたみらい馬鈴しょ振興会生産向上対策プロジェクトの推進体制
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きたみらい馬鈴しょ振興会
『生産向上対策PJ』

①
輪
作
体
系
班

ふ
れ
あ
い
G
・
技
術
開
発
G

『
気
象
変
動
に
負
け
な
い
農
業
』確
立
P
J

ワークグループ

《メンバー》
振興会役員
ふれあいG

（H27年度より）組織振興G

5名
3名
2名

②
基
本
技
術
班

6名
5名
3名

③
収
穫
体
系
班

5名
5名
2名

表 41 組合員ふれあい室の担当区分別業務役割

項目 区分 役割

品目技術担当

主担当 当該作目の専任技術員とし，対象地区相談担当から選任する。

副担当
当該作目主担当の指導業務を補完することをその役割とし，広域的な指導を実践
するために配置する。

補佐⚑
主担当・副担当で業務範囲をフォローしきれないことが予想される場合に設置す
る。

補佐⚒
主担当・副担当で業務範囲をフォローしきれないことが予想される場合に設置す
る。

組織副事務局
（技術関連）

主担当
当該地区の作目技術担当がその任に当たり，当該組織の技術的課題に対する対応
を主たる業務とする。

副担当
主担当の業務を補完することを目的として設置し，エリア内の作目選任技術員か
ら選任する。
なお，主担当とともに会議に常時出席する。

組織副事務局
（技術関連なし）

組織事務局の補佐的役割と組織活動状況のグループ・メンバーへの周知をその設
置目的とする。

資料）JAきたみらい資料より作成。
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表 42 きたみらい馬鈴しょ生産向上対策プロジェクトの実施結果（2014 年度)
班 現況 課題 検討事項 取組み実施内容 総括

輪
作
体
系

馬鈴しょの輪作は
概ね出来ているが
麦と甜菜は過作で
総収入が減となっ
ている。
(麦 47％：甜 菜
31％：芋 22％）

・輪作のアンバ
ランスによる
馬鈴しょ収量
の影響
・小麦，甜菜の
収量の影響

輪作体系の分析
ふれあい G 聞き取
りによるアンケート
調査の実施

資料「26 アンケート結果」を以って調査報
告とする。
※27 年度分析・対策協議とし，新たなアン
ケートを実施する。

馬鈴しょ適正面
積の検討
他品目（⚔品目）
の導入及び検討

基
本
技
術

基本技術は重要⇒
生産者は認識
しかし戸あたり面
積の増加・機械体
系の変化により従
来の基本技術が出
来ない現状

現状の体系に合
致した基本技術
の応用・確認試
験

適正な浴光催芽
方法

浴光催芽露地調査
露地での浴光催芽は可能である。但し夜間
においては気温に考慮し防寒が必要であ
る。

浴光催芽圃場萌芽試
験

収量面においては浴光催芽による増収まで
の立証結果とはならなかったが，定期的な
圃場撮影による生育状況において，浴光催
芽区が初期生育の揃いも良いことから，増
収に繋がることが想定される結果となっ
た。
※27 年度 PJ 継続試験とする。

適正な株間（精
度）

植付け株間適正速度
調査

低・中・高それぞれの速度によっての大き
なムラは発生しないことが判った。また，
ムラの発生をより少なくする速度は普段の
速度（中 ⚔～5 km）であり，M上正品率
も他試験区と比較し高い傾向にあった。

土づくり（適正
な施肥・追肥）

カルシウム資材圃場
設置比較試験

収量性は生育期間の短い早生系品種は大き
な差は見られなかったが，生育期間の長い
品種（加工品種）については安定した効果
が見られた。
品質面では大きな差が見られなかった。
※27 年度 PJ 継続試験とする。

新技術

ソイルコンディショ
ニングシステム生育
追跡調査

植付け時・収穫時作業の動画及び実施生産
者の感想を以って調査報告とする。

インファロー技術調
査（情報収集）

資料「インファロー技術の紹介」資料を以っ
て調査報告とする。
現時点では他産地においても普及しておら
ず模索中。
※27 年度 普及性など継続調査とする。

その他
馬鈴しょ主産地
生産取組み調査
（視察）

資料「JA めむろ視察訪問顛末」を以って
調査報告とする。
※27 年度 PJ 継続試験とし，他主産地の
調査を実施する。

そうか病対策
その他病害対策

収
穫
体
系

収穫作業の負担
⇒馬鈴しょ面積の
減少（＝輪作の崩
れ）

収穫作業の軽減
（作業効率面）
（労働力面）
（作業機械面）

規格拡大受け入
れ体制（混み玉
出荷）

B品混み玉収穫・改
装比較試験

収穫時においては時間の短縮が図られ，一
部さらにスピードアップ可，機上選別人員
削減が図られるとの感想が聞かれた。
改装結果及び改装時間データにおいては，
『通常品』と比較し『B混み品』が▲⚕％
以上低下（MAX▲ 17％）となり，選果処
理能力は 92％以下（MAX▲ 71％）に低下
する結果となった。
※27 年度 継続試験とし，施設の選果能力
に合った受入れ選果体制の検討，経費試算
と品位に応じた不公平感のない平準精算方
法について検討の取進めを行う。

土づくり（収穫
効率の軽減）

深耕アッパーロータ
リー追跡調査・デモ
機試験

改装結果は「正品率」が高い結果となった。
また，収穫の際の機上選別作業上，土塊の
上りが少ない傾向にあり，効果が確認され
た。但し，土質によって効果の相違がある
と考えられる。
※27 年度 継続試験とする。

人員確保（コン
トラ）
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は，合併当初から職員育成に積極的に取り組ん
できた。出向く営農指導を担当する職員につい
ても，育成目標を「早期に重要課題を解決する
ため，地域性に適合した最新の情報のもち，迅
速に且つ親密さを持って相談にのることができ
る職員」と定めてそれにむけた OJT の体制を
整備している。以下具体的な業務内容の変化に
ついてみてみよう。
一つには，ふれあい相談グループの職員を技
術について組合員と日常的に議論する場である
生産組織の事務局に配置する体制とした点であ
る。以前は販売企画部にある組織振興グループ
のみが事務局を担当していたが，ふれあい相談
グループも事務局を合わせて担当することで，
部会の取組課題とその中で技術的課題の位置づ
けを理解できるようになる。つまり組合員の技
術相談内容の背景を知ることでより適切な対応
が可能となることを狙ったのである。
次いで，「作物別技術担当」業務において，職
員は「相談業務」をおこなっている地区の主担
当となると同時に，他の地区の同じ作物につい
て副担当となることになった（図 11）。農協の
営農指導に関する技術情報の中で重要なのが，
他の地区や組合員の技術情報の横展開であり，
他の地区，他の組合員の情報に対する組合員の

ニーズは高い。そうすることで担当作物につい
てより幅広い情報提供が可能となる。
⚓点目として耕種部門に関するふれあい相談
グループを⚓つに統合し各グループの職員数が
増加したことで，経験の浅い職員も配属できる
様になった（表 43）。いる。出向く営農指導を
行うためには職員には広範な知識や組合員との
コミュニケーション能力が求められる。新入職
員を配置することができることで，人材育成に
早期から取り組むことが可能となった。実際に
2012 年の再編時に，ふれあい相談グループ 49
名のうち⚕名の⚒年目以内職員を配属してい
る。
⚔点目に，各地域に一人，その地域の技術担
当職員を任命し，地域内での技術情報の共有を
図っている。
最後に，ふれあい相談グループ職員について
は，人事異動の期間を長くして組合員とのつな
がりを持たせることに配慮している。このよう
に意識的に OJT による出向く営農指導を担い
うる人材育成を図っていることが JAきたみら
いの大きな特徴である。
E．小 括
JA きたみらいにおける「出向く営農指導」
は府県のような「担い手」に対象を限定したも
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図 11 専門性・広域性を高めた出向く営農担当者の品目担当配置
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表
43

ふ
れ
あ
い
相
談
G
に
お
け
る
担
当
正
組
合
員
数

（
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：
人
)

地
域

東
グ
ル
ー
プ

西
グ
ル
ー
プ

南
グ
ル
ー
プ

地
区

上
常
呂

北
見

端
野

温
根
湯

留
辺
蘂

相
内

訓
子
府

置
戸

職
員

担
当

人
数

担
当

人
数

担
当

人
数

担
当

人
数

担
当

人
数

担
当

人
数

担
当

人
数

担
当

人
数

考
査
役

0
グ
ル
ー
プ

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

0
考
査
役

0
考
査
役

0
グ
ル
ー
プ

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

0
考
査
役

考
査
役

A
38

A
50

A
41

A
30

A
23

A
25

A
20

A
29

B
43

B
27

B
31

B
22

B
36

B
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B
31

C
38

C
34

C
31

C
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C
45

D
47

D
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D
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E
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E
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E
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F
32

F
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計
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0

19
8
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7
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ち
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プ
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のではなく，専業・主業的な正組合員を網羅的
に対象としたものであった。組合員にとっての
「総合窓口」としての役割を果たすために開始
されたが，実際には組合員の営農指導ニーズの
多様化するなかで，窓口として組合員に十分信
頼される体制とはならなかった。そこで，農協
では「技術相談」を核とした組合員とのつなが
り強化という戦略を立て，出向く営農指導の業
務に技術相談を強化した。
さらに出向く営農指導を職員育成の場として
も位置づけている。職員の専門性涵養を入り口
として，その後にジェネラリストとしての発展
の土台とする，そしてそのプロセスを通じて，
組合員の多様化する営農指導ニーズにも対応し
ようという方策をとったのである。
営農指導の強化を出向く営農指導の業務内容
の変更による職員育成という OJT として取り
組もうというのが JAきたみらいの大きな特徴
である。また，そうした出向く営農指導の再編
の過程で，地区（旧農協の範囲）を意識的に跨
いだ業務体制を取り，旧支所の枠組みを実質的
に取り払った業務内容への変更も進めているの
である。
業務内容の変更は組合員にも一定の評価を得
られているが，その具体的な評価についての検
討はこれからの課題であるが，専門化した職員
が広域的に組合員と日常的に係わることで，大
型合併農協が抱える組合員と職員との距離の広
がりという課題解決に向けた取組として評価で
きよう。

注

（1) 全農では 2006 年に「新生プラン農業担い
手支援基本要領」を策定して「JA グルー
プ出向く営農経済渉外活動」を JA と協力
して開始した。2008 年には「地域農業の担
い手に出向く JA担当者」をTAC（Team
for Agriculture Coordination）となづけ，
地域農業の担い手と面談し事業ニーズをく
み取ることで農協の事業強化につなげる取
組を全国的に推進している。取組を支援す
るための TAC システム（TAC 事業を支
援するWeb システム）を導入している農

協は 2013 年⚔月現在で全国 703 JA のう
ち 277。TAC 担当職員は 1,641 名に上っ
ている（全国農業協同組合連合会営農販売
企画部TAC推進課資料より）。

（2) 組合員ふれあい室は，農協の広域合併に
よって拡大した専業・主業的農家が大勢を
占める正組合員と農協との距離を縮めるた
め，営農全般に関わる日常的なつながりを
もつため日常的に組合員へ出向きながら営
農情報の提供，組合員との情報交換を行う
部署である。都府県の農協においても類似
した「ふれあい課」等の名称は使われるが，
それは主に生活事業，福祉事業の名称とし
て用いられているが，それとは業務内容が
大きく異なる。

（3) JA きたみらいは 2012 年 11 月より次期の
農業振興方策および JAの中期経営計画策
定の基礎資料とするために，以下の四つの
アンケートを実施した。
・農家経営意向調査（回答者…経営主または
法人代表者）（回収数 826，回答率 67.8％）
・組合員意向調査および現況調査（酪農・畜
産農家）（回収数 161，回答率 77.4％）
・JAきたみらい事業重要度・満足度調査（回
収数 779，回答率 64.0％）
・女性農業者意向調査（女性部員対象）（回収
数 675，回答率 48.3％）
・青年農業者意向調査（青年部員対象）（回収
数 207，回答率 62.9％）

（4) 聞き取り調査は，前掲の「JA きたみらい
事業重要度・満足度調査」の回答者の中か
ら，出向く営農に対して重要度が高く，満
足度が低いと回答した組合員 50 戸に対し
て実施した。

（5) 甲斐[14]より。
（6) 前掲表 32 の注⚒に「ふれあい相談活動」の

担当業務を記載している。

V 新農協の組織力を基盤とした
「きたみらい」農協としての事業展開
―生産資材購買事業のセンター方式化を事例に―

A．本章の課題
農協と組合員との接点として，営農指導事業
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は重要な役割を果たしているが，それと同時に
資材購買事業も重要である。前述したように
JA きたみらいでは出向く営農指導体制の整備
によって，組合員との接点を維持しながら，事
業の効率化，高度化を図るために支所を廃止し
した。物理的拠点としての支所は地区事務所と
して維持されてはいるが，実際の機能は本所に
集中されることとなった。
そして，JA きたみらいは次なる手として，
2013 年から肥料購買事業のセンター方式化に
取り組んだのである。支所（地区事務所）に存
置していた購買店舗を⚑カ所に集約するという
この事業再編は，合併直後に行えば当然組合員
からの大きな反発を招くことになった事業であ
る。本章では，こうした大きな事業再編を可能
とした背景について検討をする。組合員の「新
たな農協」としての意識（組織力）が形成され，
それがこうした事業再編を可能とする基盤と
なったのではないか，という仮設を元に，事業
再編過程とそれが「新たな農協」という意識形
成に及ぼす影響について検討を行う。
B．農協における施設整備の経過
本章でみるような，購買事業のセンター方式
化は，旧農協支所に設置されていた購買店舗の
再編や，購買事業に関する部署自体を本所から
移設して新設する，という意味で農協にとって
は非常に大きな再編である。再編に先だって，
JA きたみらいでは農産関連施設の集約，合理
化をすすめてきた。そうしたいわば準備段階と
しての施設再編について，まずは整理してみよ
う。主な対象となるのは小麦の乾燥調整施設で
ある。表 44 には，合併直後から現在までの施
設利用，新設の状況を整理している。合併直後
には，旧農協が所有・利用していた施設を活用
しながら，施設更新に合わせて徐々に再編を進
めている。なかでも大きなものが小麦の乾燥調
整施設である。小麦は，旧農協毎に収穫の体系，
乾燥施設の受入時の基準水分含量や，施設の乾
燥能力の違いなどが大きかったが，図 12 に整
理されているように，地区ごとに異なる収穫・
乾燥調製のシステムを徐々に合理化してきてい
る。その際の大きな転換点は西相内地区に事業
費 44 億円で建設された乾燥調製施設である。

図 13 で示している「本部施設」を建設したこと
で，温根湯地域，留辺蘂地域，置戸地域の約
1,200 ha 分の小麦と，北見地域，上常呂地域の
一部を受け入れる体制を整備したのである。
また，今後の目標としては，現在地域内で完
結している訓子府地域，端野地域においても施
設更新のタイミングを計りながら，本部施設で
の処理体系を目指している。それは，図 14 の
右側に示しているように，地域と施設を固定的
につけていた考え方から，地域という概念を取
り払い，その時々の必要に応じて流動的に⚔つ
の施設（他一つの集団施設）を活用することで，
より効率的な施設運営を可能とするという計画
である。
このように，これまでの旧農協のエリアと，
そこにある施設という固定的な概念を取り払う
という取り組みを計画している。こうした考え
方は，次にみるように購買事業のセンター化に
まさに表れている。
C．資材購買事業の推移と実施体制
a．品目別事業取扱高の推移
JA きたみらいの生産資材購買の品目別取扱
高をみたものが表 45 である。これをみると肥
料が取扱高としては最も多く，また手数料でみ
るとその割合はさらに高く，生産資材購買事業
の中核となっている。
表 46 に示しているように，取扱額は伸びて
いるが，それは肥料価格の増加によるものであ
り，取扱量自体は横這い傾向にある。その一方
で，肥料における農協利用率は⚘割程度で横ば
いで推移してきた。また，地区別に肥料の取扱
をみたものが図 15 である。購買店舗毎にみる
と，最も小さな留辺蘂と大きな端野の間では⚕
倍近い差がある。こうしたなかで，購買店舗を
今後どのようにしていくのか，ということが経
営として重要な課題となっていた。
b．購買事業の実施体制
そうした中で，農協は肥料購買事業の取扱高
の停滞という事態に直面していた。また，国際
的にも肥料の原料価格競争が激化，また，供給
の不安定性も増しており肥料価格の高止まり傾
向が今後も続くことが予想されている。実際に
JA きたみらいにおいても 2011～2012 年にか
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図 12 広域麦処理体制フロー
資料）JAきたみらい資料より作成。
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図 13 JA きたみらいにおける小麦の収穫・乾燥調製システムの合理化
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けて，肥料の供給が不安定化するという事態が
発生していた。
2011 年時点において，農協の肥料事業は，地
区事務所に併設されている店舗を拠点として，
五つの物流ルートで実施されてきたが，流通方
法が複雑なため，事務処理が煩雑となっていた
（図 16）。一方で，購買店舗の老朽化なども進
んでいた。
しかし，合併直後から店舗は地域と農協をつ
なぐ拠点として位置づけられていたため，いわ
ば組織力維持のためのコストとして，農協は店
舗を維持してきたのである。
農協は，こうした事態に対応するために，肥
料を入り口として生産資材購買事業のセンター
方式化を組合員に提案し，それに向けた取り組
みを行うこととなったのである。以下で，セン
ター方式化の背景についてみてみよう。
D．センター化の事業・経営的必要性と事業の
狙い
前述したような肥料購買事業の現状を受け
て，農協ではセンター方式化に取り組むことを
検討した。農協はプロジェクトチームを結成し
て，肥料購買事業の再編に向けた検討課題を整

理した。そのなかで，肥料購買事業の利用率を
高め，組合員に利用してもらえる組織形態とし
て，出向く営農指導体制にリンクさせて，組合
員に出向き購買事業の説明，営業活動を行うと
いう方向を提示した。そして，「出向く購買事
業」に人材を振り向けるためにも，店舗統合に
より人材を確保するという方向を検討したので
ある。
その方策は，具体的には下記のような段階を
経て進められている。まずは，地区内の店舗の
うち⚔カ所を統合し，訓子府地区に倉庫を建設
する。その後，他の地区の店舗も統合しながら
センター方式化を行うこととなっている（図
17）。倉庫を新たに設置するという投資を伴う
ことになるが，それによって一元化による無駄
な在庫の削減，人員の集約による将来的な人員
削減，人員集約による組合員への出向く購買事
業体制の整備ができる。また農協が配送するこ
とで，組合員の負担を削減するとともに農協の
業務運営の効率化がはかれる，という点がこの
センター化のメリットとして想定された。
E．購買事業センター方式化に向けた検討経過
農協は上記プロジェクトチームを中心とし
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図 14 本部施設での処理体系
資料）JAきたみらい資料より作成。
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訓子府施設 端野施設

集団施設

相内施設



て，具体的な提案に向けた検討を開始した。内
部検討，理事会，そして地区懇談会をへて組織
決定されることになったのである。
その過程において，センター化によって，何
が可能となり，何ができなくなるのか，という
点について明示しながら経営陣や組合員に説明
を行った。また，その過程において，肥料の原
料の高止まり，不安定化といった客観的な状況
もふまえた検討が行われたという点が特徴的で
ある。
地区懇談会における質疑について，センター
化が検討されはじめた 2013 年⚒月およびセン
ター化がきめられた 2014 年⚒月の状況を整理
したものが表 47 である。
一年間で，組合員と農協の間でどのような議
論が行われたのであろうか。計画実行に向け
て，まずは常勤役員への説明をおこない，その
後理事会が開催された。理事会には，その前段
として 2012 年 12 月 19 日に開催された営農専
門委員会での主要な意見が検討材料として提示
された（表 48）。主要な不安意見としては，地
区事務所との関係であった。購買店舗を廃止し
て，センターに集約化するということは，組合
員からみると店舗が設置されていた地区事務所
をどうするのか，という課題とも密接に連動す
る。それに対する不安の表明が多い。その一方
で，センター化自体についてはメリットを感じ
ている意見がみられている。さらには，実際の
運営上として，購買事業の専門推進員の役割に
対する注文もみられている。
さらには，2013 年になって⚑月の役員会でも
議論がなされた。具体的には，購買事業のみで
倉庫と事務所を建設するという計画となってい
るが，その採算性についての確認，さらには今
後の地区事務所の統合が検討されている中で，
購買事業のみで新たに事務所を建てる必要があ
るのか，という点などの質疑がだされている。
こうした役員層での議論を踏まえ，基本的に
センター化の方向が確認された。そして 2013
年⚒月に全地区で開催された「地区別懇談会」
において組合員に対しての説明がなされ，その
後の総代会で了承されることになったのであ
る。
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もちろん地区別懇談会においては，店舗の統
合に対する反対意見もみられたが，センター化
による経済的メリット（運賃の無料化等）や専
門推進員のよる情報提供などの対策がしっかり
取られることが確認され，総代会において了承
されることになった。表 49 は資材センター化
に伴う購買事業の新たに取り組みを組合員に説
明する「地区別懇談会資料」から抜粋したもの
である。集約化によって，業務の効率化を図る
ことで，組合員に直接的なメリットを提示して
いる。それによって，店舗がなくなる，という
ことに対する理解を得たのである。
F．センター方式による資材購買事業の高度化
センター方式化によって，購買事業体制はど
のように変化したのであろうか。以下では，そ

の内容について整理してみよう。
センター方式化によって，それまでの店舗に
配属されていた人員の半数以上が「出向く購買
事業」のための専門推進員に転属されることと
なった。農協では，そうした職員への継続的な
研修体制を実施して職員の資質向上に取り組ん
でいる。表 50 には 2015 年度における資材推進
グループの職員研修プログラムについて整理し
ている。これによると，関係機関が開催する研
修会に参加する関係機関研修ももちろんである
が，農協独自にテーマを設定して開催する独自
研究が実に豊富に実施されていることがわか
る。前述したようにセンター化に対しては役員
からも専門推進員が単なる営業担当にならない
ように職員の質の向上が求められていた。農協
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表 46 肥料取扱の推移 （単位：千円，％)

年度 取扱金額 増加率
（2005 年対比） 備考

2005 年 2,202,665 0.0
2006 年 2,294,533 2.9
2007 年 2,466,282 15.1 肥料価格の高騰
2008 年 3,514,832 85.0 肥料年度の変更で 11 か月取扱
2009 年 2,654,894 30.7
2010 年 2,542,631 17.5
2011 年 2,679,813 22.1

資料）JAきたみらい資料より作成。

図 15 店舗別肥料事業の実績（2011 年）
資料）JAきたみらい資料より作成。

（単位：千円）
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はそうした声に応えるためにこうした研修を実
施しているのである。
また，今後は，インターネットでの発注がで
きるように専門推進員にはタブレット端末の配
布を計画しており，それが実現すれば庭先での
注文ができるようになる。

センター方式によって，生産資材購買部門に
「資材推進グループ」が組織された。購買グ
ループ全体が本所から新たに建設された倉庫の
場所に移動をした。開始初年度である 2014 年
は，ふれあい相談グループとの事業連携も行い
ながら新たな事業方式の展開を図った。
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図 17 年次別の集約化に向けた行動計画
資料）JAきたみらい資料より作成。

〈当　時〉

〈目　標〉

〈2014年〉

〈2015年〉

温根湯
資材店舗

留辺資材店舗 相内資材店舗

端野資材店舗

北見資材
店舗

置戸資材店舗
訓子府資材店舗

温根湯
資材店舗

留辺資材店舗 相内資材店舗

端野資材店舗

北見資材
店舗

置戸資材店舗

訓子府資材店舗

新拠点センター
資材店

移転

温根湯
資材店舗

新拠点センター
資材店 温根湯

資材店舗

置戸資材店舗

移転

移転

端野資材店舗

北見
資材店舗

北見・端野
資材店

留辺資材店舗 相内資材店舗

移転
新拠点センター
資材店

移転

端野資材店舗

北見
資材店舗

置戸資材店舗
移転

〈当　時〉

〈目　標〉

〈2014年〉

〈2015年〉

温根湯
資材店舗

留辺資材店舗 相内資材店舗

端野資材店舗

北見資材
店舗

置戸資材店舗
訓子府資材店舗

温根湯
資材店舗

留辺資材店舗 相内資材店舗

端野資材店舗

北見資材
店舗

置戸資材店舗

訓子府資材店舗

新拠点センター
資材店

移転

温根湯
資材店舗

新拠点センター
資材店 温根湯

資材店舗

置戸資材店舗

移転

移転

端野資材店舗

北見
資材店舗

北見・端野
資材店

留辺資材店舗 相内資材店舗

移転
新拠点センター
資材店

移転

端野資材店舗

北見
資材店舗

置戸資材店舗
移転

図 16 肥料配送方法
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注⚑）倉配とは農協から組合員へ配送することを示す。
⚒）自搬とは組合員が農協へ引き受けにくることを示す。
⚓）工直とは組合員が向上へ直接引き取りに入ることを示す。
⚔）直送とは工場から組合員へ直接配送することを示す。
⚕）倉入れとは工場から農協へ入荷することを示す。

組合員

農協地区事務所
（8か所）

工場
（ホクレン肥料等）倉入れ

倉配
自搬

直送
工直



また，事業の効率化によって，それまでの「倉
配」と「直送」における運賃が無料化され，ま
た，土日も配送されることとなった。
これまでも，青年部との連携により，肥料の
取りまとめなどを実施していたが，その取り組
みもより強化されることとなった。
センター化によるサービスの高度化に伴っ
て，実際の経費はどうなったのか。農協はセン
ター化に伴って，固定資産取得額分で⚒億
1,600 万円の設備投資を行っている。また，セ
ンター倉庫農協では資材センター化に伴う掛か
り増しの経費を表 51 のように約 900 万円と試

算している。その中心は配送体制の整備に伴う
車両費である。運送費用については直接事業経
費の中でみている。
G．小 括
資材センター化が「JA きたみらい」として
の意識の醸成にどのような意義を持ったのであ
ろうか。資材店舗のセンター化は，長期的にみ
れば意義のあることであるが，これまでの支所
という意識がある中では，不便な点もある。近
くに資材店舗があれば，急に資材が必要となっ
たときに手軽に購入することができる。一方
で，そうした利便性のために，複数の人員を配
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表 47 地区別懇談会における生産資材の奨励対策の提案状況

項目 現状 2013 年⚒月 2014 年⚒月

肥料

肥料配送＠ 21 円／ 20 kg 無料 無料
大口対策奨励 26,000 千円 拡充検討 28,000 千円
早期引取奨励 5,362 千円 廃止 廃止

重点品目早期予約奨励 39,000 千円 重点品目と予約奨励の細分化 重点品目予約奨励 34,000 千円
予約奨励 8,000 千円

農薬
大口対策奨励 19,000 千円 拡充検討 20,000 千円
重点品目奨励 32,000 千円 拡充検討 32,000 千円

飼料
市況対策 29,000 千円 拡充検討 28,000 千円
大口対策奨励 18,000 千円 拡充検討 20,000 千円

資料）JAきたみらい資料より作成。

表 48 生産資材における営農専門委員会の主要意見

区分 主要意見

役員改選
2013 年の役員改選との関係で新たな⚓地域に分かれることとなるが，上常呂地区は西エリア
に含まれることとなるのか。また，上常呂地区担当の推進員の設置場所は西と東のどちらに
なる予定なのか。

地区
事務所

地区事務所の統合を検討中の中で，多額の投資を行っていくこの構想について，今すぐは判
断することが出来ない。
地区事務所をどうするか定まっていない中でではどうかと思う。

施設利用

現状施設の利用方法については，どのように考えているのか。
購買で新たに投資する施設について，玉ねぎで新たな倉庫を新設して，駒里の倉庫を利用し
なくなった後，購買で新設した吹抜け倉庫の利用方法はどのように考えているのか。
不便にはなるが，組合員に対するメリットを示すことが出来ればよいと思う。

専門
推進員

専門推進員の関係について，土壌診断の関係含めて，組合員ふれあい室との連携についてど
のように考えているのか。人員的な部分も含めて，専門推進員がただの物売りにならないよ
う進めて頂きたい。
購買だけで考えればよいが，地区事務所の統廃合の関係が見えない。

資料）JAきたみらい営農委員会資料より作成。



置するというコストとの兼ね合いから考える
と，農協経営全体から見れば効率的なものでは
ない。
農協は，合併当初から新たな事業を展開する
際に，常に将来を見据えた中で，具体的な課題
としてやるべきことを提示しながら議論してき
た。今回の議論においてもそうした姿勢は維持
されている。
資材センター化の議論の中で，組合員として
は何を選び，何を捨てたのか。センター化に
よって組合員は経済的なメリットを得ている。
身近にある資材店舗の利便性ではなく，農協全
体として，将来を見据えた議論のなかで組合員
は，センター化を受け入れた。それはまさに新
たな農協としての組織力の表れといえるのでは
ないか。

VI 新たな組織力形成にむけた人的資源を
核とした業務経営体制の構築

A．本章の課題
これまでにみてきたように，JA きたみらい
では合併直後における様々な組織的混乱を「小
さな本所大きな支所」体制という，旧農協の組
織力を基盤として乗り越え，その後徐々に，合
併農協としての新たな組織力形成にむけた事
業・組織再編を行いながら，地域農業の維持，

組合員経営の支援を展開してきた。
支所の廃止と本所への事業集中，出向く営農
支援体制による旧農協の枠組みを超えた広域的
な事業体制の構築，肥料購買事業のセンター方
式化といったこれまでにみてきた事業の展開
は，いずれも旧農協の枠組みから「JA きたみ
らい」という枠組みでの事業・組織再編であり，
その過程において農協経営陣，組合員，職員の
間で「JA きたみらい」としての組織力がなさ
れてきたといえよう。
本章では，そうした事業展開を可能とした新
たな組織力の形成について，日常的な業務体制
の構築および農協経営問題という視点から明ら
かにする。
JA きたみらいは，出向く営農指導や出向く
購買といった業務体制を構築することで，組合
員の新たな組織力形成を図りながら事業を展開
していった。農協と組合員を具体的につなぐも
のは職員であるという認識から，職員育成を積
極的に行っている。そしてこうした業務体制の
整備は，農協経営とも当然に密接に関係してい
る。本章では，農協の業務，経営，組合員との
関係について次のように捉える。農協は組合員
を支援するための業務を行い，その結果として
組合員の経営成果がでる。そして農協経営は組
合員の経営成果に規定されることになる。そう
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表 49 地区別懇談会における生産資材の新たな取り組みの提案状況

区分 2013 年⚒月 2014 年⚒月

取り組み
内容

資材店舗の営業日・営業時間の変更検討 ➡ 資材センターは繁忙期において日曜日終日
営業

肥料以外の定期配送，配送運賃の設定 ➡ 店舗が集約された地区の無料定期配送，緊
急配送（肥料・農薬・飼料は無料）の実施

インターネットなどを活用した新たな受注
方法 ➡ 変更なし

組合員が全店舗を利用できるための顧客
カードによるシステム化 ➡ 変更なし

きたみらい独自の商品カタログ冊子の発行 ➡ 変更なし
とりまとめ品目の拡充 ➡ なし

員外向けの園芸市の開催 ➡ 店舗が集約された地域住民向けの園芸市の
開催

なし ➡ きたみらいプライベート商品の開発

資料）JAきたみらい資料より作成。
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表 50 職員の資質向上のための研修実績（2015 年)

項目 月日 分類 研修名 講師 参加職員数

独自
研修

⚔月 16 日 肥料
電気化学取扱肥料説明会
・CNペレット 20
・石灰窒素（粒）

電気化学 ⚙名

⚔月 22 日 畜産 乳用牛のライフサイクルについて ホクレン畜産生産 ⚓名

⚕月 12 日 農薬
てん菜除草剤説明会
・畑に発生する主な雑草
・ベタハーブフロアブルの使用方法

ホクサン 11 名

⚕月 14 日 畜産 畜種別ライフサイクルと対応する配合飼料 ホクレン畜産生産 ⚓名
⚕月 27 日 畜産 畜種別ライフサイクルと対応する配合飼料 ホクレン畜産生産 ⚓名

⚕月 28 日 農薬 除草剤説明会
・ラウンドアップマックスロード

㈱コハタ
日産化学 12 名

⚖月⚓日 農薬
北興化学取扱農薬説明会
・アフェットフロアブル
・てん菜除草剤効果比較

北興化学 12 名

⚖月⚙日 農薬
シンジェンタ取扱農薬説明会
・アクタラ顆粒水溶剤
・モンセレン水溶剤
・タッチダウン iQ，プリグロックス L

シンジェンタジャパン 10 名

⚖月 30 日 農薬
バイエル取扱農薬説明会
・ばれいしょ疫病について
・アクチノール乳剤
・モベントフロアブル

バイエルクロップサイエンス 11 名

⚗月⚒日 畜産 推進及び研修に係る意見交換 ホクレン畜産生産 ⚓名

⚗月 21 日 農薬
北興化学取扱農薬説明会
・ホクガード乳剤
・カスミンボルドー水和剤

北興化学 ⚙名

⚘月 25 日 職員教育 コミュニケーションスキル研修 シンジェンタジャパン ⚖名

⚘月 30 日 肥料 玉葱培土
・オニオンエース Pアップの特性 片倉チッカリン 15 名

関係
機関
研修

⚗月⚗日 肥料 土づくり研修会 北海道農協土づくり運動推進
本部 ⚓名

⚗月⚘日 農薬 指導農薬講習会 全国農薬安全指導者協議会 ⚒名
⚗月 12～18 日 飼料 系統飼料畜産担当者海外研修 ホクレン畜産生産課 ⚑名
⚘月 19～21 日 農薬 畑作物防除技術実践セミナー ホクレン生産資材課 ⚒名

⚙月⚗日 栽培技術
営農技術指導研修会
・秋まき小麦講習，ジャガイモシロシス
トセンチュウ

技術開発グループ ⚔名

⚙月 11 日 飼料 とうもろこし現地研修会 ホクレン畜産生産課 ⚓名

⚙月 16 日 農業機械

農機・部品商品知識講習会
・ロータリーカルチ爪の種類と特徴
・予約取纏め一斉推進の日程
・アルーダ感謝フェアの開催
・ネット情報登録の廃止

ホクレン油機サービス 12 名

⚙月 16 日 農薬

農薬技術講習会
・小麦の除草剤について
・モンカットべフランＦ ・エコパート
Ｆ
・ファンタジスタ顆粒水和剤
・モスピラン SL液剤

㈱コハタ
㈱サングリン太陽園
㈱小柳協同

10 名

⚙月 17 日 農業機械 農機・部品商品知識講習会 ホクレン油機サービス ⚓名
⚙月 30～10 月⚑日 肥料 肥料原料流通等視察研修 ホクレン生産資材課 ⚒名
10 月 27～29 日 資材 オホーツク管内農協生産資材研修 ホクレン生産資材課 ⚒名

資格
取得

⚘月⚕～⚘日 毒劇物 毒物・劇物取扱者試験（農業用品目） 北海道保健福祉部 ⚒名
⚙月⚕～⚘日 作業免許 フォークリフト技能講習 北海道労働基準協会 ⚒名

資料）JAきたみらい資料より作成。



した関係性において，JA きたみらいは農協と
組合員をつなぐ業務の担い手である経営職員を
核とした業務・経営の仕組みを構築してきた。
本章では，広い意味での営農指導（出向く営農
指導，購買，販売事業，部会対応など）による
組合員とのつながりを強化し，その結果として
の組合員の農業経営とそれに規定される農協経
営という一連の関係性を「人的資源を核とした
業務経営体制」と規定して分析を行う。
B．人的資源を核とした業務経営体制
これまでの章ではⅡにおいて合併農協として
の経営合理化の追求の組合員メリットの還元，

Ⅲ，Ⅳでは出向く営農指導体制の整備による新
たな組織力の形成とそのための職員の資質向
上，Ⅴでは資材購買センター方式化を事例とし
て，新たな組織力を基盤とした農協経営の合理
化と出向く購買による組合員へのサービス向上
の取り組みをそれぞれみてきた。
こうした一連の取り組みは，業務経営体制と
いう視点から見るとどのような関係性にあるの
であろうか。図 18 は，業務経営体制の関係性
について整理したものである。
図の下の部分が農協経営であり，貸借対照表，
ストックの部分である。農協は，資本および負
債という形で資金を調達している。農協経営は
様々な形で調達した資金を，資産として運用す
ることで，農協の事業を実施する。どのように
資産運用をするのか，ということは，農協が組
合員と地域農業をどのように振興していくの
か，そのためのいわば「舞台装置」を整えると
いうことである。それを決めるのがガバナンス
の体制である。そしてその舞台の上で組合員に
向けて事業を推進していく主体が人的資源とし
ての職員である。
職員は，設定された舞台装置のうえで，各種
の事業，サービスを通じて組合員の営農・生活
を支援する。その支援の結果として「営農成果」
がうまれる。営農成果はフローとしての数値で
ある。営農成果は，組合員の経営に還元され，
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図 18 業務経営体制の関係性
資料）筆者作成。

負債

資本

資産

日常業務（フロー）

職員
組織力

組合員

経営

事業

営農成果

職員育成

業務統一

ガバナンス

ガバナンス

表 51 資材推進グループ設置に伴う掛り増し経費
（購買部門直接経費）について

（単位：千円)

内 訳 金 額
人 件 費 914
旅 費 研 修 費 588
業 務 費 680
推 進 費 222
車 輌 費 6,456
施 設 費 106
合 計 8,966

資料) JAきたみらい資料より作成。
注) 掛かり増し経費とは，前年度と比較して，新た
に資材推進グループを設置したことに伴って生
じた経費のことを示す。



その一部は内部留保や出資金という形で組合経
営の資金調達の場面にもう一度組み入れられる
ことなる。
本研究でいうところの組織力とは職員と組合
員とつながり（図中の組織力）である。このよ
うに，農協経営，営農指導を中心とした事業，
そしてそれらをつなぐ核としての人材（職員）
の関係を捉えることで，事業と経営を一体的に
捉えることが可能となる。
これは合併農協のみに当てはまるものではな
いが，合併農協においては，新たな組織力形成
という課題に早期に対応しなければならない。
また，経営の合理化によって，経営資源の余裕
が生まれることから，新たな業務体制を構築す
るための余力が生まれるため，そうした業務体
制の再編に取り組みやすいという特質がある。
以下では，この業務経営体制の構造のサイク
ルをうまく循環させるために，合併農協として
JA きたみらいが行ってきた取り組みとその意
義について明らかにしたい。
まずは，日常業務の統一である。これは，人
的資源である職員が日常的に組合員への支援を
行うフローの部分での効率化のための取り組み
である。この部分を効率化することで，営農成
果への好影響を与えることになる。
つぎに，人的資源の向上である。出向く体制
の成立には，それを担う職員の資質向上が求め
られていた。JA きたみらいでは，合併したこ
とによる経営合理化，増加した経営資源を人へ
の投資に振り向けることで，事業経営体制の循
環の核となる人的資源の高度化をおこなってき
た。経営合理化は，直接的には人件費の削減が
最初の手法として取られるが，単なる削減では
いずれ，この核の部分が縮小してしまうことに
なる。JA きたみらいでは経営合理化と同時
に，人的資源管理という考え方に基づいて職員
育成を行ってきた。
最後はガバナンス体制である。ガバナンス
は，農協経営の企業統治体制のことであるが，
協同組合は組合員が主権者である。この図でみ
ると，営農成果をどのように農協経営に振り向
けるのかという経営判断や，調達された資本を
どこにどのように運用するのか，という経営判

断の局面に現れる。例えば，資材店舗の集約化
と資材センターへの投資という経営判断におい
ても，新たな農協としての組織力をベースとし
た農協との結びつきのうえで，それがどのよう
に意思決定されたのか，というような問題とし
て現れることになる。
これらの各部面において，旧農協の枠組みを
超えて，どのような「舞台装置」とその上で支
援・サービスを提供する職員に役を振ることで，
「新たな組織力」（職員と組合員との結びつき）
を生み出すことができるのか，ということを共
通の経営・事業目標として農協は展開をしてき
たのである。
以下，日常業務，人的資源，ガバナンス体制
についてみていこう。
C．日常業務を通じた「新たな組織力形成」
JA きたみらいが設立された頃から，農協に
おいてもコンプライアンスが強く求められるよ
うになった。JA きたみらいにおいても旧農協
の様々な業務方式がみられていたが，その統一
をコンプライアンスの社会的な要請にリンクさ
せる形で進めてきたという特徴がある。
組織の目的達成のためには，リスク管理と内
部統制を充分に機能させなくてはならない。
リスクマネジメントとして特にコンプライア
ンス機能を発揮させることは，合併当初，地域，
事業活動，事業運営等それぞれ異なった文化に
対し，経営ビジョンや新たな規定が浸透するま
での期間においては，一体化を図る上でも重要
な取り組みでもある。
内部統制として内部監査の機能発揮につい
て，合併当初は，業務の統一にウエイトを置き，
その後，合理性・効率性の観点から，業務改善
を重視した助言へと移行することにより経営管
理のリスク軽減を図ってきた。
具体的にはどのように各事業部門の業務統一
を行ってきたのであろうか。JA きたみらいと
しては，次のような考え方に基づいて業務統一
を行ってきた。
早期に集約すべき部門として取り組んだのが
経営管理部門である。この部門は徹底した合理
化，事業の効率化，実効性のある労務管理等，
共通的管理統括機能による合併効果の早期発現
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のため，早期に集約すべきという考え方の元で
統一を進めた。
具体的には，職場の活性化，職員能力の向上
を目指した人事体制の構築し（後述），また電算
システムの効率運用を図った事務の合理化に
よって事業管理費の削減を図った。
農協内部及び外部から統一が求められ，事業
利用者としてサービスが異なってはならない業
務として，販売は集荷，選果，調製，出荷精算
業務，購買は仕入れ，供給業務，信用は貯金，
為替等がある。
同じ農協同士の合併といっても，旧農協単位
で伝票一つから，起案文書の書き方等の業務処
理手法が全く異なっていた。農協は，合併後に
組合員サービスを均一にするためにも，業務の
標準化（業務マニュアル等）を図った。特に組
合員の協同活動と営農指導事業が複雑に絡み直
接組合員に影響を与える業務以外は，事務の統
一によって合理化が図られ，人的資源の再配分
が可能となるという考え方から，いち早く業務
マニュアル等の整備を含め統一していった。
表 52 は業務マニュアルの一例として購買事
業の業務マニュアルの目次を整理したものであ
る。マニュアル自体は膨大な中味となってお
り，この作成には大きなコストが掛かったこと
も事実である。しかし，しっかりとコストをか
けて業務を統一する，という対応をすることが，
その後の日常業務の効率性とともに，業務を通
じた「新しい農協」という意識を職員の間にも
醸成することになったのである。このことが，
旧農協の組織力を保持しつつ，合併効果を早期
に発現する事が可能となった。
一方，早急の統合を行わなかった部門は営農
指導部門である。農協事業は，販売，購買，信
用，共済等多岐に渡るが，根底をなす営農指導
事業が組合員へ直接影響する。その業務は旧農
協独自の体制の元で築き上げてきたものである
ため，業務統一を急ぐことは，組合員が混乱を
招くと判断した。営農指導事業は他の業務とも
大きく関わる。販売事業における生産部会の事
務局業務，購買事業における指導購買業務，信
用事業における営農資金貸付業務等は，合併後
しばらくの間も旧農協の業務方式を継承した。

旧農協がそれぞれ独自に行ってきた業務を，
合併農協としてどのように統合していったの
か。以上みてきたように，各種規制への対応や，
農協外のステークホルダーとの取引に関する業
務についての統合から開始するとともに，組合
員と直接的に関わる部分については，個別対応
（出向く営農指導，出向く購買事業）という形
で農協との信頼関係を形成してきた。
D．人的資源管理による「新たな組織力形成」
合併農協において経営上重要な課題となるの
が旧農協毎に異なっている給与水準や労務管理
の統一である。JA きたみらいは⚘農協が合併
したが，旧農協毎にそれらは大きく異なってい
た。
合併直後，JA きたみらいでは旧来の JA で
の処遇を踏襲した労務管理体制を取った。
2003 年には旧農協が採用していた年功給を
そのまま継承しつつ，給与水準で高いところを
おさえつつ低い所の水準を徐々に上げるという
対応を中心とした。そうした中で，年功給では，
旧農協の給与格差を埋めることが出来ない，つ
まり，給与水準の低い農協出身で能力の高い職
員の給与が，適正な水準にならないという事態
が生じた。そこで 2007 年に年齢給，職能給，
2009 年から役割成果給を導入したのである。
能力給への変更を成立させるためには，能力
の評価とともに，職員の能力の向上を図る取り
組みが同時に必要となる。この課題に農協は次
のような方針で対応した。それは，これまでも
くり返し述べてきたように，「将来のあるべき
姿」を提示することで，そこに向けて取り組む
という戦略である。その際の目標として定めら
れたのが，「人的資源管理」という概念である。
単なる労務管理という考え方ではなく，経営目
標達成のための職員を重要な経営資源，人的資
源管理として位置づけることで，職員が目指す
姿を示し職員の動機づけとすることで，人材育
成の体系的な管理が可能となるという考え方で
ある。
JA 北海道中央会では，農協における職員育
成，労務管理の基本方針として，人事労務基本
方針・職員教育訓練要領・人事教育担当部署・
組合員教育訓練体系・役員研修体系の策定を農
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協に指導しているが，現状としてはまだ普及の
途中という段階にある（表 53）。そうした中で
JA きたみらいは，中央会が提示しているひな
形をそのまま採用するのではなく，独自の考え
方に基づいて「人的資源管理」という方針の下
に職員教育，労務管理を行っている。そうした
意味で，北海道の農協における先進的な位置づ
けとなっている。
以下では，「人的資源管理」についてみてみよ

う。
a．人的資源管理
2008 年に農協の第⚓次地域農業振興方策・中
期経営計画が策定された。これは，合併して⚖
年がたち，環境変化に即応するための体制構築
が求められていることから，新たな経営理念を
確立し，センター構想を柱とした組織改革を伴
う計画を示した。策定された新たな経営理念に
基づく組織風土の確立のために，人材育成のた
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区分 項目

総 則

購買業務規程
職務権限表（抜粋）
業務分掌
購買品受払報と取扱品目
業務日誌

経 理

仕入経理
仕入事務 系統
仕入事務 商系
供給，返品処理
12 月のクミカン供給
未払金の支払い（送金）
未払金マスタ一覧表
未払金一覧表のサイト金額確認方法
店舗間転送
所属地区事務所以外の貯金決済供給（正組合員)
購買雑収益，配達費，雑費の起票方法
売価変更
購買品の在庫管理における陳腐品等の処理
購買品の仕入に伴う発注簿
系統農薬，肥料自己引取に伴う経理処理
北海道糖業に対する特別サイト
消費税総額表示に伴う店頭価格，仕入売価
総額表示売価に伴う購買品受払報上の残高処理
公用印・領収印の使用について
現金保管管理
未収金の管理
値入，供給業務

共 計

共計取り纏めNO
代金精算日一覧表
共計品目の精算処理
共計取り纏め未精算データーの点検
仮精算，本精算指示画面

棚 卸 棚卸
棚卸様式

種 苗
七宝玉葱種子特別対策
緑肥種子の供給方法
系統種子奨励金（Dコーン）の経理処理

表 52 生産資材グループにおける業務マニュアルの細部項目

区分 項目

肥 料

肥料取扱要領，細則
系統肥料の簿価，仕入
肥料年度移行に伴う処理事項（系統肥料）
肥料運賃
商系メーカーの共計，随時区分
肥料本精算に伴う処理事項
肥料大口対策
系統肥料重点品目早期予約奨励対策
みのる玉葱用培土早期引取り奨励
正組合員以外の肥料供給，売価

農 薬

農薬取扱要領，細則
系統農薬の簿価，仕入
農薬（毒物・劇物）受払い管理
農薬本精算の次年度繰り延べ
農薬大口対策
農薬の店舗間転送

飼 料

飼料取扱要領
飼料業務管理マニュアル
飼料分類の文書管理
取扱飼料の製造方法等の確認
配合飼料安定基金に関する経理処理
系統飼料大口対策，系統配合飼料市況対策

その他

温床資材取扱要領
北海道糖業による甜菜委託耕作に伴う資材供給
ダンボールの供給，仕入
農業機械購買とホクレン期日前決済制度の取扱い
てん菜作付振興に係る特例購買代金決済について
机，キャビネット類の定期確認

決 算

肥料関係の決算修正
農薬関係の決算修正
飼料関係の決算修正
年度末経理処理事項点検表

資料）JAきたみらい資料より作成。



めの方針も策定された。これは前述のワーク
ショップや職員アンケートを通じて，2009 年⚒
月に「役職員行動規範並びに人的資源管理基本
方針」としてまとめられた。この方針の「はじ
めに」には次のように記載されている。「これ
までの人事労務管理の課題は，経営資源（人，
物，金，情報など）の管理により効果的に活用
し，JA の事業目標を達成していくことと考え
てきました。しかしながら，一般的に「人事労
務管理」は，労働者は生産要素の一つと見なし，
代替可能なコストとして考えられています。こ
うした「人事労務管理」的発想は，人的結合を
組織特性とする JAにおいては，協同組合理念
と齟齬をきたしているともいえます。したがっ
て，これからは，生産要素理念に基づく「人的
労務管理」から脱却し，協同組合理念に立脚し
た，職員を自ら成長する貴重な戦略資源と考え
る，「人的資源管理」への名実ともに転換してい
る必要があり，人事労務管理＝｢戦略的人的資
源管理」という考え方を基本理念としました」
と，その目的を語っている。
また，職員教育訓練要領は教えるための教育
という考え方ではなく，もともと個人が持って
いる能力を伸ばそうとしているため開発という
表現を使い，「職員能力開発実施要領」として独

自の要領を策定している。
b．目標
｢人的資源管理基本方針」では前述したよう
に，基本理念等を踏まえた職員像を示し，人材
育成の基本戦略を提示している。そして，一般
の人事管理基本方針の人事労務管理という考え
方から人的資源管理という考え方への転換を図
るために「人的資源管理基本方針」という名前
となっている。
人材育成の視点として，①組合員の視点から
高い組合員満足を得るための高度なサービスを
提供してくれる職員，②JA経営の視点から JA
が職員に求める役割と能力を明確にし，経営戦
略実現に向けた人材戦略を実行，③職員の視点
から職員個々のキャリア実現に向けて，何を学
び経験するべきかを明確にしている。
経営目標達成のための人的資源管理として，
職員の目指す姿を示す事が職員の動機づけとな
るという考え方である。こうした職員の動機付
けの成果は，職員の資格取得状況に現れている。
表 54 には，全道の農協のおける職員の資格
取得状況をしめしている。農協職員の資格とは
「全国 JA職員資格認証統一試験」を基本にし
て，「北海道農業協同組合職員資格認定規定」及
び「同認定試験実施要領」に基づき，実施され
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表 53 北海道の農協における教育事業体制の整備状況 （単位：JA)

区分
人事労務基本方針 職員教育訓練要領 人事教育担当部署 組合員教育訓練体系 役員研修体系
策定済 未策定 策定済 未策定 策定済 未策定 策定済 未策定 策定済 未策定

全 JA 35 75 69 41 69 41 18 92 33 77
大規模 JA別 8 11 16 3 17 2 4 15 9 8

地

区

別

道 南 0 4 1 3 3 1 0 4 1 3
後 志 1 3 3 1 3 1 1 3 2 2
胆 振 2 9 6 5 6 5 2 9 2 9
石 狩 1 4 3 2 3 2 0 5 1 4
空 知 4 9 11 2 10 3 3 10 6 7
留 萌 3 2 4 1 4 1 0 5 1 4
上 川 5 8 8 5 8 5 1 12 4 9
宗 谷 5 0 4 1 2 3 0 5 0 5
十 勝 6 18 13 11 14 10 4 20 8 16
オホーツク 4 11 10 5 10 5 6 9 4 11
釧 路 3 3 3 3 2 4 1 5 2 4
根 室 1 4 3 2 4 1 0 5 2 3

資料）JA北海道中央会経営実態調査集計表（2011 年実施）より作成。
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表
54
北
海
道
の
農
協
に
お
け
る
教
育
事
業
体
制
整
備
状
況

（
単
位
：
人
，
％
)

区
分

全
JA

大
規
模
JA
別

地
区
別

函
館

倶
知
安
苫
小
牧

札
幌

岩
見
沢

留
萌

旭
川

稚
内

帯
広

北
見

釧
路

中
標
津

職
員
数
策
定
済
12
,8
86

5,
24
7

74
4

58
3
1,
04
6
1,
17
5
1,
61
5

37
9
1,
97
1

39
6
2,
34
6
1,
48
4

53
8

60
9

初
級
取
得
者
数

2,
76
3

1,
15
3

22
7

13
8

18
1

25
7

31
4

84
43
3

10
4

41
8

26
7

17
6

16
4

取
得
率

21
.4

22
.0

30
.5

23
.7

17
.3

21
.9

19
.4

22
.2

8.
0

22
.0

17
.8

18
.0

32
.7

26
.9

中
級
取
得
者
数

1,
80
2

87
2

11
2

91
82

26
7

25
3

52
26
2

36
28
8

20
7

55
97

取
得
率

14
.0

16
.6

15
.1

15
.6

7.
8

22
.7

15
.7

1 3
.7

13
.3

9.
1

12
.3

13
.9

10
.2

15
.9

上
級
取
得
者
数

2,
24
4

1,
15
6

14
2

88
80

31
5

29
6

32
33
5

43
35
4

39
6

63
10
0

取
得
率

17
.4

22
.0

19
.1

15
.1

7.
6

26
.8

18
.3

8.
4

17
.0

10
9.
0

15
.1

26
.7

11
.7

16
.4

特
級
取
得
者
数

50
1

30
5

44
16

3
67

80
2

56
4

69
12
9

7
24

取
得
率

3.
9

5.
8

5.
9

2.
7

0.
3

5.
7

5
0.
5

2.
8

1
2.
9

8.
7

1.
3

3.
9

基
本
資
格
計
取
得
者
数

7,
31
0

3,
48
6

52
5

33
3

34
6

9 0
6

94
3

17
0
1,
08
6

18
7
1,
12
9

99
9

30
1

38
5

取
得
率

56
.7

66
.4

70
.6

57
.1

33
.1

77
.1

58
.4

44
.9

55
.1

47
.2

48
.1

67
.3

55
.9

63
.2

診
断
士
取
得
者
数

26
9

14
5

10
2

8
20

31
0

43
2

44
73

4
32

取
得
率

2.
1

2.
8

1.
3

0.
3

0.
8

1.
7

1.
9

0.
0

2.
2

0.
5

1.
9

4.
9

0.
7

5.
3

監
査
士
取
得
者
数

14
1

71
9

1
5

24
26

1
17

1
26

21
2

8
取
得
率

1.
1

1.
4

1.
2

0.
2

0.
5

2.
0

1.
6

0.
3

0.
9

0.
3

1.
1

1.
4

0.
4

1.
3

指
導
員
取
得
者
数

55
8

31
9

26
17

26
34

98
17

77
7

73
14
4

9
30

取
得
率

4.
3

6.
1

3.
5

2.
9

2.
5

2.
9

6.
1

4.
5

3.
9

1.
8

3.
1

9.
7

1.
7

4.
9

専
門
資
格
計
取
得
者
数

96
8

53
5

45
20

39
78

15
5

18
13
7

10
14
3

23
8

15
70

取
得
率

7.
5

10
. 2

6.
0

3.
4

3.
7

6.
6

9.
6

4.
7

7.
0

2.
5

6.
1

16
.0

2.
8

11
.5

基
本
・

専
門
資
格
計
取
得
者
数

8,
27
8

4,
02
1

57
0

35
3

38
5

98
4
1,
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8

18
8

1,
22
3
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7
1,
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2
1,
23
7

31
6

45
5

取
得
率

64
.2

76
. 6

76
.6

60
.5

36
.8

83
.7

68
.0

49
.6

62
.0

49
.7

54
.2

93
.4

58
.7

74
.7

資
料
）
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道
中
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会
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表
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）
よ
り
作
成
。
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）
20
10
年
度
時
点
の
各
資
格
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得
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数
/2
01
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年
度
職
員
数
×
10
0



ている。その目的は，JA グループ職員の協同
組合に関する知識・能力の向上をはかり，もっ
て JAの発展に資することである。職員の自己
啓発ではこの資格取得が中心的方法になってい
る。資格の種類には大きく分けて基本資格・専
門資格の⚒種類がある。基本資格には，初級・
中級・上級・特級の⚔つの資格がある。JA 職
員として最低限理解しておくべき知識を有する
者が初級資格者，中堅職員として業務遂行上理
解しておくべき知識を有する者が中級資格者，
管理・監督者として業務の管理監督上必要な知
識を有する者が上級資格者である。そして，管
理者として業務の総合的な推進上必要な知識を
有する者が特級資格者である。特級資格は北海
道独自で設定している資格である。専門資格に
は，農協の営農指導分野として営農指導員試験
とその上位資格として北海道独自の農業経営診
断士がある。また，農協の経営管理分野として，
農協監査士試験，農協内部監査士試験がある。
全道の基本資格の取得率は 56.7％，大規模農
協でも 66.4％となっている中で，表 55 の JA
きたみらいの状況を見ると，基本資格取得率が
97％以上と対象者のほぼ全員が資格を取得して
いる。

こうした基本的方針の下で，人材育成と密接
に連携させた労務管理を行っている。以下で
は，人事異動，給与，人事考課についてみてみ
よう。
まずは人事異動である。通常の人事異動につ
いては，職員の幅広い知識及び経験の習得（育
成），適材適所（能力発揮）等により⚕年を目途
に実施されるが，組合員ふれあい室職員の人事
異動については，組合員及び地区とのつながり
強化，営農技術の習得を鑑み，異動の年数を⚕
年以上とするなど組合員からの要望に応えてい
る。
こうした対応は，前述した人的資源管理とい
う基本理念に基づいたものである。つまり，組
織ニーズと従業員ニーズをスムーズに合致，あ
るいは調和させるためには，「優秀な人材の確
保（採用・育成）」，「従業員の士気を高めること」，
「高揚した士気を正しく方向づけること」，「方
向づけられた士気を企業全体の総合力として効
果的に発揮させること」という採用から育成，
配置までの一貫した整備が必要である。人事異
動にもこうした人的資源管理基本方針があらわ
れている。
つぎに給与についてである。基本方針にもと
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表 55 JA きたみらいにおける職員の資格取得状況 （単位：人，％)

区 分 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年

基
本
資
格

特 級 28 36 45 49 55 56 61 61 62
上 級 96 97 99 102 98 108 106 108 112
中 級 56 61 53 46 44 33 34 35 35
初 級 69 56 52 43 36 38 31 33 40

正 職 員 数 315 308 296 279 267 261 259 256 255
基本資格取得率 79.0 81.1 84.1 86.0 87.2 90.1 89.5 92.5 97.6
（うち特・上級） 39.3 43.1 48.6 54.1 57.3 62.8 64.4 66.0 68.2
経 営 診 断 士 15 15 19 19 21 24 28 31 39
営 農 指 導 員 49 51 54 53 59 65 67 78 81
内 部 監 査 士 9 11 13 13 13 15 16 20 25
改 良 普 及 員 11 3 3 3 3 3 3 3 3
普 及 指 導 員 7 15 15 15 15 15 15 15 15

資料）JAきたみらい資料より作成。
注⚑）取得者数は試験年度
⚒）正職員のみの人数
⚓）改良普及員は普及指導員に移行



づいて採用した人材が育成され，その能力が最
大限発揮を目指されるためには，前述したよう
な配属とともに，適正な給与体系の整備が重要
である。農協では，賃金労働生産性と労働分配
率を意識した総額人件費管理に基づき，管理職
は役割給と成果給，指導職・担当職は年齢給と
職能給としている。そして賃金水準は，他 JA，
道内企業を比較対象として設定している。
また，原則として，55 才以降の役職定年及び
賞与の一部カットの制度を廃止している。いわ
ゆる生涯賃金のアップである。
こうした給与体制が機能するための重要なポ
イントが，職員の業務を査定する中間管理職の
機能である。現在の人事考課・人事管理制度は，
次のような考え方に基づいている（図 19，図
20）。
起点となるのが農協の中期計画である。それ
をもとに単年度の経営計画が策定され，そこか
ら部門別，グループ別の業務目標が設定される。
人事管理を担当する管理職はその目標を元にし
て，個別職員の「チャレンジシート」に落とし
込む。シートには個人の業務目標が記載されて
いる。管理職は，そのシートを元にして，中間
面接，人事考課を行い，最後には育成面接とい
う今後の人材育成の課題についても洗い出し，
今後の研修計画などに反映させるという仕組み

である。
組織目標（中期経営計画，単年度事業計画）
を部門目標，職場目標，個人目標へブレイクダ
ウンすることで，JA 全体の組織目標を個人目
標へ連鎖させている。職員一人ひとりが設定し
た目標を達成した結果，組織目標が達成される
ことで，経営管理と目標管理との連動を図ると
いう狙いがそこにはある。
また，人事考課についても「人事管理制度運
用マニュアル」を策定し，人事考課の公平な運
用が確保できる体制を整備している。
c．給与水準の統一
2003 年の合併時は，旧農協の給与をそのまま
引継いだが，その後，2004 年までの⚒ヶ年間に
渡り，旧農協間調整として年齢あたりの水準を
上回る者の定昇を抑え，下回る者を上げること
に加え，生活負担の大きい 30 才～40 才代につ
いて一定の昇号を行ってきた。しかし，号俸（金
額）だけでの調整は，旧農協内での格差まで埋
めてしまうことも想定された。一方，この間
トータル的能力主義人事管理制度の実施準備と
して，考課者である管理職を対象に考課者訓練
を実施してきた。
2006 年には，農協として新しい人事管理制度
の運用が開始され，下位等級と上位等級の給与
が逆転することが無いよう設定した。
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図 19 人事管理のプロセス
資料）JAきたみらい資料より作成。
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2007 年には，道内企業，道内農協，地方行政
との給与を比較し，JA きたみらいの賞与割合
が高かったことから，年収ベースを維持しつつ，
月額給与と賞与の割合を変更する事に併せ，こ
れまで単一能力給であった給与体系を年齢給と
職能給に分割した。
そして 2009 年には，管理職の役割成果給が
導入され，現在に至っている。
こうした対応によって，図 21 にあるように，
合併時に約 19 億円あった職員の給与手当総額
は年々抑制されており，2008 年には 17 億円を
下回った。一方では，年収水準は概ね 560 万円
前後を推移しており，職員数の減少により個々
の水準を維持していることが読み取れる。
また，図 22 で年次別の変化をみると，合併当
初に比べ，2007 年に賞与の一部を月額本俸への
繰入れたことによる月額給与水準の増加が見ら
れるが，前掲図 21 で示したように年収水準を
保っており，月額の給与水準は向上している。
上記では，職員全体の水準の推移を見てきた
が，各階層別及び出身 JA別に比較したグラフ
が次の通りである。図 23 を見てみると，各階
層それぞれで合併当初は出身農協によって給与

にバラツキがあった。その後，徐々にその幅は
少なくなり，2009 年⚖月に管理職に役割成果給
を導入したことにより，管理職においては，バ
ラツキが是正された。
また，図 24 から非管理職については，人事考
課によって昇格・昇給等に若干の差が出ている
ものの，出身地区におけるバラツキについては
是正され，人事管理制度の導入と運用の成果を
見ることが出来る。
このように，農協は時間をかけながら，人件
費総額の抑制とともに，賃金水準の維持，さら
に人事考課と職員教育とを結びつけた給与体系
を構築することで，合併農協が共通として抱え
る給与水準の公平化という課題を，人的資源管
理という考え方のもので解決してきたのであ
る。
現在の課題としては，職員の能力アップと適
正な人員配置（部門別損益や事業の推移を踏ま
えた業務の選択と集中による部門別適正要員），
正職員と準職員の割合の検討がある。
また，組合員満足度の向上に繋げるため，業
務の質・サービスの向上に併せ，職員満足度の
向上を図り，総額人件費の抑制を継続して進め
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図 20 人事管理制度における考え方
資料）JAきたみらい資料より作成。
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るとともに，職員の給与水準の確保と適正な労
働分配率のバランスを考慮するという課題もあ
る。
E．経営ガバナンスによる「新たな組織力形成」
合併効果を発揮するためには，組合員に対し
て中期計画等において，将来のあるべき姿の実

践に向けて当面の方策を示した上で，優先順位
を付して協議していかなければならない。JA
きたみらいにおいては，合併の検討段階から「将
来」を見据えて農協のあるべき姿を考えて，そ
れをもとに具体的な議論を行うというスタンス
を取ってきた。
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図 21 年度別給与手当及び給与水準
資料）JAきたみらい資料より作成。
注）福利費・退給引当金他除く。
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図 22 年次別月額本俸及び給与水準
資料）JAきたみらい資料より作成。
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新たな組織力の形成に向けて，農協の経営ガ
バナンスである役員体制についても旧農協の枠
組みを超えた再編を行った。合併初年度の理事
数は 32 名であったが，2006 年には農家戸数の
減少に対応して 28 名とした。しかし組合員の
減少が継続していたため，さらなる理事数の削
減が必要となった。そうした中で，従来のよう
に旧農協の単位ではさらなる削減は困難となっ
た。選出の枠組みを広げなければならないとい
うなかで，新たな定員を何名とするのかという
点が議論となった。道内主要 JAにおける理事
⚑人あたりの組合員戸数は，平均 70 戸であり，
JA きたみらいの当時の組合員戸数で試算する
と 18 名となった（表 56）。また，組合員数が減
少するなか，将来予測（現在の減少率を勘案す
ると 2022 年には 1,000 戸程度）を含めて試算
すると 15 名程度となった。そこで，組織代表
18 名の理事体制とすることにした。
次の課題は，この 18 名の選出方法であった。
農協は⚘の旧農協を次の点を考慮して三つに再
編をして，それを理事の選出基盤としたのであ

る。それは，現状の地区事務所管轄地区内は分
割・再編はしない，⚑地域は現状の⚒地区事務
所以上を包含する地域，北見市・訓子府町・置
戸町の行政区域，国道 39 号線，道道 50 号線を
主幹線として距離，農業生産基盤，である。こ
れを元にして，図 25 に示したようにエリアを
三つとした。
さらには人数の削減に伴って，理事の責任割
合は増加する。そこで参事制を廃止し，常務制
（専務⚑名，組織代表常務⚑名，学経常務⚒名）
を採用した。
役員の定数削減と同時に，農協では総代定数
を 420 名から 400 名に削減した。農協は，前述
したように 2022 年の正組合員戸数を 1,000 戸
と想定している。将来的には⚑戸あたり⚒名の
正組合員とすることを目標に 2,000 名の正組合
員に対して，法律で定められている組合員総数
に対する割合である 1/5 以上から算出して 400
名とした（表 57）。
F．小 括
農協は，日常業務の統一，人的資源の向上，
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図 23 金融支店長における給与水準（月給）推移
資料）JAきたみらい資料より作成。
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図 24 出身 JA別 30 代主査における給与水準（月給）の推移
資料）JAきたみらい資料より作成。
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表 56 2013 年理事選出地域定数の配分 （単位：人，戸，百万円，％)

地域・地区事務所 現行
戸数割 事業割

新定数 増減
戸数 戸数割 配分定数 事業量 事業量割 配分定数

南
訓子府 5 332 25.5

3
96,555 21.4

3 6 ▲ 2置 戸 3 121 9.6 43,566 9.6
地域計 8 453 35.0 140,121 31.0

西

温根湯 2 79 6.3

2

30,334 6.7

2 4 ▲ 3
留辺蘂 2 42 3.3 26,270 5.8
相 内 3 116 9.2 40,992 9.1
地域計 7 237 18.8 97,596 21.6

東

上常呂 3 131 10.4

4

35,369 7.8

4 8 ▲ 4
北 見 5 233 18.4 90,892 20.1
端 野 4 220 17.4 87,798 19.4
地域計 12 584 46.2 214,059 47.4

組織代表計 27 1,274 100.0 9 451,776 100.0 9 18 ▲ 9
学 経 1 2 1
計 28 20 ▲ 8

資料）JAきたみらい 2012 年⚒月地区別懇談会提出資料より作成。
注）戸数事業割りは 2010 年の実績で算出



ガバナンス体制を連動させて行うことで，新た
な組織力の醸成を実現できる業務経営体制を構
築してきた。これらの各場面において，旧農協
の枠組みを超えた「舞台装置」とその上で支援・
サービスを提供する職員に役を振ることで，「新
たな組織力」（職員と組合員との結びつき）を生
み出してきた。
農協は組合員が主役であるため，組合員から
の事業評価を真摯に受け止め，事業改革してい
かなければならない。また，体力（合併効果）

が無くなってからでは，経営資源も少なくなる。
合併メリットが発現している間に，合併安定期
を超え新 JAとしての改革をしなければできる
事もできなくなる。こうした考え方に基づい
て，JAきたみらいは合併直後の「激変緩和期」
において，複線的に次の「新たな組織力」を生
み出すための業務経営体制を整備してきた。そ
の過程は，図 26 に整理した農協の中期計画の
変遷にも表れている。
特徴的なのが，職員を「人的資源」として捉
え，その管理・育成を通じて組合員との組織力
強化を図ってきたという点である。そして，農
協自体も経営ガバナンスの再編を進めながら，
組合員のニーズに応えうる体制を整えてきたの
である。
JA きたみらいの取り組みから，合併農協に
おける新たに組織力形成に重要な点を整理する
と次の点が上げられよう。一つには，経営トッ
プが地域農業の将来像を語る事で組合員や役職
員に，組織に対する一体感を醸成してきたとい
う点である。特に，旧 JA の組織風土から，新
JA へと移行する際には，旧 JA の数だけ組織
風土があるため，旧 JAの組織風土を受容し認
めつつ，新 JAの組織風土を醸成するためのコ
ミュニケーションは欠かせない。
本来であれば旧 JAの歴史認識を充分に行う
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図 25 新たな地域（エリア）の区分
資料）JAきたみらい資料より作成。
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表 57 総代定数
（単位：戸，人，％)

区分 2011 年
総代数

2011 年⚗月 31 日の戸数で試算
増減

戸数 総代数 構成比
温根湯 24 79 25 6.3 1
留辺蘂 14 41 13 3.3 ▲ 1
置 戸 39 121 38 9.5 ▲ 1
訓子府 103 321 102 25.5 ▲ 1
相 内 41 116 37 9.3 ▲ 4
上常呂 43 130 41 10.3 ▲ 2
北 見 83 233 74 18.5 ▲ 9
端 野 73 219 70 17.5 ▲ 3
計 420 1,260 400 100.0 ▲ 20

資料）JAきたみらい資料より作成。



事でお互いの違いの理解に繋がるが，実際には
そうした場面は限られている。一方で組合員の
世代交代が常に行われていくなかでは，経営
トップ層が同じ考えであるべき姿を語り，現段
階における組合員間の違いは当面の対応であり
近い将来解決する事なのか等の説明を意識的に
行ってきたという点が JAきたみらいの特徴で
ある。

VII 新たな組織力形成にむけた人的資源を
核とした業務経営体制の構築

A．各章の要約
Ⅱでは，JA きたみらいの成立の背景・経過
を当時の内部資料などから明らかにした。それ
によって，JA きたみらいが金融事業の論理に
よる経営合理化型合併や，産地形成型合併とい
うものではなく，将来を見据えた上での合併で
あったことを明らかとなった。そして合併直後
の JA きたみらいの姿について，事業，組織，
経営の面から明らかにした。喫緊の課題ではな
く，将来のためという「大義」を出発点とした
農協であったからこそ，「激変緩和措置」として
合併したメリットを直接的・短期的に組合員に
還元すること，組織的混乱を避けるために支所

を存置した業務機構体制を取った JAきたみら
いを明らかにした。
Ⅲでは，「激変緩和」期から，新たな農協とし
ての事業体制の本格的な整備の端緒となった
「出向く営農指導事業」について，合併による
経営資源の再配分による営農指導事業強化，組
合員との個別のつながりの強化という取り組み
のもつ意義について明らかにした。
Ⅳでは，「出向く営農指導」体制の再編につい
て，その要因と狙いについて営農指導に求めら
れる事業内容とその実現に向けた業務再編，人
材育成のあり方について明らかにした。「出向
く営農指導事業」の高位平準化によって，旧農
協の枠組みを超え出た農協事業の取り組みがみ
られていることを明らかになった。
Ⅴでは，旧農協の枠組みを超え出た事業展開
のもう一つの事例として，生産資材事業のセン
ター方式化について分析を行った。資材店舗の
統合と資材センターの設置という，旧農協の枠
組みを超えた事業が可能となった背景と，事業
の成果について分析を行った。
Ⅵでは，新たな組織力形成にむけた農協の業
務体制の整備とガバナンスのあり方について分
析を行った。その際に，広い意味での営農指導
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図 26 中期経営計画のステージ別指針
資料）筆者作成。
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（出向く営農指導，購買，販売事業，部会対応
など）による組合員とのつながりの強化し，そ
の結果としての組合員の農業経営とそれに規定
される農協経営という一連の関係性を「人的資
源を核とした業務経営体制」と規定して分析を
行った。旧農協がそれぞれ独自に行ってきた業
務を，合併農協としてどのように統合していっ
たのか。各種規制への対応や，農協外のステー
クホルダーとの取引に関する業務についての統
合から開始するとともに，組合員と直接的に関
わる部分については，個別対応（出向く営農指
導，出向く購買事業）という形で農協との信頼
関係を形成してきたことを明らかになった。
B．組織力形成の論理
農業関連事業が事業の中心である北海道の合
併農協は，産地形成とともに組織合理化をおこ
なうという課題に両面的に取り組む必要があっ
た。その中で，合併直後においては旧農協の持
つ組織力を維持する業務体制を取ることによっ
て，合併農協をスタートさせてきた。
一方で，合併農協においては，経営資源の統
合による経営の合理化と，あらたな事業へのそ
の配分という取り組みを求められることにな
る。事例分析をもとに，JA きたみらいの合併
後の経営合理化と組織力強化（激変緩和措置と
新たな組織力醸成）の取り組みを整理したもの
が表 58 である。経営合理化の取り組みを進め
るとともに，組織力強化として激変緩和の措置
を取りながら，一定の時期をへて，営農指導体
制における組合員ふれあい室の設置や購買事業
のセンター化，さらに役員定数（選出基盤の統
合）という，旧農協意識を払拭（新たな組織力
の醸成）する取り組みを戦略的に行ってきた。
本論文の分析をもとにして，その新たな農協
としての組織力形成の論理について考察しよ
う。合併農協から，どのように新たな組織力を
基盤とした農協に転換したのか。事例を元に概
念化したものが図 27 である。合併当初は，組
合員との結びつきは旧農協（支所）を介したも
のであった。その後事業体制の再編によって合
併したことによるメリットを還元し，さらには
将来を見据えた具体的な計画を示しながら徐々
に旧農協の意識を取り払う。そして，旧農協意

識を取り払うことでより効率的な事業体制が実
現できるという実感を伴うことで，旧農協では
なく JAきたみらいとのつながりというあらた
な組織力により組合員との結びつきをつくって
きた。
農業関連事業を中心とした合併農協に求めら
れるものは，JA きたみらいの事例からみると
営農指導事業の強化であった。JA きたみらい
では合併後 10 年を経過して，それまでの大き
な支所体制を転換して本所集中し，業務の効率
化を図ることで人員を確保し，その人員を大幅
に営農指導事業に振り向けた。「出向く営農指
導」という組合員との総合窓口となることで，
組合員と農協の接点を確保し，支所体制からよ
り広域的な事業の展開をベースとして旧農協と
いう意識を払拭するような体制を整備した。
しかし，単に組合員に出向くだけでは組合員
との信頼関係を構築できないと判断し，「出向
く営農指導」の体制を維持しながら，そこに配
属する人材育成においてスペシャリストとして
の要素も加味するような体制に変化させた。
つまり，営農指導事業を組合員との接点とし
て重要視しながら，そこでのより高度なサービ
スの提供によって，農協との信頼関係を構築し
ようという狙いである。支所の廃止という経営
の合理化によって生まれた人的資源を営農指導
力の高位平準化に振り向けた。出向く営農指導
を核とした「新たな農協エリア（⚓グループ）」
での事業を行うことで旧農協のエリア意識を払
拭するということを行った。そして払拭をする
ためには，それまでよりも高度な営農指導事業
を行う必要がある。ジェネラリストかつスペ
シャリストという営農指導事業の「高位平準化」
を実現することで，あらたな農協への信頼・組
織力の強化を図ってきた。それを基盤として
「新たな組織力」を形成しながら，JA きたみ
らいとしての事業展開を行ってきたのである。
生産者組織も旧支所単位から広域的に再編さ
れている中では，そのままではますます農協と
組合員との距離がひろがっていくことになる。
そうしたなかで JAきたみらいは，馬鈴しょ生
産向上プロジェクトに見られたように，①生産
者組織の広域化に伴う生産者間の情報交流によ
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58
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化
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数
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立
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）
筆
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。



る技術の高度化，②農協の営農指導専門部署と
連携をした栽培技術高度化試験研究，③そして
出向く営農指導による組合員とのつながり強化
による課題の抽出や技術採用のための技術支援
という体制を取っている。生産者組織の広域
化，農協による専門的営農支援，そしてその普
及のための「出向く営農指導」という，大規模
農協ならではの営農指導事業体制を構築してい
るのである。
JA きたみらいにおいては，合併直後からつ
ねに，農協経営陣，組合員，職員において，事
業計画，経営計画を検討する際に「新たな農協」
を意識した議論を行ってきた。こうした意識付
けを行いながらも，事業展開においては，旧農
協の意識から徐々に新たな農協を意識した事業
を行ってきた。意識の変化をベースにしなが
ら，可能なところから「新たな農協」としての
事業体制を整備するという論理である。
C．あらたな大規模農協としての経営課題
合併してから 10 年以上が経過して，徐々に
旧 JAを知らない組合員への世代交代が進み今
後も組合員戸数の減少は続くと想定されてい
る。その一方で，農協経営としては大規模と
なっていることから，組合員⚑戸あたりにかか

る経営上の責任は大きくなっていく。そうした
なかでは⚑人⚑人の農協への参画意識が今まで
以上に重要になってくる。
一方で組合員の規模の格差，地域差，経営格
差なども拡大しており，農協としては⚑人⚑人
の組合員に対応できずに組合員の「平均像」を
対象とする傾向がある。人的結合組織である農
協は，多様な組合員に「目配り」をして事業を
構築する必要がある。その「目配り」はコスト
となるが，そのコストは農協組織の組織力の源
泉となるコストである。それを農協経営として
どのように認識し，経営の中で位置づけていく
のか，ということが重要な経営課題である。
さて，現在の JA きたみらいにおいて，経営
上の新たな課題に直面している。合併当初より
内部留保で自己資本を増強する方針を示してき
たが，一方で出資金の平準化を行ってきた。具
体的には，旧農協で持ち込んだ内部留保と出資
金を合算し，出資金のもち口基準を設定した。
その後，組合員減少による出資金の減少及び生
産施設の投資による自己資本不足の解消を図る
ため，2009 年より 2018 年を目標として，11 億
⚕千万円を積み増しする出資増口を実施してい
る。
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図 27 新たな農協としての組織力形成の概念図
資料）筆者作成。
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しかし，2018 年以降の 10 年間は組合員数の
減少が予想される中で，組合員へ出資増口は求
めずに内部留保の積み増しを計画している。旧
農協で持ち込んだ内部留保は勘案せず，出資の
平準化を実施する予定である。
農協経営に対する組合員⚑戸あたりの負担・
責任が増大していく中で，農協としては自己資
本を高めていく方向となろう。そうしたなか
で，どのように公平性を保ながら，かつ協同組
合組織としての必要な組織力を維持するのか，
その点が今後の重要な課題である。
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Summary

This paper explored the development logic
of the reorganization of agricultural coopera-
tives to achieve rationalization of management
cost and organizational capacity through a case
study of JA KITAMIRAI which is a pioneering
large scale merger agricultural cooperative in
Hokkaido.
In this research, organizational capacity is

considered as a combination of “economic effect
of planning and adjustment” and “economic
effect of participation”. It is hypothesized that
the capacity is generated frommembers loyalty
to agricultural cooperatives. In theory, the
members of pre-merger agricultural coopera-
tives had loyalty to the agricultural coopera-
tives. However, once new merger agricultural
cooperatives are established, loyalty that under-
lines organizational capacity is needed to
rebuild.
It is aimed to reveal the logic of rebuilding

the loyalty to merger cooperatives. To accom-
plish the purpose, we focus on either the
business structure of farming advisory, sales
and purchasing services and human resource,
so-called staff working at the cooperatives, who
is actually interacting with the members on
every day basis.
Regarding the logic of rebuilding loyalty

and realizing organizational capacity of a new

agricultural cooperative, we illustrated the logic
as follows. Alongside JA KITAMIRAI pro-
moted management rationalization, the JA also
gradually made some changed in business
structures, such as establishing the new
farming advisory system which is character-
ized by a unique organization that encourages
staff of the JA to visit memberʼs farm to give
advices face to face.
Surplus human resources from rationaliza-

tion of management such as abolition of branch
office, was relocated to the new farming
advisory system that can deliver higher level of
service. The new farming advisory service
plays a significant role to foster a close
relationship between the members and the new
cooperative, whereas loyalty has been deve-
loped.
Trust in relationships between farmers

and agricultural cooperatives is created by
offering advanced agriculture advisory ser-
vices. That is the source of the organizational
capacity of the agricultural cooperatives. For
that purpose, human resource, which is practi-
cally a staff that has both professional know-
ledge and wide knowledge, is important.
Through the logic, JA KITAMIRAI has

achieved both the merit of scale and fostering
good relations with its members.
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